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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ入力の単語予測方法において、
（ａ）第１の入力手段を介して、複数のキャラクタと曖昧に対応する第１の入力信号を受
け付けるステップと、
（ｂ）単語辞書データベース（１２６０１）から、前記入力信号に関連する第１の単語を
予測するステップと、
（ｃ）前記予測した単語が所望の単語でない場合、前記第１の入力手段とは異なる第２の
入力手段を介して、前記所望の単語の少なくとも最初のキャラクタを正確に定義するため
の補正情報を受け付けるステップと、
（ｄ）前記単語辞書データベースから、前記信号および前記少なくとも１の正確に定義さ
れたキャラクタに関連する第２の単語を予測するステップと、をデータ入力システムに実
行させることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１の方法において、単語のすべてのキャラクタを受け付けるステップを具えるこ
とを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１の方法において、前記所望の単語が得られるまで、当該所望の単語の少なくと
も最初のキャラクタおよび以降のキャラクタを正確に定義するための補正情報を受け付け
るステップを具えることを特徴とする方法。
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【請求項４】
　請求項１の方法において、前記入力信号と補正情報の入力は、キー押下により提供され
ることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項４の方法において、前記入力信号は第１のキーボードのキー押下により提供され
、前記補正情報は第２のキーボード（１４２０７，１４２０８）のキー押下により提供さ
れることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５の方法において、ある言語のすべてのキャラクタが前記第１のキーボードの４
つのキーに曖昧に割り当てられていることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかの方法において、前記補正情報を受け付けるステップは、そ
れぞれ単一のキャラクタに対応する複数の補正情報信号を受け付けることを含むことを特
徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７の方法において、前記複数の補正情報信号は、前記第１の入力手段のカーソル
が特定の位置にある場合に受け付けられることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８の方法において、前記複数の補正情報信号は、前記第１の入力手段のカーソル
が前記単語の最後のキャラクタの直後にある場合に受け付けられることを特徴とする方法
。
【請求項１０】
　請求項５の方法において、前記第２のキーボードは電話型のキーボードであることを特
徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１の方法において、前記キャラクタは文字（letter）であることを特徴とする方
法。
【請求項１２】
　データ入力システムにおいて、
（ａ）複数のキャラクタと曖昧に対応する第１の入力信号を提供するための第１の入力手
段と、
（ｂ）補正情報を提供するための、前記第１の入力手段とは異なる第２の入力手段と、
（ｃ）単語辞書データベース（１２６０１）と、
（ｄ）前記入力信号に基づいて前記単語辞書から第１の単語を予測する単語予測システム
であって、前記第２の入力手段が補正情報を受け付けたら、前記入力信号および前記補正
情報に基づいて第２の単語を提供する単語予測システムとを具え、
　前記第２の入力手段は、所望の単語の少なくとも最初のキャラクタを正確に定義するた
めの補正情報を提供するのに用いられることを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項１２のシステムにおいて、少なくとも前記第１の入力手段が、単語のすべてのキ
ャラクタの曖昧なキャラクタ入力信号を提供することを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１２のシステムにおいて、前記第１の入力手段は、ある言語のすべてのキャラク
タが曖昧に割り当てられた４つのキーを具えることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１２のシステムにおいて、前記キャラクタは文字（letter）を含むことを特徴と
するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本出願は、２０００年１０月２７日出願の先行ＰＣＴ特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ００／
２９６４７、２００１年７月１２日出願のＰＣＴ／ＵＳ０２／２２３８５、２００４年４
月１９日出願のＰＣＴ／ＵＳ０４／１２０８２、及び２００５年６月３日出願のＰＣＴ／
ＵＳ０５／１９５８２に関し、それらの全体を引用により本明細書に取り込む。
【０００２】
　さらに本発明は、２００５年６月１６日出願の米国仮特許出願番号６０／６９１，１０
７、２００５年６月２３日出願の米国仮特許出願番号６０／６９３，１７６、２００５年
６月２９日出願の米国仮特許出願番号６０／６９５，８４０、２００５年６月３０日出願
の米国仮特許出願番号６０／６９５，８４１、２００５年７月６日出願の米国仮特許出願
番号６０／６９７，３９４、２００５年７月２９日出願の米国仮特許出願番号６０／７０
４，２４３、２００５年８月１日出願の米国仮特許出願番号６０／７０４，５３１、２０
０５年８月２２日出願の米国仮特許出願番号６０／７１０，３５２、２００５年９月２０
日出願の米国仮特許出願番号６０／７１８，９４９、２００５年１０月６日出願の米国仮
特許出願番号６０／７２４，３６８、２００５年１０月１４日出願の米国仮特許出願番号
６０／７２７，１５８、２００５年１１月１日出願の米国仮特許出願番号６０／７３２，
８２９、２００５年１１月１７日出願の米国仮特許出願番号６０／７３７，８１３、２０
０５年１１月３０日出願の米国仮特許出願番号６０／７４１，５５６、２００６年３月２
８日出願の米国仮特許出願番号６０／７８６，８３５、及び２００５年５月２日出願の米
国仮特許出願番号６０／７９７，４０５に関し、それらの優先権の利益を主張し、それら
の全体を引用により本明細書に取り込む。
【０００３】
　本発明はデータ入力に関する。特に、本発明は予測及びキー押下／グライド音声対話を
改良した方法を用いてデータを入力する機能を有する、データ入力システムに関する。
【背景技術】
【０００４】
　電子的に文字を入力する典型的なシステム及び方法には、ＱＷＥＲＴＹキーボード等と
いった標準的なキーボードを使用することが含まれる。しかしながら、近年の電子装置が
より小型になり、所望の文字を入力するために新しい方法が開発されてきた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記方法の１つは、標準的な電話型数字キーパッド上の多重押下システムを使用するこ
とであり、それにより複数の英数字が同一のキーに割り当てられる。上記システムの欠点
の１つは、ある特定の文字を入力するために１つのキーを複数回押下する必要があり、そ
れによりキーを押下する全体の回数が増加し、文字入力プロセスを遅くすることである。
【０００６】
　非常に小型な装置上での文字入力に対応する第２の方法は、単純に標準的なＱＷＥＲＴ
Ｙキーパッドをその装置上に小型化することであった。しかしながら、上記の小型キーパ
ッドはしばしば不細工であり、キーの間に十分な空間がなく、１つのキーの押下のみが望
ましいときに複数のキーが押下される原因となる。
【０００７】
　小型電子装置上での文字入力に対応するさらに別の試みは、音声認識ソフトウェアを使
用することである。上記方法は以前から使用されているが、上記方法には多数の欠点があ
る。もっとも顕著なのは、音声認識ソフトウェアは同音異義語を区別できず、システムが
特定の話者、彼らの言葉遣い及び話すときの癖を認識するために非常に高度な入力を必要
とすることがよくある。また、これら問題を軽減しようとして音声認識ソフトウェアは大
規模になって大量の処理を必要とする。これは、携帯電話及びテキストページャのような
小型電子装置の限られた電力及び処理能力に対して特に適当ではない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　そのため、本発明の目的は他の装置の中でもとりわけ、改良型のキーパッド、予測及び
音声技術を含む様々な入力手段を用いた予測及び曖昧性除去の拡張機能を追加することで
、先に開示されたデータ入力システムを改善することである。さらに、音声による方法を
伴う改良したデータ入力予測及びキー押下／グライドを与えることが本発明の目的である
。さらに、上記データ入力システムにおける補正能力を改良することが本発明の目的であ
る。
【０００９】
　この目的のため、本発明は他の実施形態の中でも、少なくとも任意の文字を入力するた
めの複数の入力受付手段を有するデータ入力システムを、それぞれの受付手段に複数の文
字が割り当てられ、ユーザがその入力受付手段を用いて所望の入力を行うように示されて
いる。
【００１０】
　第２の入力受付手段が第２の入力を受け付けるためにあり、ここでは、第２の入力は所
望の入力からの正確な１つ又は複数の文字となり、システムは少なくとも前述の複数の入
力受付手段からの入力に基づいて予測出力を与える。予測出力が所望の入力と異なり、所
望の入力の第１の文字が予測出力の第１の文字と異なる場合、ユーザは予め定義された補
正信号を入力して所望の入力の第１の文字を与えることができ、システムはユーザが予め
与えた入力と補正信号とに基づいて第２の予測出力を与えることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によるデータ入力システムは、少数化したキー（例えば、ハードキー、ソフトキ
ー、仮想的な複製キー、等）を用いて（例えば、それらのキーを有するキーパッドを用い
て）、少なくとも任意の文字／テキストを入力するシステムを開示する。このデータ入力
システムは少なくとも１つの言語のアルファベット文字を少なくとも備える多数の記号を
使用でき、文字の少なくとも２つが少なくとも１つのキーに割当て可能なように記号をキ
ーに分散的に割り当てることができる。
【００１２】
　本システムにおいてキーの押下動作のような（例えば、予め定義された）対話は、キー
に割り当てた任意の記号／文字に曖昧に対応できる（例えば、本特許出願において、キー
を「曖昧である」と称し、対話を「曖昧な」対話と称することができる）。例えば、前述
のように、キーに割り当てた（例えば文字のような）記号の１つを入力するため、ユーザ
はキーの押下動作のようなキーとの予め定義された対話をし、記号に対応する音声情報を
与えて（例えば、文字（例えば、その呼称）を発話して）、キー（との対話）に割り当て
た記号（例えば、文字）の中から記号（例えば、文字）を選択することができる。この場
合、音声情報をユーザの声及び／又はユーザの唇の動きのうち少なくとも１つに基づいて
検出及び分析できる。
【００１３】
　記号の数は、英数字、句読点、テキストの入力又は編集、あるいはコンピュータの操作
のいずれかに対するコマンドといった、実質的にすべての基本記号を含むことができるこ
とに留意しなければならない。例えば、句読点文字を入力するため、ユーザは対応するキ
ーを押下し、その文字を発話できる。マクロ、単語の一部分、等のような他の記号を、少
数化したキーに分散的に割り当てることもできる。
【００１４】
　音声がないことも音声情報として考慮できる。キーに割り当てた少なくとも１つの記号
を、音声がない状態で前記キーとの予め定義された対話を与えることで入力することがで
き、音声がない状態をシステムが検知できる。例えば、キーに割り当てた予め定義された
句読点を入力するために、ユーザはその文字に対応する予め定義されたキー押下動作を発
話なしで使用することができる。
【００１５】
　１つの方法によると、少数化したキーは電話型のキーパッドを再現することができる。
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この文字割当ては電話型のキーパッドの文字割当てに類似してもよい。
【００１６】
　別の方法によると、アルファベット文字を少数化したキーのうち４つのキーに割り当て
ることができる。
【００１７】
　１つの方法によると、曖昧に類似する予め定義された音声を有し、かつ対応する音声を
通して互いを区別することが困難である文字のような記号を、互いから切り離して異なる
キーに割り当てることができる。
【００１８】
　また、単語の少なくとも一部分の入力のような他の関連入力技術（例えば、対応する音
声情報と組み合わせた１つ又は複数の対応キーの押下／グライド動作を用いた部分毎デー
タ入力システム（例えば、音声がない状態も音声情報とみなされるように予め定義できる
））を詳細に説明する。（例えば、ハード、ソフト／スクリーン上の）フルＰＣキーボー
ド及び／又は手書き認識システムのような他のデータ入力方法を本明細書では、本発明の
（例えば、押下及び発話）データ入力システムと組合せ／併用してテキスト／データを入
力することができる。
【００１９】
　（例えば、正確な文字を与える）データ入力システムを、単語予測システム（例えば、
単語のキャラクタ／文字に対応する曖昧なキーの押下動作と、かつ単語と対応する各単語
のキー押下情報とのデータベースの使用に基づく単語予測システム。その単語予測システ
ムの原理は当業界の技術者に公知である。）の原理と組み合わせて、（例えば、非常に）
少数のキー（例えば、明らかに少なくとも幾つかのキーは曖昧なキーである）を用いて（
例えば、候補語の中から単語を選択するためのユーザの音声又はユーザの対話を最小化す
るように、ユーザの対話を最小化することができる）非常に正確なデータ／テキスト入力
システムを与えることができる。本発明の押下‐発話データ入力システムを用いることで
、ユーザは単語の少なくとも１つの正確な文字を与えることができ、単語の残りの文字に
対応する（曖昧な）キーを押下して単語を入力できる。単語の少なくとも１つの正確な文
字を考慮し、その単語の残りの文字に対応するキー押下を考慮することで、このシステム
は対応する単語をより正確に予測することができる。
【００２０】
　本発明の（例えば、発話／発話なしの）押下／グライド及び音声情報のデータ入力シス
テムは、（曖昧なキーを有する）キーパッドに与えたキー押下に基づく単語予測システム
のような他のデータ入力システムとの組合せが可能である。キー押下（例えば、キー押下
のみに）に基づく単語予測システムの原理は当業界の技術者には公知である。ある言語の
単語を、その単語の（好ましくは開始）文字（又はキャラクタ（単語は、文字以外にキャ
ラクタを含んでもよい））の少なくとも１つを正確に入力し、その単語の他の文字（又は
キャラクタ）に対応するキー押下のみを（発話なしで）与える本発明の押下／グライド及
び発話データ入力システムを用いて入力できる。例えば、単語「ｂａｌｌ」を入力するた
めにユーザは単語の先頭文字（例えば、「ｂ」）を、電話型キーパッドを用いて文字に対
応するキーを押下して文字に対応する音声を与えることで入力でき、（例えば、次に）単
語の他の文字（例えば、本例では文字列「ａｌｌ」）に対応するキーを発話なしで押下で
きる。この例では、（例えば、発話なしで）一連のキー押下のみを単語「ｂａｌｌ」の（
例えば、対応する）すべての文字（文字「ｂ」を含む）に与えることは、単語「ｃａｌｌ
」に対応するかもしれない。しかしながら、上記例においては、先頭文字「ｂ」が正確に
入力されるので、システムは単語「ｃａｌｌ」とは考えない。別の例によると、同一のキ
ーパッドを用いて単語「ｈｏｍｅ」を入力するために、ユーザは先頭文字「ｈｏ」に対応
するキーを発話なしで最初に押下できる。ユーザは次いで次の文字「ｍ」に対応するキー
を押下し、その文字を発話する（例えば、正確に文字を入力する）ことができる。次いで
ユーザは最後の文字「ｅ」に対応するキーを発話なしで押下することができる。一連のキ
ー押下は単語「ｇｏｎｅ」にも対応しうるが、システムは所望の単語の３番目の文字が文
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字「ｍ」であると正確に認識しているので、単語「ｈｏｍｅ」が選択／入力される。
【００２１】
　単語の少なくとも（例えば、先頭）文字を正確に与えること（からなる第１の情報の種
類を考慮すること）、また残りのキー押下（例えば、単語の残りの文字に対応するキー押
下）を与えること（からなる少なくとも第２の情報の種類を考慮することと組み合わせる
こと）により、大抵の場合は、システムは組み合わせた情報に一致する所望の対応する単
語を自身の単語辞書内に見つけることができる。この例において、文字「ｂ」を正確に入
力することで、システムは更なるユーザの対話（例えば、「Ｓｅｌｅｃｔ」キーを押下し
て別の選択肢にスクロールすること）を必要とせずに単語「ｂａｌｌ」を選択する。
【００２２】
　１つの方法によると、ユーザは単語の文字に対応するキー押下を与え、ユーザの音声が
対応するキー押下と同期されていない（例えば、同時に与えられない）場合でもキー押下
中にその文字のうち任意のものを発話できることに留意されたい。
【００２３】
　本発明の一実施形態によると、ユーザは単語の文字に対応するキー押下を与え、その単
語を発話ことができる。
【００２４】
　キー押下情報に基づく単語予測システムは、少なくとも単語辞書及び対応するキー押下
のデータベースとを使用する。
【００２５】
　本発明の一実施形態によると、テキストの入力中にユーザは単語（例えば、辞書内に存
在する単語、辞書外の単語、単語辞書に存在しない文字列、等）を、単語の文字／キャラ
クタに対応するキー押下を与えること、及び単語（例えば、単語の文字）に対応する音声
情報を与えることにより入力できる。他方、ユーザが望む場合、ユーザは対応するキー押
下を入力（例えば、提供）することにより、辞書に存在する単語を入力できる（例えば、
単語の文字に対応するキー押下のみを与えることは、システムの単語データベース内部に
ある多数の単語（例えば、選択肢）に対応するかもしれない）。例えば正確性向上及び選
択肢の数の最小化のため、単語の開始（及び／又は中間、及び／又は最後）のキー（単語
の先頭及び／又は中間、及び／又は最後の文字に対応するキー）の押下中に、ユーザはそ
の単語の先頭（及び／又は中間、及び／又は最後）の文字を発話することができる（例え
ば、上述のように、単語の少なくとも１つの文字に対応するキー押下及び音声を与えるこ
とで、その少なくとも１つの文字を正確に入力できる）。したがって、少なくとも１つの
文字と単語の残りの文字に対応するキー押下とを考慮することで、選択肢の数（例えば、
単語候補）を劇的に削減できる。本出願を通し、上記システムを「組合せデータ入力シス
テム」又は単にデータ入力システムと称し、特に述べない限り本発明のコンテキストにお
いてそれらの用語を置き換え可能な状態で使用する。
【００２６】
　上記組合せデータ入力システムの基本的前提は、例えば本明細書に記載した本発明者出
願の引用で既に説明されており、本発明の実施形態は上記の組合せデータ入力システムを
拡張するシステム及び方法を構成する。
【００２７】
　（例えば、本発明の部分毎データ入力システムとして述べた）少なくとも単語の一部分
のデータ入力方法を組み合わせることで、テキストの入力を可能とする本発明の押下‐発
話データ入力システムが、本明細書に記載した本発明者出願の引用で詳細に説明されてい
る。本発明の単語予測データ入力システムの一実施形態によると、１つの文字を入力する
代わりに、ユーザは単語の少なくとも（例えば、先頭）部分を正確に入力するため本発明
の押下／グライド及び音声データ入力システムを用いて単語の一部分を入力し、その単語
の他の文字に対応するキー押下のみを（例えば、発話なしで）与えることができる。例え
ば、単語「ｐｒｅｄｅｆｉｎｅｄ」を入力するために、ユーザはキーパッドの対応するキ
ーに押下／グライド動作を行うことで「ｐｒｅ」の部分を入力してその部分を発話し、次
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いで発話なしで単語の残りの文字「ｄｅｆｉｎｅｄ」に対応するキーを押下することがで
きる。明らかに、単語の残りの文字に対応するキー押下動作中に、ユーザが望むならばキ
ー押下に対応する少なくとも幾つかの文字に対応する音声を与え（例えば、文字を発話し
）、その少なくとも幾つかの文字を正確に入力することができる。
【００２８】
　前述のように、（例えば、組合せ）システムを用いることで、ユーザは（例えば、発話
なしで）キー押下のみに基づいてテキストの一部分を入力してもよい。例えば、ユーザは
予め、ユーザが入力しようとしている単語がそのキー押下のみに基づいて組合せシステム
により認識可能であることを知ることができる。この場合、ユーザは単語の入力中に音声
を与えなくともよい。例えば、電話型キーパッドを用いることで、単語「ａｒｒａｙ」を
（文字を発話する必要なしに）その文字のみに対応するキー押下に基づいて認識できる。
【００２９】
　上述のシステムを、電話型キーパッドのような予め定義されたキーパッド、又は本明細
書で記載した本発明者出願の引用で説明されるキーパッドのような、他のキーパッドが使
用可能であることは理解されよう。キーパッドは任意の予め定義された数のキーを有する
ことができる。図１ａから図１ｃは、先行特許出願で示され、説明された、それぞれ少な
くとも１２、６、及び４つのキーを有する３種類のキーパッドを示す。図１ａは電話型キ
ーパッドを示す。図１ｂは少なくとも６つのキーを有するキーパッドを示し、その６つの
キーは少なくとも言語のアルファベット文字を表す。一方では、互いに関連する曖昧に類
似した音声を有する文字が（例えば予め詳細に説明した）異なるキーであるか、又は好ま
しくは異なるキーに割り当てられるように、文字をキー上に配置するか又はキーに割り当
てることが望ましい。他方では、システムの（例えば、英語）単語辞書データベースの単
語に対応するキー押下（例えば、キー押下値）が、同一の（例えば、一連の）キー押下（
例えば、キー押下値）を有する単語の最小（例えば、紛らわしさを軽減した）グループを
与えるように、文字を配置することができる。図１ｃは少なくとも４つのキーを有するキ
ーパッドを示し、その４つのキーは少なくとも言語のアルファベット文字を表す。一方で
は、互いに関連する曖昧に類似した音声を有する文字が（例えば予め詳細に説明した）異
なるキーであるか、又は好ましくは異なるキーに割り当てられるように、文字をキー上に
配置するか又はキーに割り当てることが望ましい。他方では文字は、システムの（例えば
、英語）単語辞書データベースの単語に対応するキー押下（例えば、キー押下値）が、同
一の（例えば、一連の）キー押下（例えば、キー押下値）を有する単語の最小（例えば、
紛らわしさを軽減した）グループを与えるようなものであるか、又は文字をそのように配
置してもよい。
【００３０】
　より多くのキーを用いてより小規模な（例えば、より少ない）数の言語の文字をキーの
各々に割り当てる（例えば、表現する）ことで、単語を入力するためにユーザが与えたキ
ー押下（提供される場合はそれとともに音声）の情報に対応して選択される単語候補の数
が最小化されることが理解されよう。
【００３１】
　本発明の一実施形態によると、単語に対応するキー押下を入力し、単語の少なくとも１
つの（例えば、先頭）文字に対応する音声を与えた後、単語末尾信号を与えることができ
る。この信号は、単語の末尾に空白文字を入力する「Ｓｐａｃｅ」キーの押下でもよい。
別の方法によると、単語の末尾に空白文字を含まないような別の単語末尾信号を与えるこ
とができる。例えば、単語の後に（例えば、予め定義された）ＰＣキーボードコマンド又
は関数又は（例えば、予め定義された）句読点文字を入力することで、単語末尾信号とみ
なすことができる。
【００３２】
　別の方法によると、ユーザは本発明の押下／グライド及び発話データ入力システムを用
いて単語の最初の文字／部分を入力し、発話なしで単語の残りの文字に対応するキーを押
下し、キー押下の最後で（単語末尾信号を与えずに）、ユーザは本発明の押下／グライド
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及び発話データ入力システムを用いて第２の単語の最初の文字／部分を入力することで次
の単語の入力に進むことができ、第２の音声が次の単語の少なくとも先頭文字に対応する
ことを理解するようシステムを予め定義することができる。したがって音声に対応する第
１のキー押下（例えば、第１のキー押下から開始するキー押下）は次の単語に属すること
ができる。これは第１の単語に対する単語末尾信号とみなすことができる。次いで、１つ
の予め定義された方法によると、システムは単語間に空白文字を入力することができる（
例えば、自動的なスペーシング手順）。別の予め定義された方法によると、システムは（
例えば、互いに対して単語を連結するために）単語間に空白文字を入力しない。
【００３３】
　別の方法によると、２つの単語入力の間における少なくとも予め定義されたラップ時間
の一時停止を、単語の第１の単語に対する単語末尾信号として考慮できる。
【００３４】
　上述のように、単語の入力に本発明の単語予測システムを用いることで、ユーザがキー
押下情報（例えば、及び最終的には、単語の少なくとも１つの文字に対応する音声情報の
ような、正確な文字を入力するための追加情報）を与えた後、ユーザの情報があれば、シ
ステムからの少なくとも３種類のフィードバックのうち少なくとも１つが存在しうる。す
なわち、
　１－システムは１つの単語のみをユーザの情報に関連付ける。その単語を最終結果とし
て入力することができる。
　２－システムは少なくとも２つの単語の選択結果をユーザが与えた情報に関連付けるこ
とができる。システムを予め定義して、選択結果内の他の単語に対して最優先度を有する
単語をユーザに提示（例えば、強調表示）できる。その単語がユーザが入力を意図したも
のである場合、１つの方法によると、ユーザはテキストの次の部分（例えば、単語）の入
力に進むことができ、システムは自動的にその単語を入力する。入力した単語がユーザが
入力を望むものではない場合、１つの方法によると、システムが選択結果の単語の中から
該当する単語を認識するように例えばキーを押下（及び保持）し、所望の単語の（先頭）
文字の少なくとも幾つかを発話することで、ユーザは選択／補正キーのような選択／補正
手段を使用することができる。ユーザは所望の単語の少なくとも幾つかの（先頭）文字を
発話する間、その単語に対応するキー押下を再度入力しなくともよいことは理解されよう
。補正方法に対して、システムは元のキー押下情報と音声情報を補正手順に使用すること
ができる。補正音声情報の提供の最後に、ユーザは補正キーを放すことができる。キーを
押下（及び保持）することで、システムに補正音声手順の開始（及び終了）を知らせるこ
とができる。不要に長い補正音声を回避するため、システムは選択結果のすべての単語を
ユーザに提示し、その結果、ユーザは必要でなければ、選択結果の文字すべてを発話する
前に発話を止めたり、二重押下動作、グライド動作、等のような他の手段を押下（及び保
持）動作の代わりに使用できることは理解されよう。
　別の方法によると、補正／選択キーを使用する代わりに、ユーザはマウスポインタの使
用によるスタイラスペン、等のようなポインティングデバイスで単語をポインティングし
、音声情報を与えることができる。補正手順の最後に、ユーザはポインティング手順を終
了できる。ポインティング状況におけるその手段をポインティングする（及び保持する）
ことで、システムに補正音声手順の開始（及び終了）を知らせることができる。候補単語
の中から所望の単語の文字を発話する代わりに、ユーザはその単語を発話できる。
別の選択方法によると、システムが少なくとも２つの単語の選択結果をユーザの情報に対
して関連付け／選択し、及びユーザに対して提示（例えば、強調表示）した（例えば、そ
のように予め定義した）単語が、ユーザが入力を意図したものではない場合、ユーザは（
例えば、多方向）キーのような手段を使用して、選択した単語の中をナビゲートしてユー
ザが望む単語を選択することができる。単語を多数の選択した単語から選択するためにナ
ビゲート／切替キーを用いる実証方法及び選択方法は、当業界の技術者に公知である（例
えば、ポップアップリスト、ポップアップメニューを上下にナビゲートすること、等）。
　３－システムは所望の単語（例えば、辞書外の単語）入力に与えられたユーザの情報に



(9) JP 5166255 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

対して単語を照合させなくともよく、１つの方法によると、ユーザは例えば補正キーを押
下（及び保持）することで補正手段を使用し、対応するキー押下を再度与えずに単語のキ
ャラクタ（例えば、文字）を発話できる。システムは元のキー押下情報と音声情報とを補
正手順中に使用して単語を入力することができる。ユーザが望むならば、単語は（例えば
、自動的、又は手動的に）辞書に追加可能であることは理解されよう。
【００３５】
　辞書の単語に与えた、又は割り当てた（例えば、使用頻度に基づく）優先度は、本発明
の組合せデータ入力システムをユーザがより良く受け入れる上で重要な問題かもしれない
。ユーザが与えたキー押下（及び音声）情報に関連して、システムが単語グループから選
択した単語をユーザが介入して選択することを最小限にするように、優先度を割り当てる
ことができる。例として、図２は単語辞書データベース１２６００のページを示す。列１
２６０１はデータベースの幾つかの単語を示す。列１２６０２は互いに関する単語の使用
頻度値を示す。使用頻度値を、単語に割り当てた優先度値とみなされるように予め定義で
きる。列１２６０３は、キーパッド１２６０９のキー１２６０５、１２６０６、１２６０
７、１２６０８にそれぞれ割り当てたキー値（例えば、１、２、３、４）に基づいて単語
に割り当てたキー押下値を示す。
【００３６】
　１つの方法によると、例えば、単語「ｄｏｉｎｇ」を入力するため、ユーザは発話なし
でキー１２６０６、１２６０８、１２６０６、１２６０６、１２６０８を押下することが
できる（例えば、キー押下値は２４２２４となる）。この例では、キー押下に対応する４
つの単語からなるグループ１２６０４をシステムが選択することができる。システムは次
の場合を除いて最優先度を有する単語（例えば、「ｄｏｉｎｇ」）を自動的に入力するこ
とができる。
　－ユーザが単語「ｃｏｉｎｓ」のような別の単語を１つの方法に従って入力することを
意図する場合、ユーザは前述したもののような補正／選択手段を使用できる。例えば、ユ
ーザは選択／補正キーを押下及び保持して文字「ｃ」を発話できる。システムはユーザが
文字「ｃ」で始まる単語の入力を意図していることを理解できる。その単語は単語「ｃｏ
ｉｎｓ」である。別の方法によると、ユーザはシステムが提供する４つの単語を備えるポ
ップアップリスト内をナビゲートして単語「ｃｏｉｎｓ」を選択することができる。なお
別の方法に従うと、システムは最初に最優先度を有する単語「ｄｏｉｎｇ」を示すことが
できる。ユーザは予め定義された補正／選択キーを押下できる。システムは４つの単語の
うち２番目に高い優先度を有する単語「ｄｙｉｎｇ」を示すことができる。ユーザは再度
、予め定義された補正／選択キーを押下できる。システムは４つの単語のうち３番目に高
い優先度を有する単語「ｐｕｐｉｌ」を示すことができる。最後に、ユーザは再度、予め
定義された補正／選択キーを押下できる。システムは４つの単語のうち４番目に高い優先
度を有する単語「ｃｏｉｎｓ」を示すことができる。ユーザは例えば次の単語の入力に進
むことで、その単語を確定することができる。
　－ユーザが単語「ｄｙｉｎｇ」の入力を意図する場合、ユーザは前述したような補正／
選択手段を使用することができる。例えば、ユーザは選択／補正キーを押下及び保持して
、少なくとも文字「ｄｙ」を発話できる（２つの単語「ｄｏｉｎｇ」と「ｄｙｉｎｇ」は
同一文字「ｄ」で始まるので、複数の文字を発話する必要がある）。システムは、ユーザ
が文字「ｄｙ」で始まる単語の入力を意図していることを理解できる。その単語は単語「
ｃｏｉｎｓ」である。
【００３７】
　別の方法によると、例えば、単語「ｃｏｉｎｓ」を入力するため、ユーザはキー１２６
０６、１２６０８、１２６０６、１２６０６、１２６０８を押下し（例えば、キー押下値
は２４２２４となる）、少なくとも文字「ｃ」を発話できる。データベース内の１つの単
語（例えば、「ｃｏｉｎｓ」）のみがそのキー押下及び音声に対応できる。システムは自
動的に単語（例えば、「ｃｏｉｎｓ」）を入力できる。
【００３８】
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　別の方法によると、例えば、単語「ｃｌｉｖｅ」を入力するため、ユーザはキー１２６
０６、１２６０８、１２６０６、１２６０８、１２６０７を押下し（例えば、キー押下値
は２４２４３となる）、文字「ｃ」を発話できる。データベース内の２つの単語（例えば
、「ｃｙｃｌｅ」と「ｃｌｉｖｅ」）がそのキー押下及び音声に対応できる。システムは
その２つの単語のうち最優先度を有する単語（例えば、「ｃｙｃｌｅ」）を自動的に入力
できる。ユーザは上述の切替え方法を使用して次の単語にスクロールすることができる。
システムは、キー押下及び音声情報に対応する第２の単語「ｃｌｉｖｅ」を示す（例えば
、単語「ｎｏｉｓｅ」がそのキー押下に対応する最優先度を有するが、ユーザが発音した
文字「ｃ」で始まらず、したがって、システムはそれを無視する）。
【００３９】
　以下は、切替え／ナビゲート選択の実施形態の１つに対する概要の例である。
　－発話なしで単語のキー押下を与え、対応する単語のすべてを選択する。対応する単語
とはすなわち、
　■先頭文字にかかわらず、最優先度の単語
　　●先頭文字にかかわらず、次に高い優先度の単語
　　　○等々
　－単語の少なくとも１つの（例えば、先頭）文字をキー押下及び発話し、その文字で始
まる対応する単語のグループを選択する。
　■グループ内で最優先度の単語
　　●グループ内で次に高い優先度の単語
　　　○等々
【００４０】
　本発明の一実施形態によると、同じキー押下（例えば、同じキー押下値）を有する単語
グループのうち第１の単語を予め定義して、対応するキー押下を音声なしで与えることで
選択できる。ユーザがグループ内の、同じキー押下値を有し、第１単語と同じ先頭文字を
有し、２番目に高い優先度（例えば、第１単語より低く、その特性を有するグループ内の
他の単語より高い優先度）を有する別の単語の入力を望む場合、ユーザはその（例えば、
少なくとも）先頭文字をキー押下及び発話できる。例えば、単語「ｄｏｉｎｇ」を入力す
るため、ユーザは対応するキー押下を発話なしで与えることができる。したがって、単語
「ｄｙｉｎｇ」を入力するために、ユーザは対応するキー押下を与え、文字「ｄ」を発話
できる。本発明の一実施形態によると、最優先度を有する単語に対して音声情報を与えず
に対応するキー押下を与えるように割り当てられ、ユーザがそのキー押下を与えてその単
語の少なくとも（先頭）文字を間違って言い、ユーザが与えた情報（例えば、キー押下及
び音声）に対応する別の単語をシステムが選択する場合、システムは提示した選択肢内に
キー押下のみに対応する単語を含めることもでき、その結果、ユーザは望むならばその単
語を選択できる。
【００４１】
　システムに慣れると、ユーザは対応しているキー押下のみに基づいて（例えば、発話な
しで）入力した可能性のある多数の単語を思い出すかもしれない。ユーザはその単語を（
例えば、キー）対話のみに割り当てることでき、その結果、ユーザは同じキー押下値を有
し、かつ同じ文字で始まる単語を、単語の（先頭）文字のキーを押下及び発話することか
ら構成される対話に対して入力できる（例えば、発話なしでの「ｄｏｉｎｇ」、少なくと
も文字「ｄ」の音声での「ｄｙｉｎｇ」）。
【００４２】
　本発明の一実施形態によると、ユーザは自身が所望する単語をシステムの単語データベ
ースに追加できる。ユーザは単語の優先度を（例えば、ユーザによる使用頻度に基づいて
）変更することもできる。
【００４３】
　システムの単語辞書とその内部の単語優先度を、市場セグメントのニーズ（例えば、医
療、保険、等）に適応させることもできる。システムはユーザが使用する単語を学習し、
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それに応じて優先度をその単語に割り当てることができる。
【００４４】
　テキストのようなデータ入力中に、発話、補正／選択手順のような幾つかのユーザ対話
を最小化するように、ユーザは幾つかのパラメータを考慮できる。例えば、ユーザは多数
の共通単語、多数の長い単語、等を通常は自身のキー押下のみに基づいて入力できること
を思い出すかもしれない。
【００４５】
　先行特許出願で述べたように本発明の組合せ（例えば、予測を含む）データ入力システ
ムでは、例えば使用を容易にする理由で、文字を表すキーで表現又はキーに割り当てたや
はり文字を表す句読点又はコマンドを、文字入力に用いる対話とは異なる予め定義された
対話により入力できる。例えば、句読点又はコマンドを、２つのキーを好ましくは同時に
押下すること（例えば、「Ｓｈｉｆｔ」キーを押下及び保持し、句読点又はコマンドに対
応するキーを押下すること）に割り当てることができる。それらを、対応するキーに対す
るグライド動作又は１つのキーの長押し動作（例えば、単語に含まれる文字又は他の文字
の入力に対しては短い押下動作を使用できる）のような別種の対話に割り当てることもで
きる。これらの事は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で既に詳細に説明されてい
る。
【００４６】
　別の方法によると、（例えば、単語末尾信号を与えることで）単語を入力した後、ユー
ザは、音声がない状態で押下動作に割り当てた予め定義された句読点、又はコマンドを入
力するよう発話せず、言語の幾つかの文字及び少なくとも句読点／コマンドのような記号
とを表すキーを押下できる。これらの事は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で既
に詳細に説明されている。
【００４７】
　上述の補正／選択原理に基づいて、単語の入力直後にその単語を補正／選択するのでは
なく、ユーザは先に進んで、後からそれらを補正／選択してもよい（例えば、文書全体の
入力の最後、又は会議中にメモを取った後に、それらを編集／補正する）。
【００４８】
　本発明の一実施形態によると、システムは、ユーザが単語入力のために与えたキー押下
及びそれらに対応する音声のうち少なくとも１つを記憶する（例えば、正確な文字及び曖
昧なキー押下を覚えておくようなシステムを設計することもできる）。図３に示すように
、ユーザの情報に基づいてシステムが提示した単語（例えば、「ｃｏｄｅｓ」）をユーザ
が所望する単語に変更したい場合、ユーザは最初に対応する装置１２７００の画面上にテ
キスト１２７０１を可視化し、次いで不要な単語「ｃｏｄｅｓ」１２７０２に対して１２
７０５をポインティングする（例えば、単語をポインティング又は選択するマウス、又は
スタイラスペンを用いる）。システムは予めユーザが与えたキー押下情報（及び音声情報
。先行出願で述べたように、発話しないことはシステムにより音声情報としてみなされう
ることに留意されたい）を覚えておき、ユーザの情報に関連する他の単語の選択肢１２７
０３、１２７０４を提示できる。ユーザは例えば（ポップアップメニュー内の）方向／ナ
ビゲートキーのような手段を用いること、マウス又はスタイラスペン等のようなポインタ
を用いることにより、システムが提示した単語の中から所望の単語「ｄｕｃｋｓ」１２７
０４を選択するか、又はユーザはシステムが他の提示語／候補語の中から所望の単語を認
識するようにその単語の少なくとも幾つかの文字を発話できる（例えば、この場合、現在
の例を参照すると、他の単語「ｄｏｃｋｓ」から単語「ｄｕｃｋｓ」を区別するために文
字「ｄｕ」を発話することで十分であり、その結果、ユーザは単語「ｄｕｃｋｓ」の文字
すべてを発話しなくてもよい。システムはユーザが対応する音声を終える前にその単語を
理解し、印字できる）（例えば、やはりこの場合で説明したように、システムはキー押下
情報を覚えてそれを使用することができ、その結果、ユーザはその単語にキー押下を再度
与える必要はない）。本例では、ユーザは最初にキー押下のみを入力しており、したがっ
てシステムはそのキー押下に関して最優先度を有する単語「ｃｏｄｅｓ」を選択した。そ
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の単語をポインティングした後、ユーザはシステムが他の提示語のなかから所望の単語「
ｄｕｃｋｓ」を認識かつ選択するために少なくとも文字「ｄｕ」を発話できる（例えば、
単語「ｄｏｃｋｓ」は最初に「ｄ」、２番目の文字として「ｏ」で始まる）。
【００４９】
　本発明の組合せデータ入力システムには単語に対応するキー押下が必要であり、辞書内
の単語の入力に対して少ない量の音声を必要とする可能性がある。述べたように、辞書外
の単語に対して、例えばキーを押下して文字を発話することで、ユーザは１文字ずつ単語
を入力できる。
【００５０】
　本発明の一実施形態によると、文書中の辞書にない単語のような単語（又は複数の単語
）を入力するため、ユーザは発話なしで（又はその単語を発話するか、又は単語の数個の
文字を発話して）単語に対応するキー押下を与え、文書の他の単語の入力に進むことがで
きる。システムは（辞書外の）単語に対応する情報を既存の単語と照合して不要な単語を
与えたり、又はシステムは辞書の単語をその情報に照合することができないかのいずれか
の可能性がある。この場合は、単語の代わりに、システムはキー値のような押下されてい
た文字列（例えば、あるいは「＊」又は「Ｘ」文字のような一連の予め定義された文字）
を印字できる（ユーザが例えば、辞書外の単語の１つ又は複数の文字に対応する音声も与
えている場合は、システムはその文字及びキー押下値又はその単語の他の文字に関連する
他の予め定義された文字を印字できる）。後にユーザは、文書を取り出して（前述のよう
に）誤った単語／不要な単語をポインティングすることができる。次いでユーザは、単語
に対応するキー押下を再度与えずにその単語に対応する文字を発話できる（例えば、シス
テムはそのキー押下を覚えておくことができる）。ユーザが単語の音声を忘れた場合、ユ
ーザはその単語に対応する元のキー押下を入力する間に、ユーザが予め与えた単語の音声
を聞くことができる。誤った単語／不要な単語をポインティングすることで、システムは
単語の入力中にユーザが与えた単語に対応する音声を再生することもできる。例えば、英
語の単語辞書データベースに含まれない可能性がある単語「Ｃａｎｎｅｓ」（フランス語
）を入力するため、ユーザは対応するキーを押下してその単語を（例えば、フランス語で
「ｋａｎ」と発音して）発話できる。システムはそのキー押下と音声とに対応する単語を
発見できないかもしれない（例えば、その音声が、そのキー押下情報を有する英語の（例
えば、単語の）音声に対応しない可能性がある）。この場合、システムはその音声情報と
キー押下情報とを記憶し、その間に、単語の入力に対して割り当てたキー押下値（例えば
、「２１２２３４」）に対応する文字列を与えることができる。その後、例えば、必要な
らば後でユーザはその文字列をポインティングすることができ、システムはユーザが与え
た音声を与えてユーザが単語の入力中に行ったことを思い出させることができる。次いで
ユーザは単語を（例えば、キー押下を再度与えずに）１文字ずつ発話できる。システムは
元のキー押下と最新のユーザの音声とを考慮して、辞書外の単語「Ｃａｎｎｅｓ」を与え
ることができる。
【００５１】
　上記で説明した実施形態は幾つかの環境において非常に有用でありうる。例えば、会議
中又は会議室において、ユーザは自身が入力した単語に対応するキー押下を与えることで
メモをとる／入力することでき、必要なときに、ユーザは自身が入力した単語に対応する
非常に短い音声（例えば、文字、音節、（短い）単語の発話）を与えること（又はその単
語の発話）ができる。また、例えば、会議の後にユーザは文書を戻して、上述のようにメ
モの補正／編集に進むことができる。
【００５２】
　別の方法によると、ユーザは高速なデータ入力のために略語を入力することもできる。
なお別の方法によると、後に正確に入力すべき単語に対応する（ランダムな）文字列を与
えるため、ユーザは１つ又は複数のキー（例えば、ランダム又は予め定義された、対応の
ないキー）を押下して単語を発話できる。後に、ユーザは文書を取り出して、文字列をポ
インティングし、自身の音声を聞き、対応するキー押下を正確に再入力し、必要ならばそ
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の単語の正確な入力に必要な多数の文字の音声を与えることができる。
【００５３】
　別の実施形態によると、辞書外の単語のような単語を入力するため、ユーザは（例えば
、音声を与えずに）対応するキー押下のみを与えることができる。後で、ユーザがその単
語をポインティングするとき、ユーザはキー押下に基づいてその単語（例えば、その音声
）を覚えていて、上述のようにその単語を補正することができる。
【００５４】
　ポップアップリストを通してナビゲートするような他の選択／補正方法を同一目的に使
用することも可能であることは理解されよう。
【００５５】
　メモリを節約するため、ユーザが会議中又は会議室にいる間のような一定期間に音声（
例えば、ユーザの音声）のみを記憶するように、システムはキーのような手段を備えるこ
とができる。ユーザは後に補正／入力すべき単語の入力中に音声のみを記憶することもで
きる。
【００５６】
　別の方法によると、後に補正／入力すべき単語を手書きで入力できる（例えば、単語を
直後又は後に手書き認識システムにより認識できる。ユーザはそれらを、上述のテキスト
入力及び補正方法により後で入力できる）。
【００５７】
　多数の方法及び手段をシステムと併用して、本発明の組合せ（例えば、予測を含む）デ
ータ入力システムの使いやすさを向上させることができる。
【００５８】
　本発明の一実施形態によると、システムの単語辞書は（例えば、対応する言語の）単語
の一部分も備え、本発明の（例えば、予測を含む）データ入力システムと併用できる。シ
ステムのアーキテクチャに依存して、単語の一部分を単語辞書に含めてもよいし、単語の
一部分が別個のデータベースを構成してもよい。
【００５９】
　また、キー押下のみに基づいて単語を入力可能であることをユーザに知らせるよう、単
語の入力後に、システムは例えばその単語を太字で印字すること、別の色で印字すること
、点滅させること、等により、対応する装置のスクリーン上でその単語を強調表示できる
。
【００６０】
　単語がデータベース内に存在しないが、その末尾部分などの一部分を削除することでデ
ータベース内に存在する可能性がある場合は、ユーザはその部分を削除し、削除した部分
をその単語の末尾に入力することができる。例えば、単語「ｐｒｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ」
はデータベース内に含まれているかもしれないが、単語「ｐｒｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｓ」
は含まれていないかもしれない。例えば、単語「ｐｒｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｓ」に対応す
る情報を与えた後、システムがどの単語も選択しない（しかしながらユーザは単語「ｐｒ
ｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ」がシステムのデータベース内に存在することを知っている）場合
、ユーザは「ＢｋＳｐ」キーを使用して最後の文字「ｓ」に対応する最後のキー押下を削
除できる。システムは単語「ｐｒｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ」を選択し、ユーザは文字「ｓ」
を単語の末尾に追加できる。
【００６１】
　予め定義された単一文字の幾つか（例えば、英語の「ａ」、「ｅ」、「ｉ」）を異なる
キーに割り当て、対応するキーの押下動作のような対話により、音声を与えずにそれらを
予め定義されたように入力することができる。
【００６２】
　単語の入力中に、ユーザは本発明の部分毎データ入力システムを用いることで単語の一
部分を入力できる。例えば、ユーザは発話なしで単語の（先頭）文字に対応するキーを押
下し始め、単語の中間又は末尾部分に対応するキーを押下／グライドし、発話をすること
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ができる（又は、逆もまた真である、等）。これには幾つかの利点がある。例えば、その
部分を正確に入力することで、単語全体を認識しやすくなる。また、単語の入力も速くな
る（例えば、キー押下が減る）。例えば、単語「ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ」を入力するた
め、ユーザは最初に発話なしで文字「ｒｅｃｏｇｎｉ」に対応するキーを押下し、次いで
文字「ｔ」（「ｔｉｏｎ」部分の先頭文字）に対応するキーを押下してその部分を発話で
きる。
【００６３】
　前述のように、言語モデル／規則、単語補完システム、自動補正システム、等を用いる
ような他のデータ入力拡張を、本発明のデータ入力システムと併用することもできる。や
はり前述のように、指、フィンガーキャップ、等を本発明のデータ入力システムのキーに
対する代替又は追加として使用できる。また、ユーザの声に対する代替又は追加として、
ユーザの唇といった身体の部分の動きを考慮してもよい。これらの事は、本明細書に記載
した本発明者出願の引用で既に詳細に説明されている。
【００６４】
　本発明の一実施形態によると、マルチタップ又は手書きのような他のデータ入力方法を
、単語の先頭文字のような少なくとも１つの文字を正確に入力するために使用できる。単
語の残りに対応する情報を、発話又は発話なしで単語の残りの文字に対応する（例えば、
単一の）キー押下を与えることで入力できる。
【００６５】
　単語の少なくとも１つの文字を正確に入力し、単語の他の文字の少なくとも１つ（好ま
しくはすべて）に対応する（例えば、曖昧な）キー押下を（例えば、発話なしで）正確に
与えるため、押下／グライド及び発話、及び／又は手書き入力及び認識システム、及び／
又はフル（例えば、ＰＣ）キーボードを用いることで、迅速性（例えば、手書きのみでは
遅い）及び正確性（例えば、キー押下のみに基づく単語予測システムは苛立たしくかつ不
正確で、当業界の技術者に公知な他の制限を有する）を与えることができ、必要な音声又
は手書きを削減することもできる。また、システムが要求するメモリ量と処理能力／速度
も低減できる。例えば、（対応するキー押下と組み合わせた）音声認識システムは単語の
音声を除外することができる（例えば、一般に、単語を入力するには文字の入力で十分で
ありうる）。また、手書き認識システムは単語レベルの入力を除外することができ、一般
に文字の入力に基づいて動作することができる。これは、上述のように、（例えば、対応
する小規模キーパッドの）（例えば、曖昧な）キー押下と組み合わせた正確な文字入力方
法を用いて本発明の予測データ入力システムを使用することで、音声及び／又は手書きシ
ステムの使用を劇的に最小化することができるからである。
【００６６】
　キー押下を与え、単語の少なくとも幾つかの（例えば、先頭）文字を発話することで、
あまり正確でなく多量のメモリ及び処理能力を使用する可能性のあるキー押下及び単語の
発話と比較して、（例えば、組合せデータ入力）システムは更なる正確性を与えることが
でき、少量のメモリ及び処理能力を使用することができる。したがって、メモリと処理能
力に限りがある装置に対しては少なくとも、非常に少量の語彙（例えば、文字、数字、幾
つかの句読点、幾つかのコマンド）を必要とする文字毎レベルのアプローチを用いること
が薦められる。
【００６７】
　補正／変更されているものに対して単語を選択／ポインティングするために、ポインテ
ィング位置を予め定義して、単語上、又は単語の前、又は単語の後、等をポインティング
しておくことができることは明白であることに留意しなければならない。例えば、カーソ
ルを単語の最後の文字の後、又は単語の文字内に置いて、その単語をポインティングする
ことができる。
【００６８】
　本発明の一実施形態によると、単語が辞書内に存在しないが接頭辞（例えば、「ｒｅ」
）又は接尾辞（例えば、「ｔｉｏｎ」）を包含又は除外する単語が（単語の）システムデ
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ータベース内に存在する場合、システムは接頭辞又は接尾辞を伴わないか又は伴う単語を
提示できる。ユーザは、次いで他の部分を単語に追加するか、又は単語から削除すること
ができる。例えば、ユーザが単語「ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ」の入力を試み、システ
ムがその単語を発見しない場合、その単語が接尾辞「ｉｎｇ」を備えると認識することで
、システムは（例えば、その単語に与えた最後の３つのキー押下を考慮しないことで）単
語「ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ」を検索できる。システムが単語「ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ」を
発見する場合、システムはそれをユーザに提示し、ユーザは例えばその単語の残りの文字
「ｉｎｇ」を入力することでその単語を受け入れることができる。別の方法によると（例
えば、与えたキー押下を分析することで）、システムは自動的に接頭辞又は接尾辞を単語
に追加できる。
【００６９】
　前述したように、本発明の組合せデータ入力システムと併用されるキーパッドは、シス
テムの使いやすさと正確性を最大化するようなものであることが好ましい。キーの数、キ
ー上の文字の構成、等のようなパラメータをそれぞれのキーパッド毎に別個に考えること
ができる。図４は例としてキーパッド１２８００を示す。この中で、４つのキー１２８０
１－１２８０４は英語のアルファベットの文字すべてに十分に対応する（例えば、それら
の文字は４つのキーに分散的方法で割り当てられる）。キーパッドは、本発明の組合せ（
例えば、予測を含む）データ入力システムと併用されるよう設計できる。例えば、一方で
、「ｍ、ｌ、ｎ」、及び「ｐ、ｂ」、及び「ｄ、ｅ」、及び「ｊ、ｋ」及び「ｔ、ｄ」、
等のような文字グループの中の文字といった曖昧に類似する音声を有する文字を異なるキ
ーに別個に割り当て、本発明の押下／グライド及び発話データ入力システムの正確性を最
大化することができる。他方では、「ｅ、ｏ、ｉ、ａ」、及び「ｓ、ｄ、ｒ」、等のよう
な文字グループを互いに別々に異なるキーに割り当て、本発明の（例えば、組合せ）単語
予測システムを用いた際の同様なキー押下を有する単語の数を最小化することができる。
例えば、そうすることにより、「ｄｒｉｖｅｓ、ｄｒｉｖｅｒ」、又は「ｆｏｒｃｅｓ、
ｆｏｒｃｅｄ、ｆｏｒｃｅｒ」、等のような単語は別個の対応するキー押下を有すること
ができる。ちょうど議論した方法を、１２個のキーを有するキーパッドのような少数のキ
ーを有する任意のキーパッド（例えば、電話型キーパッドのキー配置を有するキーパッド
）に適応できることは理解されよう。
【００７０】
　上述のように、本発明の組合せ（予測を含む）データ入力システムにより単語を（例え
ば前述のように、発話なしで、又は単語の少なくとも１つの（例えば、先頭）文字を発話
することで、対応する単語の文字に対応するキー押下に基づいて）入力するとき、ユーザ
は本発明の押下／グライド及び発話データ入力方法により単語の少なくとも１つの先頭文
字を（例えば、正確に）入力し、単語の残りの文字に対応するキーを押下することが好ま
しい。本発明の一実施形態によると、少なくとも１つの単語、単語の末尾に付加した少な
くとも単語の一部分（例えば、接尾辞）、等のような他の文字を与えることをユーザが望
む場合、ユーザは本発明の押下／グライド及び発話データ入力方法により単語の一部分の
先頭文字の少なくとも１つを与えることができ、例えば、その単語の残りの文字に対応す
るキーを押下し続けることができる。これにより、結合語がシステムの単語辞書データベ
ースに存在しない場合でも、結合語を作成及び入力することが可能となる。例えば、本方
法及びシステムの単語辞書データベースに存在する単語「ｆｒｉｅｎｄ」及び「ｓｈｉｐ
」を考慮することにより、単語「ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ」を２つの部分「ｆｒｉｅｎｄ－
ｓｈｉｐ」で入力するために（例えば、単語ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐはシステムのデータベ
ースに存在しないかもしれない）、ユーザは最初に上述した本発明の単語予測データ入力
システムの方法により単語「ｆｒｉｅｎｄ」を入力する（例えば、単語の文字に対応する
キー押下を発話なしで与えるか、又は単語の少なくとも（例えば、先頭）文字（例えば、
「ｆ」）に対応するキー押下を与えてその文字を発話し、単語の残りの文字（例えば、「
ｒｉｅｎｄ」）に対応するキー押下を発話なしで与える）ことができる。ユーザは次いで
、単語の少なくとも（例えば、先頭）文字（例えば、「ｓ」）に対応するキー押下を与え
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、かつその文字を発話することで次の単語「ｓｈｉｐ」の入力に進み、単語の残りの文字
（例えば、「ｈｉｐ」）に対応するキー押下を発話なしで与えることができる。第２の単
語の先頭文字に対応するキー押下及び音声により、第２の単語の先頭と先行語の末尾（例
えば、単語末尾信号として考えられる）とをシステムに知らせることができる。
【００７１】
　上述のように、ユーザは同じ方法を用いることで単語末尾に接尾辞のような少なくとも
単語の一部分を入力することもできる。例えば、単語「ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」を２つの
部分「ｍａｎａｇｅ－ｍｅｎｔ」 （例えば、単語及び単語の一部分がシステムの単語辞
書データベースに存在すると考慮した上での、単語「ｍａｎａｇｅ」及び接尾辞「ｍｅｎ
ｔ」）で入力するために、ユーザは上記で説明した方法により単語を入力できる。
【００７２】
　単語に加え、システムの単語辞書データベースは少なくとも１つの言語に対応する単語
の一部分も備えうることに再度留意しなければならない。数個の短い単語を含む単語「ｗ
ｏｒｋｍａｎｓｈｉｐ」（例えば、「ｗｏｒｋ－ｍａｎ－ｓｈｉｐ」）のような複数の部
分又は単語からなる単語も、同じ方法を通して入力できる。
【００７３】
　別の方法によると、文字列（例えば、単語データベース、辞書外の単語、任意の文字列
、等）を、例えば、本発明の文字毎の押下／グライド及び発話データ入力システムを用い
て、単語の末尾に入力又は付加できる。例えば、単語「ｍａｎａｇｅ」がシステムの単語
辞書データベースに存在すると考えると、単語「ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」を２つの部分「
ｍａｎａｇｅ－ｍｅｎｔ」で入力するため、前述のようにユーザは最初に単語「ｍａｎａ
ｇｅ」を入力できる（例えば、単語の文字に対応するキー押下を発話なしで与えること、
又は例えば、単語の少なくとも（例えば、先頭）文字（例えば、「ｍ」）に対応するキー
押下を与え、かつその文字を発話すること、及び単語の残りの文字（例えば、「ａｎａｇ
ｅ」）に対応するキー押下を発話なしで与える）。ユーザは本発明の文字毎の押下／グラ
イド及び発話データ入力システムを用いることで、文字列「ｍｅｎｔ」を単語末尾に入力
できる。
【００７４】
　一実施形態によると、ユーザが次の単語の入力に進む（例えば、その入力を第１の単語
に添付する）ときに画面がちらつかないように、予め定義されたキーの押下のような単語
末尾信号が単語の入力の最後に必要な場合がある。
【００７５】
　ちょうど説明した実施形態により、大幅に単語数を削減した単語データベースを本発明
の組合せデータ入力システムと併用できる。例えば、共通の接尾辞（例えば、「ｅｄ」、
「ｓ」、「ｉｎｇ」、「ｍｅｎｔ」、「ｔｕｒｅ」、等）で終わる単語をデータベース内
に含めなくともよい。また、複数の短い単語からなる単語（例えば、この場合、その短い
単語はデータベース内に存在する）を辞書内に含めなくともよい。システムは、例えば結
合語を自動的に補正するような自動補正システムを含むこともできる。例えば、ユーザが
単語「ｍｅｍｏｒｉｚｅ」を入力し、部分「ｉｎｇ」をその末尾に追加する場合、システ
ムは自動的にその結合語を「ｍｅｍｏｒｉｚｉｎｇ」に修正して、単語「 ｍｅｍｏｒｉ
ｚｉｎｇ」を与えることができる。
【００７６】
　前述のように、本発明の組合せデータ入力システムの単語予測システムを用いて単語を
入力するとき、システムは例えば、ユーザが入力を意図しなかった単語を提示するかもし
れない。また、例えば、システムはユーザの情報（例えば、キー押下情報、及び存在した
ならば音声情報）をデータベースの任意の単語と照合しなくともよい（前述のように、こ
の場合は、システムはユーザのキー押下に対応する予め定義された文字のような予め定義
された文字列又は任意の文字列を印字してもよいし、又はシステムは対応するユーザのキ
ー押下に対応する数値を印字してもよい、等）。１つの方法によると、例えば、ユーザが
誤った単語（例えば、最初に入力した対応するキー押下に基づいて与えた誤った単語）を
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（例えば、前述のように）ポインティングした後で、ユーザが所望でない単語（例えば、
又は文字列）を補正するか、又は所望の単語を選択することを望む場合、システムは文字
列を考慮することで、単語を入力するために与えたユーザのキー押下を認識できる（例え
ば、システムは印字した文字をその対応するキーに容易に関連付けることができるのは明
らかである）。例えば、ユーザは（例えば、単語がデータベースに存在しない場合、又は
他の便宜上の理由で、等）単語をポインティングして、その単語に対応する少なくとも幾
つかの文字を発話できる（例えば、その代わりユーザはその単語を発話することもできる
）。音声の最後に、ユーザは単語からポインタを除去するような音声末尾信号を与えるこ
とができる（例えば、ユーザは他の方法を使用してシステムに音声の開始と終了を知らせ
ることもできる）。例えば、前述のように、ユーザは予め定義されたキーを押下及び保持
して、補正／選択に対応する音声の開始をシステムに知らせることができ、音声終了時に
キーを開放してシステムに音声の終了を知らせることができる。単語の補正／選択方法は
本明細書に記載した本発明者出願の引用で既に説明されている。
【００７７】
　句読点文字及びコマンドを本発明の組合せデータ入力システムにおいて使用する方法を
考慮することにより、ユーザによる組合せシステムの使いやすさを最大化できる。本明細
書に記載した本発明者出願の引用で説明されるように、句読点文字又は数字のような最も
特殊な記号の各々を、その対応キーと対話すること及び特殊記号に対応する音声を与える
ことで入力できる。そうすることによって、任意の上記句読点文字又はコマンドを、本発
明の組合せデータ入力システムにより、テキストの入力中に入力できる。
【００７８】
　先行特許出願で述べたように、本発明のデータ入力システムをよりユーザフレンドリー
にするため、発話なしで対応キーを押下することにより入力可能な幾つかの特殊記号（例
えば、単語末尾に与えられる文字「．」）を存在させることができる。幾つかの特殊記号
を、文字が割り当てられるキー以外のキーに割り当てることができる。しかしながら、シ
ステムが使用するキーは少ないことが好ましいので、幾つかの他の特殊記号を、文字を表
すキーに割り当ててもよい。最後に述べた記号を単語内で用いるとき、問題が生ずる可能
性がある（例えば、本発明の組合せデータ入力システムの単語予測システムを通して単語
を入力する際の、単語末尾にある「？」、等）。例えば、ユーザは、本発明の組合せデー
タ入力システムの単語予測システムを用いることにより、又は発話なしで単語の文字に対
応するキー押下を与えることにより、あるいは単語の少なくとも（例えば、先頭）文字（
例えば、「ｒ」）に対応するキー押下を与えてその文字を発話し、発話なしで特殊記号を
含む単語の残りの文字（例えば、「ｅａｄｙ？」）に対応するキー押下を与えることによ
り、（例えば、「クエスチョンマーク」を含む）単語「ｒｅａｄｙ？」の入力を試みるこ
とができる。システムは、入力した単語が特殊記号で終わることを知らなくとも良い。し
たがって、システムは５つ及び６つの両方の文字を有する単語を探すことができる。これ
により、ユーザに提示される選択肢を多数与えることができる。この問題を解決するため
、以降では、（例えば、コマンド及び関数を含む）特殊記号の入力方法を説明する。
【００７９】
　本発明の一実施形態によると、本発明の組合せデータ入力システムを用いつつ、単語、
文字、及び特殊記号のような他の記号を同じ文字列に混合して入力することができる。ユ
ーザは１つ又は複数の連続的な単語、文字列、特殊文字の列、等を、その単語、文字列、
特殊文字の列に対応するキーを押下し、その単語、文字列、特殊文字の列の少なくとも最
初の文字を発話することで入力できる。記号列の最初の記号が文字を表すキー以外のキー
に割り当てられている（例えば、発話なしでその対応キーを押下することで入力される）
「非音声」記号である場合、又は記号列の最初の記号が、少なくとも幾つかの文字を割り
当てた同一キーに割り当てられているが、文字の入力に必要なキー上のキー対話（例えば
、単一の押下動作）とは異なるキーとの対話（例えば、二重押下動作、キーと別のキーを
同時に押下すること、等）により入力されるような（例えば、発話なしで対応するキー押
下により与えられる）「非音声」記号である場合、ユーザは特殊文字の列の先頭位置で発
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話なしに対応する押下動作を与えることで、特殊文字を入力できる。例えば、キーパッド
１２８００を考慮した上で、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｘｔｅｎｔｒｙ．ｃｏｍなるＵ
ＲＬを入力するために、ユーザは以下を行うことができる：
　－例えば、本発明の文字毎の押下及び発話データ入力方法を用いて文字列「ｈｔｔｐ」
を入力する（例えば、文字に対応するキーを押下し、その文字を発話する）。次いでユー
ザはキー１２８０２の二重押下動作のような予め定義された対話、又はキー１２８０５（
例えば、先行特許出願で説明されるように、例えば別のキーと同時に押下される場合、「
Ｓｈｉｆｔ」キーとしても考えられる）及び１２８０２の発話なしでの押下といった別の
対話を与えて、発話なしで特殊記号「：」（例えば、音声がない場合にキー対話に対して
割り当てられるよう、この記号を予め定義することができる）を入力し、続けて、発話な
しでキー１２８０３に対し（例えば、予め定義された）単一の押下動作を２回与えること
で特殊記号「／／」を入力できる。最初の特殊文字を一連の特殊文字の先頭位置で入力す
ると、文字が入力されるまで（例えば、キーが押下され、文字が発話されるまで）、後に
続いて入力される文字は特殊文字であることをシステムに知らせることができる。
　－次いで、ユーザは上述した本発明の文字毎の押下及び発話データ入力方法を用いて文
字列「ｗｗｗ」を入力することができる。
　－ユーザは次いで、例えば、発話なしでキー１２８０６と対話（例えば、１回押下）す
ること、又は例えば「ｄｏｔ」と言う（例えば、発話、及び発話なしの両方にその記号を
割り当てることができる）ことにより、記号「．」を入力できる。
　－ユーザは次いで文字列「ｔｅｘｔｅｎｔｒｙ」を、例えば本発明の文字毎の押下及び
発話データ入力方法を用いること、又は２つの部分で入力する（例えば、システムの単語
辞書データベースに存在する２つの単語「ｔｅｘｔ」及び「ｅｎｔｒｙ」）ことのいずれ
かにより入力できる。それを行うため、ユーザは最初に文字「ｔ」に対応するキー１２８
０２を押下してその文字を言い、続いて単語「ｔｅｘｔ」の残りの文字「ｅｘｔ」に対応
するキーを押下し続けることができる。次いで、ユーザは文字「ｅ」に対応するキー１２
８０３を押下してその文字を言い、続いて単語「ｅｎｔｒｙ」の残りの文字「ｎｔｒｙ」
に対応するキーを押下し続けることができる。
　－ユーザは次いで、発話なしでキー１２８０５を押下すること、又は「ｄｏｔ」を言う
ことにより、記号「.」を入力できる（例えば、発話及び発話なしの両方にその記号を割
り当てることができる）。
　－（例えば、最後に）ユーザは文字列「ｃｏｍ」を、例えば本発明の文字毎の押下及び
発話データ入力方法を用いることで入力できる。
【００８０】
　文字列「ｈｔｔｐ」、「ｗｗｗ」、及び「ｃｏｍ」を、（例えば、単語が本発明の単語
辞書データベースに存在する場合は）本発明の組合せデータ入力システムの単語予測シス
テムにより入力できることに留意しなければならない。その目的のため、ユーザは以下を
行うことができる。
　－発話なしで単語の文字に対応するキー押下を与えること、又は例えば単語の（例えば
、少なくとも）（例えば、先頭）文字（例えば、「ｈ」）に対応するキー押下を与えてそ
の文字を発話することのいずれか、及び単語の残りの文字（例えば、「ｔｔｐ」）に対応
するキー押下を与えることにより、単語「ｈｔｔｐ」を入力する。
　－例えば単語の（例えば、少なくとも）（例えば、先頭）文字（例えば、「ｗ」）に対
応するキー押下を与えてその文字を発話し、単語の残りの文字（例えば、「ｗｗ」）に対
応するキー押下を与えることで、単語「ｗｗｗ」を入力する。
　－例えば単語の（例えば、少なくとも）（例えば、先頭）文字（例えば、「ｃ」）に対
応するキー押下を与えてその文字を発話し、単語の残りの文字（例えば、「ｏｍ」）に対
応するキー押下を与えることで、単語「ｃｏｍ」を入力する。
【００８１】
　一般的に、ユーザが入力記号の種類の間で切り替える度に、最初の記号を発話するか、
又は、最初の記号が非音声記号の場合は文字を表すキー以外のキーを通して最初の文字を
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入力するか、又は少なくとも文字が割り当てらてれる同一キーに非音声記号を割り当てた
場合は、そのキーに割り当てた予め定義された対話（例えば、二重押下、２つのキーの同
時押下、等）を通して記号を入力する（この場合、予め定義された対話はキー上の文字を
入力するのに必要な対話（例えば、１回の押下）とは異なる）かのいずれかであることに
留意されたい。また、文字の混合列の先頭位置にある単語を、その単語の最初の文字に対
応する音声を与えずに、本発明の組合せデータ入力システムの単語予測システムにより入
力できることに留意しなければならない。他方で、文字列が特殊文字で始まる場合は、少
なくとも最初の文字は上述の方法に従うことができる。
【００８２】
　別の方法によると、システムが（例えば、キー）対話に対して（例えば、タッチ、圧力
）センシティブ面を使用する場合、例えば、キー上の文字に割り当てた単一押下動作のよ
うな対話以外の対話の１つは、キー上のグライド動作であることができる。これらの事は
既に詳述した。
【００８３】
　上述の混合文字列のような任意の文字列を、本明細書に記載した本発明者出願の引用で
説明されるように、本発明の文字毎の押下及び発話データ入力システムを用いて入力可能
であることは理解されよう（例えば、非音声の句読点文字及びコマンドを同じキーで使用
すること、及び文字を割り当てた同種のキー対話で使用することが可能である）。本発明
の一実施形態によると、モードキーのような切替え手段を与えて、本発明の押下／グライ
ド及び発話データ入力システムと本発明の組合せデータ入力システムとの間で切り替える
ことができる。
【００８４】
　前述のように、単語を入力するための情報提供の最後に与える空白文字、句読点（例え
ば、「，」、「.」、「！」、「？」、等）、関数又はコマンド（例えば、「Ｅｎｔｅｒ
」、「Ｔａｂ」、等）といった特殊記号を、単語に対する単語末尾信号とみなすように予
め定義することができる。また、単語の末尾に与えた幾つかの単語の部分（例えば、「ｓ
」、「ｎ’ｔ」、等といった、句読点のような特殊文字を除くか又は含む文字の組合せ）
を、その単語に対する単語末尾信号とみなすことができる。例えば、単語「ｄｏｅｓｎ’
ｔ」は、最初に単語「ｄｏｅｓ」を入力してその最後に部分「ｎ’ｔ」に対応するキーを
押下し、その部分に対応する予め定義された音声を発話することで入力できる。句読点文
字（例えば、「’」、「－」、「＿」）を含む単語も辞書データベースの単語であり、例
えばその単語の文字（例えば、句読点）に対応するキーを（例えば、発話又は発話なしで
）押下することで入力できることは明白である。
【００８５】
　本発明の組合せ（例えば、単語予測を含む）データ入力システムの一実施形態によると
、対応するキーとの予め定義された対話に割り当てられた文字の１つを、対応する音声を
与えて、及び／又は与えずにそのキーとの対話によって入力することができる。例えば、
図４に示すように、英語において意味を持つ文字「ａ」及び「Ｉ」の各々を別々のキー（
又は同じキーでの別々の対話）に割り当て、その対応キーを押下してその文字を発話する
及び／又は発話しないことにより入力できる。
【００８６】
　４つのキーといった少数のキーを有するキーパッドを使用する利点は、本明細書に記載
した本発明者出願の引用で説明及び実証されている。そのキーパッドは例えば仮想／ソフ
ト（例えば、固定的、動的な）キーパッドであってもよく、電子装置の（例えば、タッチ
）スクリーン上で使用され、本発明の組合せデータ入力システムのような本発明のデータ
入力システムと併用することができる。例えば、多種のタップ動作に加えて、例えば少な
くともキーパッドのキー上でのグライド動作（例えば、単一グライド、二重グライド、タ
ップアンドグライド、等）から派生する対話といった他の対話を本発明のデータ入力シス
テムの記号のうち、少なくとも一部の割り当てに対して考慮することができる。その結果
、一方では記号を互いにより良く区別することができ、他方では非常に少数のキーを使用
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してテキスト入力のようなデータ入力のすべてを容易かつ迅速に行うことができる。図５
は例として、４つのキーを有するキーパッド１２９００を示す。例えば、本発明の単語予
測データ入力システムを通して単語（例えば、「ｄｒｉｖｅｒ」）を入力し、その単語の
（例えば、直ぐ）後に「空白」文字を入力するために、ユーザは発話なしでその単語の文
字に対応するキー押下を与えるか、又は例えばその単語の（例えば、少なくとも）（例え
ば、先頭）文字（例えば、「ｄ」）に対応するキー押下を与えてその文字を発話し、その
単語の残りの文字（例えば、「ｒｉｖｅｒ」）に対応するキー押下を与えるかのいずれか
を行うことができる。キー押下を与える最後に、ユーザはキー１２９０２をグライドして
その単語の（例えば、直ぐ）後に、発話なしで空白文字を入力することができる（例えば
、「Ｓｐａｃｅ」文字を、キー１２９０２のグライド動作に割り当てることができる）。
これは単に例であって、異なるキー及びそのキーとの異なる対話、さらに他の数のキーに
対して他の記号を割り当てることも考慮できることに留意しなければならない。例えば、
キー上の文字はそのキー上のグライド動作に対応することができ（例えば、及びその文字
を発話することで入力できる。又は、単語の入力中に本発明の単語予測システムを通して
、音声なしでキー押下動作により文字を入力する場合は、発話なしで入力することができ
る）、「空白」文字は（例えば、音声がない場合の）キーの押下動作に対応することがで
きる。これらの事は、本特許出願と、本明細書に記載した本発明者出願の引用とにおいて
既に詳細に説明してある。
【００８７】
　前述のように、本発明の単語辞書データベースは複数の言語の単語（例えば、及び単語
の部分）を備えることができる。別の実施形態によると、少なくとも最初のキーを押下し
てその少なくとも１つの文字を発話することにより、単語の少なくとも（先頭）文字を入
力し、単語の残りの文字に対応するキー押下を与えた後、互いに曖昧に類似する音声を有
する少なくとも最初のキーの２つの文字間でシステムが迷う場合、システムは例えばその
文字の各々で始まるキー押下に対応する単語を提示することができる。
【００８８】
　文字のような記号をキーパッドのキーに割り当てるときに考慮すべき別のパラメータは
、２つの親指の使用といった両手指の使用の際に調和が取れるような、ユーザの手が各キ
ーを使用する頻度である（例えば、同じ手の指で複数回連続して対話することを回避する
）。図６ａから６ｂは、キーパッドの４つのキーに対して文字を割り当てた別の例を示す
。この割当てを、例えば、上述の原理と前述の本発明の組合せデータ入力システムの原理
とを考慮することで、本発明の組合せデータ入力システムと併用することができる。
【００８９】
　前述のように、本発明の一実施形態によると、押下／グライド及び発話データ入力シス
テムを、他のデータ入力システムと連動しているが、それと独立して使用することができ
る。例えば、電子装置で利用可能なキー押下のみに基づいて（例えば、発話せずにキー押
下に基づく単語予測システムのように音声を与えずに）、システムは別のデータ入力シス
テムと並んで、又は別のデータ入力システムとともに機能することができるが、別システ
ムと独立して機能し、その結果、例えば単語のようなテキスト部分に対応するキー押下と
いった情報を与えるときに対応する音声が与えられない場合（例えば、対応する電子装置
が音声を検知しない場合）、情報（例えば、キー押下のみ）を別システムで解釈すること
ができ、この場合、その別システムは別データ入力システムの原理に基づいてテキスト部
分（例えば、単語）を入力することができる。
【００９０】
　他方では、前述のように、単語のようなテキストの一部分に対応するキー押下の入力に
関連し（例えば、入力中）、ユーザがテキストの一部分又はテキストの一部分の少なくと
も幾つかの文字に対応する音声を与える場合（例えば、対応する電子装置が音声の存在を
検知する場合）、テキストの一部分／単語に対応する情報（例えば、キー押下及び音声）
を本発明の押下／グライド及び発話データ入力システムにより解釈／考慮することができ
、この場合、押下／グライド及び発話データ入力システムは（例えば、前述した本発明の
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単語予測システムを含む）本発明の押下／グライド及び発話データ入力システムの原理に
基づいてテキストの一部分（例えば、単語）を入力することができる。
【００９１】
　本発明の別の実施形態によると、単語が他のデータ入力システムにより入力される場合
でも、入力した単語の補正／選択を、前述したように本発明の押下／グライド及び発話シ
ステムにより与えることができる。例えば、ユーザは誤った単語をポインティングし（例
えば、その単語をマウス／方向キー、等を用いて選択し）、（例えば、対応するキーを押
下するか又は押下せずに（例えば、誤った単語／所望でない単語の文字により、対応する
キー押下をシステムに知らせることができる））所望の単語に対応する文字を発話できる
。
【００９２】
　（例えば、発話せずに）キー押下のみに基づく単語予測システムを用いた単語入力にお
いて最も紛らわしく、苛立たしい問題の１つは、システムが提示した単語がユーザが入力
を意図したものでない場合に所望の単語を選択することである。例えば、このシステムに
基づくと、所望の単語がユーザが与えたキー押下に対応する単語のうち最も使用頻度が低
い単語の１つである場合、その単語がユーザにより選択されるまでシステムは数回の「ｓ
ｅｌｅｃｔ」キーの押下及びユーザがディスプレイに大いに集中することとを要求する可
能性があることに留意しなければならない。このキー操作と常時のディスプレイへの集中
とを、前述の本発明の組合せデータ入力システム、本発明のデータ入力及び補正システム
（例えば、単語入力のために与えたキー押下の幾つかを少なくとも考慮したことに基づく
押下／グライド及び発話、かつ単語予測データ入力システム）を用いて削減又は排除する
ことができる。
【００９３】
　前述のように、本発明の組合せデータ入力システムを用いるとき、単語のようなテキス
トの一部分に対応するキー押下の入力に関連させて（例えば、入力中に）、ユーザはテキ
ストの一部分又はテキストの一部分の少なくとも幾つかの文字に対応する音声を与えるこ
とができる。システムは音声の有無を検知することができる。前述した本発明の組合せデ
ータ入力システムの原理に基づいて、以降で説明するもののような本発明の組合せデータ
入力システムの中で異なるシステムを考慮することができ、この場合、システムの各々は
独自の利点を有することができる。
【００９４】
例１
　－本発明の一実施形態によると、
　－システムの単語辞書データベースの１つの単語のみが、単語入力のために対応する音
声を与えずにユーザが与えた（例えば、その単語の文字に対応する）一連のキー押下に対
応しうることが予め定義される。かつ
　－１つの言語において同一のキー押下列に対応する他の単語はデータベースに含まれな
くともよいことが予め定義される。ユーザが他の単語の１つを入力したい場合、例えば本
発明の文字毎の押下及び発話データ入力システムを用いることで、ユーザは前述のように
他の単語を辞書外単語として入力できる。例えば、単語が辞書内に存在しないことをユー
ザが予め知っている場合、ユーザは対応する文字のキー押下と音声とを（例えば、実質的
に同時に）与えることができる。例えば、単語が辞書内に存在しないことをユーザが予め
知らず、発話なしでキー押下した後にそのことに気づく場合、ユーザは例えば、その単語
の文字を発話するか、又は前述のようにその単語を発話することができる。
【００９５】
　例えば、図８のキーパッド１３２００を考慮した上で、システムの単語辞書データベー
ス内にある１つの単語（例えば、「ｄｏｉｎｇ」）のみをキー押下１３２０２、１３２０
４、１３２０２、１３２０２、１３２０４に対応するように予め定義する。ユーザが同一
のキー押下情報を有する「ｃｏｉｎｓ」のような別の単語を入力したい場合、キー押下に
加えて、ユーザはその単語の文字を発話してもよいし、又は（例えば、前述のように）そ
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の単語を発話してもよい。
【００９６】
　上記で説明したシステムにより、曖昧さなく単語を入力することができる。単語入力の
ための発話なしでのキーパッドのキーに対する各キーストローク列は、辞書内の１つの単
語のみに対応することができる。その単語は、共通的に使用される単語のような予め定義
された単語であってもよいし、ユーザが決定した単語又は予め定義された環境で用いる単
語であってもよい。ユーザはキーパッドのキーを操作することで苛立つことなく別の単語
を選択することができる。入力した単語がユーザの望むものでない場合、ユーザは（例え
ば、対応するキー押下を再度与えずに）単に、その単語を発話するか、又はその単語の文
字を発話するかのいずれかを行うことができる。これは迅速で容易である。
【００９７】
例２
　－本発明の一実施形態によると、
　－システムの単語辞書データベースの１つの単語のみが、単語入力のためにユーザが対
応する音声を与えずに、与えた一連のキー押下に対応しうることが予め定義される。かつ
　－単語データベースの最大で１つの単語のみがユーザが与えた情報に対応でき、その情
報には、ユーザが与えた同一のキー押下列と、ユーザが与えた単語の少なくとも１つの（
例えば、先頭）文字の音声に対応する音声とが含まれることが予め定義される。かつ
　－同一のキー押下列を有するシステムの単語データベースの他の単語はデータベースに
含まれなくともよいことが予め定義される。ユーザが他の単語の１つを入力したい場合、
ユーザは前述のようにそれを辞書外単語として入力することができる。
【００９８】
　例えば、図８のキーパッド１３２００を考慮した上で、システムの単語辞書データベー
ス内の１つの単語（例えば、「ｄｏｉｎｇ」）のみを、発話なしでのキー押下１３２０２
、１３２０４、１３２０２、１３２０２、１３２０４に対応するように予め定義する。ユ
ーザが同一のキー押下情報を有する「ｃｏｉｎｓ」又は「ｄｙｉｎｇ」又は「ｐｕｐｉｌ
」のような別の単語を入力したい場合、キー押下に加えて、ユーザは少なくとも単語の（
例えば、先頭）文字を発話するか、又は（例えば、前述のように）その単語を発話するこ
とができる。示したように、同じキー押下情報を有し、かつ入力した先頭文字の音声を要
求するデータベースの単語の各々（例えば、「ｃｏｉｎｓ」又は「ｄｙｉｎｇ」又は「ｐ
ｕｐｉｌ」）は異なる文字で始まり、その結果、ユーザが単語を与え、例えば単語の最初
の文字を発話すると、ユーザは自身が与えた情報に対応する１つの単語のみをシステムが
与えるであろうことを知る。単語「ｄｏｉｎｇ」は同じキー押下情報を有しかつ単語「ｄ
」で始まるが、その単語は発話なしでのキー押下動作に割り当てられることに留意された
い。
【００９９】
　上記で説明したシステムにより、曖昧さなく単語を入力することができる。単語入力の
ための発話なしでのキーパッドのキーに対する各キーストローク列は、辞書内の１つの単
語のみに対応することができる。その単語は、共通的に使用される単語のような予め定義
された単語であってもよいし、ユーザが決定した単語又は予め定義された環境で用いる単
語であってもよい。他方で、単語入力のために対応する音声を与えることと組み合わせた
キーパッドのキーに対する同一キーストロークの各列は、辞書内の１つの単語のみに対応
することができる。その単語は、キー押下列を有しかつ音声情報に対応する単語のうち最
も共通的に使用されるような、予め定義された単語であることができる。入力した単語が
ユーザの望むものでない場合、ユーザは（例えば、対応するキー押下を再度与えずに）単
に、その単語を発話するか、又はその単語の少なくとも複数のあるいはすべての文字を発
話するかのいずれかを行うことができる。これは迅速で容易である。
【０１００】
例３
　－本発明の一実施形態によると、
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　－システムの単語辞書データベースの１つの単語のみが、単語入力のためにユーザが対
応する音声を与えずに、ユーザが与えた一連のキー押下に対応しうることが予め定義され
る。かつ
　－（例えば、ユーザが与えた）同一のキー押下列に対応する単語データベースの他の単
語を、キー押下を与えること、及びその単語の（例えば、先頭）文字の少なくとも１つの
音声に対応する音声を与えることにより、ユーザが入力できることが予め定義される。
【０１０１】
　上記で説明したシステムにより、予め定義された単語を曖昧さなく入力することができ
る。単語入力のための発話なしでのキーパッドのキーに対する各キーストローク列は、辞
書内の１つの単語のみに対応することができる。その単語は、共通的に使用される単語の
ような予め定義された単語であってもよいし、ユーザが決定した単語又は予め定義された
環境で用いる単語であってもよい。他方で、キーパッドのキーに対するそれぞれの同一キ
ーストローク列を、十分に対応する（例えば、同じキー押下に対応しかつ対応する音声の
入力を要求する他の単語から、その単語を区別するために必要なものと少なくとも同程度
な）音声を与えることと組み合わせる。入力した単語がユーザの望むものでない場合、ユ
ーザは（例えば、対応するキー押下を再度与えずに）単に、その単語を発話するか、又は
その単語の少なくとも複数のあるいはすべての文字を発話するかのいずれかを行うことが
できる。これは迅速で容易である。
【０１０２】
　例えば、図８のキーパッド１３２００を考慮した上で、システムの単語辞書データベー
ス内の１つの単語（例えば、「ｎｏｉｓｅ」）のみを、発話なしでのキー押下１３２０２
、１３２０４、１３２０２、１３２０２、１３２０３に対応するように予め定義すること
ができる。ユーザが同一のキー押下情報を有する「ｃｙｃｌｅ」又は「ｃｌｉｖｅ」のよ
うな別の単語を入力したい場合、キー押下に加えて、ユーザはその単語の少なくとも（例
えば、先頭の）１つ又は複数の文字を発話するか、又は（例えば、前述のように）その単
語を発話することができる。示したように、同じキー押下情報を有しかつ入力される先頭
文字に対する音声を要求するデータベースの単語の各々（例えば、「ｃｙｃｌｅ」又は「
ｃｌｉｖｅ」）は同じ文字で始まることができ、その結果、それら単語を互いに区別する
ために、ユーザは例えば、対応する単語の複数の文字を発話して選択結果の他の単語から
区別できる。文字（又は単語）に対応する音声を、少なくとも１つのキー押下が与えられ
ている時間に関連する予め定義されたラップ時間で与えうることに留意しなければならな
い。例えば、音声を対応するキー押下を与えるのと実質的に同時に、又は最大でもキー押
下前後の予め定義されたラップ時間前後に与えることができる。キー押下入力中にユーザ
が十分な音声情報を与えず（例えば、この例では１つの文字「ｃ」のみを発話する）、シ
ステムが所望でない単語（例えば、「ｃｙｃｌｅ」）を与える場合、所望の単語（例えば
、「ｃｌｉｖｅ」）を入力するため、ユーザは前述の補正／選択手順に進むことができる
。
【０１０３】
　１つの方法によると、好ましくは、例えば対応するキーを押下し対応する文字（又は単
語の一部分／単語）を発話することでユーザが単語の少なくとも最初のキャラクタ（例え
ば、文字）を入力し、発話なしで単語の残りの文字に対応する残りのキー押下を与えた後
は、システムはその文字で始まる候補語を見つけようと試みようとする。この場合、候補
語の残りのキャラクタ（例えば、文字）はユーザが発話なしで与えたキー押下に対応する
ことに留意しなければならない。文字（又は単語）に対応する音声を、少なくとも１つの
キー押下が与えられている時間に関連した、少なくとも予め定義された時間に与えうるこ
とにも留意しなければならない。例えば、音声を対応するキー押下と実質的に同時に、又
は最大でもキー押下前後の予め定義されたラップ時間前後に与えることができる。
【０１０４】
　前述のように、本発明の一実施形態によると、文字キー以外のキーと対話すること、又
はキー上の文字の入力に用いる対話モード以外の文字キーとの対話モードを与えることを
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、システムによる単語末尾信号として考慮することができる。例えば、単語の少なくとも
先頭文字の入力に対応する入力情報を与え、単語の一部分の最初の文字に対応するキーの
グライド動作又は二重押下動作を与えることにより単語の接尾辞といった単語の一部分を
入力した後で、１つの方法によると、システムはその単語の一部分を単語の最終部分とみ
なし、ユーザが与えた情報のすべてに基づいて、その情報のすべてに対応する少なくとも
１つの単語を選択することができる。別の方法によると、システムは単語の一部分をユー
ザが与えた先行情報に対応する単語への連結部とみなすことができ、その先行情報に基づ
いて少なくとも１つの単語を選択した後、システムは単語の一部分を少なくとも１つの単
語の終わりに連結することができる。前述のように、１つの方法によると実質的に単語の
一部分すべてを、キー上の（例えば、キーに割り当てた）文字のようなキャラクタの入力
に必要な対話以外の、キーとの少なくとも１種類の対話に割り当てることができる。本明
細書に記載した本発明者出願の引用で述べたように、１つの方法によると、データベース
の少なくとも実質的にすべての単語の一部分各々を、単語の一部分の先頭文字に対応する
キーに割当て可能であることに留意しなければならない。
【０１０５】
　前述のように、実質的には単語入力の直後又は後で、補正手順を与えることができる。
ユーザはテキストを保存し、後でそれを開いて電子装置のスクリーンに可視化し、ユーザ
が変更したい単語をポインティングして（例えば、ポインティング方法は誤った単語／所
望でない単語全体を選択することでよい）、単語の入力に必要な単語の少なくとも１つ又
は複数の（例えば、先頭）文字を発話できる。単語全体の選択のように予め定義されたポ
インティング信号を与えることで、システムはユーザが単語全体の変更を望んでいる可能
性があることを理解できる。その後、別の方法によると、単語の１つ（又は複数の）文字
を修正するため、ユーザはその文字をポインティングし（例えば、その文字の直後の位置
をポインティングし）、補正を与えることができる。
【０１０６】
　単語の１つをポインティング／選択することのように、候補語の中から単語を選択する
他の方法を、上述の単語（例えば、単語の少なくとも幾つかの文字）を発話することと独
立又は連動して使用可能であることは理解されよう。
【０１０７】
　前述のように、本発明のデータ入力システムは、電子装置のタッチセンシティブスクリ
ーン上のオンスクリーン（例えば、ＱＷＥＲＴＹ）キーボードのようなキーボードを使用
することができる。前述のように、ユーザがスクリーン上でタイプするとき、ユーザが押
下を意図したキー近傍のキーボード（例えば、キー）領域を（例えば、誤って）叩く可能
性がある。システムは、押下領域（例えば、キー）近傍の少なくとも幾つかのキーを考慮
することができる。これにより一連のキーを与えることができる。一連のキーの各々は、
単語入力中の各ユーザの押下動作とともに考慮すべき文字のような少なくとも１つのキャ
ラクタを有する。キーボード上のそれぞれの押下動作により選択されたキーの数の各々は
、文字のような幾つかのキャラクタを有するキーパッドのキーを再現するように、文字の
ような少なくとも１つのキャラクタに関連することができる。次いでその原理に基づいて
、システムはキーパッドを使用し、本発明の押下／グライド及び発話データ入力システム
又は本発明の組合せデータ入力システムのような本発明の異なるデータ入力システムを有
する方法を使用できる。例えば、図７に示すように、オンスクリーンキーボード１３１０
０を使用することで、単語「ｈａｖｅ」を入力するため、ユーザはその単語に対応するキ
ー近傍のゾーン１３１０１－１３１０４を押下する可能性がある。インパクトゾーンの各
々に対して、システムは例えばゾーンを囲むキー上の文字を考慮できる。例として、本例
では、システムは少なくとも文字「ｈ、ｊ、ｙ、ｕ」の少なくとも幾つかをインパクトゾ
ーン１３１０１に対して考慮でき、システムは少なくとも文字「ａ、ｓ、ｚ」の少なくと
も幾つかをインパクトゾーン１３１０２に対して考慮でき、システムは少なくとも文字「
ｆ、ｇ、ｖ、ｃ、ｂ」 の少なくとも幾つかをインパクトゾーン１３１０３に対して考慮
でき、システムは少なくとも文字「ｅ、ｒ、ｓ、ｄ、ｖ」 の少なくとも幾つかをインパ
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クトゾーン１３１０４に対して考慮できる。前述の押下動作に対応する文字を本発明のデ
ータ入力システムと併用可能であることは理解されよう。例えば、更なる正確性のため、
キーの押下中に、少なくとも１つのキー押下に対応する少なくとも１つの音声を与えるこ
とで、少なくとも１つの文字をより良く認識できる。例えば、ユーザはキーの押下中に文
字「ｈ」を発話することができる。システムは、例えば、ユーザが与えた残りの押下動作
に対応する文字を考慮することで、単語がその文字で始まることを認識することができ、
システムは単語「ｈａｖｅ」を与えることができる。これらのことは既に詳述した。ＱＷ
ＥＲＴＹキーボードの代わりに、任意数のキー、任意の文字割当て、等を有する任意の他
のキーボードを使用可能であることは理解されよう。
【０１０８】
　多数の実施形態ではキーを電子装置の入力手段として図示及び説明したが、ユーザの指
、フィンガーキャップ、スタイラスペン、又は電子装置の（例えば、傾動）動作、等のよ
うな、キー及び／又はキーとの対話を再現する電子装置に与えた任意の他の入力手段が同
じ目的に使用可能であることに留意しなければならない。これらの事は既に前述した。
【０１０９】
　また、本発明の別の実施形態によると、ユーザの入力情報に基づいて単語を選択した後
に、ユーザがスクリーンを見ずに単語を変更又は確定したいかどうかを決定できるように
、システムはその単語を発話できる（例えば、テキスト音声システム）。例えば、システ
ムを聴いた後に、ユーザがそれを確定したい場合、ユーザは次の文字／単語等の入力に進
むことができる。また例えば、システムを聴いた後、ユーザが単語を変更したい場合、ユ
ーザは例えばその単語の少なくとも１つの文字を発話するか、又はその単語を発話するこ
と等ができる（例えば、対応するキー押下はユーザにより既に与えられている）。単語の
変更又は確定は上で詳述した。
【０１１０】
　前述のように、本発明のデータ入力システムに与えた音声情報は、少なくとも１つのユ
ーザの声又は唇の動きのうちの１つに基づくことができる。本発明の読唇認識システム（
例えば、この場合、言語の文字を異なるキーに分散させる）を使用するとき、それぞれの
発話された文字間に休止を伴う文字のような孤立した文字を発話することで、文字認識の
正確性を大幅に向上させることができる。本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明
したように、互いに関して曖昧に類似する音声を有する文字を異なるキーに割り当てるこ
とができる。
【０１１１】
　本発明の一実施形態によると、読唇認識システムを本発明の（例えば、上述の単語予測
システムを含む）組合せデータ入力システムと併用することができる。例えば前述のよう
に、単語を入力するために、ユーザは対応するキーを押下しその文字を発話することで、
少なくとも最初のキャラクタ（例えば、文字）のような文字グループの少なくとも１つの
キャラクタを正確に入力することができる。ユーザは次いで、その単語の残りの文字に対
応するキー押下を与えることができる。単語に対応する文字を発話し、発話なしで残りの
キー押下を与えることで、文字を発話した後の音声休止ラップ時間を与えることができる
。ユーザが連続して単語を与える場合、その連続語の（例えば、最初の）文字の音声を与
える間に（例えば、大抵は）休止があってもよい。（例えば、最初の発話された文字を認
識するため、読唇認識システムを使用することができる。これにより、本発明のデータ入
力システムに更なる自由度を追加できる。
【０１１２】
　システムが本実施形態を通してユーザが与えた情報に基づいて、ユーザの所望の単語を
認識／選択しない場合、ユーザは、例えば単語を１文字ずつ発話するか、又は単語を発話
することで、前述の補正／選択手順に進むことができる。補正／選択手順に与えた音声を
ユーザの声に基づいて認識できることが好ましい（例えば、音声認識は特にユーザが別々
に１つ又は複数の文字を発話するときは読唇に基づくこともできるのは明らかである）。
これは、複雑な音声（例えば、単語の音声、速い音声、休止なしの文字音声）の認識に対
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して、現在は音声認識システムが読唇システムよりも高性能化されているからである。高
度な読唇システムが存在する場合、そのシステムを使用してユーザの唇の動きに基づいて
音声を認識可能であることは理解されよう。
【０１１３】
　ユーザが単語の先頭文字に関わる音声を与える際に休止を与えない（例えば、複数の文
字を発話する）場合、読唇システムはユーザの音声の（例えば、実質的には単語の最初の
文字に対応する）先頭部分のみ考慮すればよいことに留意しなければならない。
【０１１４】
　前述のように、対応するキー押下を発話なしで与えることで辞書データベースの単語を
入力することもできる。システムが読唇システムを使用して単語の最初の文字のような文
字を正確に認識する場合、ユーザによる音声が単語の先頭位置で与えられたか否かをシス
テムが認識できない（例えば、ユーザの唇が動いたかどうかを判定できない）場合があり
うる。この場合、本発明の音声認識システムを使用して、音声があったかどうかを確認で
きる。したがって、唇の動きのみによって単語の文字を発話しようとする際は、ユーザの
音声も与える（例えば、非常にばらばらであっても、一部がユーザにより与えられたもの
であったことをマイクが検知するので、その結果、システムに読唇システムを使用するよ
う知らせてユーザの音声を認識する）と便利である。
【０１１５】
　音声認識の正確性を上げるため、音声認識及び読唇認識の両方を使用（例えば、組合せ
）可能であることは理解されよう。
【０１１６】
　互いに関して曖昧に類似する音声を有する文字のようなキャラクタがキーパッド（例え
ば、電話型キーパッド）の同じキー（及びそのキーとの同種の対話）に割り当てられる場
合、本発明の単語予測データ入力システムは、同じキー押下を有しかつ曖昧な文字のうち
任意のもので始まる単語を考慮できる。例えば、それぞれの対が電話型キーパッドの同一
のキー上に位置する文字対「ｄ、ｅ」又は文字対「ｊ、ｋ」の各々の音声（例えば、声又
は唇の動き）は、読唇システム又は音声認識システムを用いてさえも、曖昧である可能性
がある。例えば、本発明の組合せデータ入力システムと併用した電話型キーパッドを用い
ることで、単語「ｋｅｅｐ」を入力するため、ユーザは文字「ｋ」に対応するキーを押下
してその単語を発話できる。ユーザは次いで、残りのキー押下を発話なしで続けることが
できる。システムは、文字「ｊ」で始まり、かつ同じ残りのキー押下を有する単語（例え
ば、「ｊｅｅｐ」）を考慮する（例えば、そのように予め定義する）こともできる。
【０１１７】
　（例えば、対応する電子装置内に実装されているか、又は電子装置に接続した周辺装置
／取り外し可能装置として用いられる）マイク及び／又はカメラのような、ユーザの音声
を検出するための別の手段を考慮ことができる。検出及び分析したユーザの唇の動きの画
像は３Ｄ（例えば、３次元）にすることができる。前述のように、発話するときのユーザ
の顔の他の部分（例えば、歯、顎、等）も考慮できる。これらは既に詳述した。
【０１１８】
　図７のタッチセンシティブキーボード及び対応する実施形態を引き続き参照すると、実
施形態において前述したように、ユーザは（例えば、発話なしで）対応する単語の（例え
ば、先頭）文字に対応する（例えば、先頭）キー押下の少なくとも１つを（例えば、正確
に／曖昧さなく）正確に与え、その単語の残りの文字に対応するキー押下を（例えば、本
発明の少数化したキーパッドの曖昧なキーを通して）曖昧に与えることができることが好
ましい。これにより、（例えば、音声を使用せずに）単語を選択するのに十分な情報を与
えることができる。対応する音声情報を本発明のデータ入力システムの原理に基づいて与
えることも考慮可能であることは理解されよう。前述のように、正確な文字は手書き入力
と認識システムとにより入力できる。
【０１１９】
　前述のように、本発明の単語予測データ入力システムを用いることで、例えば文字に対
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応するキーの予め定義された押下／グライド動作を与えること、及びその文字に対応する
音声情報を与えること（例えば、その文字を発話すること）、及び単語の残りの文字の少
なくとも１つ（好ましくは、すべて）に対応するキーを押下／グライドすることで、単語
の少なくとも１つの文字を正確に／曖昧さなく入力し、単語を入力することができる。明
らかに、本発明の（例えば、予測）データ入力システムの任意の実施形態において、単語
の少なくとも１つの正確な／曖昧でない文字を入力するための対応するキーの押下／グラ
イド動作と対応する音声とを、手書き入力及び認識システム、フル（例えば、ＰＣ）キー
ボード、等のような別の正確な／曖昧でないデータ（例えば、文字）入力システムを用い
て置き換えることができる。また、本発明の補正／選択手順において、ユーザの音声を用
いる代わりに、手書き入力及び認識システム、フル（例えば、ＰＣ）キーボード、等のよ
うな別の正確な／曖昧でないデータ（例えば、文字）入力システムを用いることで、ユー
ザは単語の選択／補正／入力に必要な１つ又は複数の文字を与えることができる。
【０１２０】
　本発明の組合せデータ入力システムを引き続き参照する。システムと併用される、少な
くとも１つの言語データベースの（例えば、完全な）単語辞書及び少なくとも１つの言語
における単語の一部分のデータベースの辞書を互いに分離することができる。システムを
予め定義して、キーを押下することが言語の単語入力に対応し、例えばグライド動作を与
えることが言語の単語一部分の入力に対応しうることをシステムに知らせることができる
。システムは対応する辞書データベース内で単語を検索することができる。
【０１２１】
　本発明の組合せデータ入力システムは任意のデータベースを別々に含むか、又はそれら
の両方を含むことが可能であることは理解されよう。これらの事は既に詳述した。
【０１２２】
　本発明の「組合せ」データ入力システムは本出願、及び本明細書に記載した本発明者出
願の引用において様々な形態で述べたが、このシステムは、本発明の押下／グライド及び
発話データ入力システムと単語予測データ入力システムとを組み合わせた本発明のデータ
入力システムを指し、単語の少なくとも１つの（例えば、先頭）キャラクタ（例えば、文
字）を発話しない、又は発話して単語を入力するために、単語の文字に対応する少なくと
も幾つか（例えば、好ましくはすべて）のキー押下を与えることに基づくことに再度留意
しなければならない。これらの事は既に詳述した。
【０１２３】
　例えば電話型キーパッドにユーザが与えた（曖昧な）キー押下（例えば、キーに割り当
てた任意の幾つかの任意のキャラクタ／文字に対応しうるキー押下）のみに基づいて単語
データベース内の単語を検索することは、何年も前から公知である。上述のように、ユー
ザが提供した一連のキー押下はデータベースの１つ又は複数の単語に対応することができ
、この場合、通常は最高使用頻度を有する単語が最初の選択結果としてユーザに提示され
る。単語がユーザが入力を意図したものでない場合に、その単語を受け入れるか又は別の
単語を選択するために、様々な方法が提案されている。ノキアフォンで使用されている最
も一般的な単語予測システム（例えば、Ｔ９）によると、単語「ｐｄａ」を入力するには
、空白文字のような単語末尾信号を含む追加７回のキー押下と、システムが提示する次の
単語の各々を検証するためにディスプレイに非常に集中することが必要である。単語「ｐ
ｄａ」が候補語の中で最も優先度が低い単語の１つであることをユーザが予め知っている
場合でも、ユーザは同様の段階を追ってそれを選択しなければならない。単語間をナビゲ
ートした後、システムが提示した単語の中にユーザが意図した単語がないことをユーザが
認識したときが最悪である。この時点でユーザは単語を入力するために、マルチタップシ
ステムのような別の方法に切り替え、その単語の文字の各々に対応するそれぞれのキーに
対して一般的に複数回のタップを与えなければならない。リアルタイムな状況では、入力
されるテキストの大部分は辞書外の単語を備える可能性がある（例えば、名前、住所、Ｕ
ＲＬ、数字、句読点、別言語の単語、略語、公式、等）。その理由で、単語予測システム
は、コンパクトで迅速かつ容易なデータ入力システムが非常に不足しているタブレットＰ
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Ｃ又はＰＤＡのようなコンピュータでの一般的なデータ入力には用いられない。携帯電話
においても、多数の人々はそれが遅くてもまだマルチタップシステムを使用しているが、
ユーザはテキストを１文字ずつ入力し、「タイプしたものがそのまま得られる」というこ
とを知っている。
【０１２４】
　前述のように、本発明の組合せデータ入力システムは、辞書内の単語に対応する情報（
例えば、単語の文字に対応するキー押下と単語に対応する音声情報。この場合、音声情報
は様々な種類の情報であることができる。その情報には例えば、単語の少なくとも幾つか
の文字を発話することのような少なくとも単語の一部を発話すること、又は単語を発話す
ること、又は音声を与えないことがあり、この場合、その音声情報はシステムにより検出
及び分析される。これらの事は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で既に詳述した
。）を入力した後ユーザの追加の対話を極度に最小化及び排除することができる（例えば
、システムは所望の単語の入力に対するキーとの追加の対話を排除し、表示ユニットとの
対話を極度に最小化及び排除することができる。なぜならば、経験豊富なユーザはどの単
語が対応する音声を必要とするか、及び最終的には必要な音声の量又は種類を予め知るこ
とができるからである）。
【０１２５】
　このシステムの別の大きな利点は、単語のような辞書外の文字列を入力できることであ
る。前述のように、例えば、ユーザが与えた情報の入力後にシステムが文字列（例えば、
単語）を辞書データベース内に発見しない場合、ユーザは追加のキーを押下せずに文字列
に対応するキャラクタ（例えば、文字）を発話することでその文字列を入力することがで
きる。前述のように、システムは元のキー押下を考慮できる。
【０１２６】
　システムの別の大きな利点は、好ましくは文字当たり最大でも１回のキー押下、又は２
つのキーの同時押下により、任意の文字列（例えば、正式な名前、住所、数字、句読点の
ような特殊文字を含む文字列、等）を迅速かつ容易に入力できることである。例えば、自
身が入力しようとしている（例えば、別言語の単語又はＵＲＬのような）文字列がデータ
ベースに存在しない任意の文字列であることをユーザが予め知っている場合、ユーザは（
例えば、文字列を１文字ずつ入力するために）本発明の押下／グライド及び発話データ入
力システムを（例えば、文字毎のデータ入力システムを用い、文字に対応するキーを押下
し、文字に対応する音声情報を与えることにより）使用することができる。
【０１２７】
　少なくとも４つ程度の少数のキー（例えば、この場合、キーの４つのキーに対して実質
的に言語の文字すべてが分散的に割り当てられる）をキー押下のみに基づいて単語予測デ
ータ入力システムで用いることは、一連のキー押下に対応する単語の数が多数であるので
面倒であり、実に非実用的である。本発明の組合せデータ入力システムにより、少数のキ
ーの使用、及び迅速かつ容易なデータ入力システムの使用が可能となる。本発明のデータ
入力システムで少数のキー（例えば、この場合、そのうち４つは少なくとも１つの言語の
文字に対応し、例えばキーは２つのグループに分割され、各グループは例えばタブレット
ＰＣの片側に位置する）を用いる利点は、既に詳述した。
【０１２８】
　また、（例えば、少なくとも最小回数の対応音声情報を与えることの利点を用いずに）
キー押下のみに基づくデータ入力システムは、辞書データベースが複数言語の単語を含む
場合、一連のキー押下に対応する単語が多数となるので非実用的であろう。本発明の組合
せデータ入力システムにより、（例えば、同一データベース内の）複数言語の同時使用と
、迅速かつ容易なデータ入力システムの使用が可能となる。
【０１２９】
　また、上で詳述したように、空白文字、数字、句読点文字、及びコマンド（例えば、「
Ｅｎｔｅｒ」機能）のような実質的にすべての特殊記号を、一般に最大でも１つの押下動
作をキーに与えるか又は同時に２つのキーを押下することで、曖昧さなく（例えば、単語
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のような文字列内に、又は独立して）入力することができる。その主な目的に加え、単語
に対応する情報の入力の最後に曖昧でない特殊記号を与えることで、システムに単語の末
尾を知らせることもできる。これは、本発明の組合せデータ入力システムの別の大きな利
点でありうる。単語に対応する情報の入力後に、ユーザは少なくとも１つの特殊記号のよ
うな所望の記号を入力することができる。その特殊記号をシステムが単語末尾信号とみな
すことができる。加えて、システムは単語の後に記号を挿入又は実行することができる（
例えば、幾つかの特殊記号を単語内部で使用することができ（例えば、使用することもで
き）、キーに割り当てた曖昧な文字の一部となりうることに留意しなければならない）。
【０１３０】
　本発明の一実施形態によると、本発明の組合せデータ入力システムの単語予測システム
を用いてユーザが単語を入力するとき、システムはテキスト音声システムのようなシステ
ムを使用して、選択した単語をユーザに与えることができる。大抵の場合、その単語は所
望の単語であり、ユーザは例えば次の文字又は次の単語の入力に進むことで、システムに
選択した単語の受け入れを知らせることもできる。選択した単語がユーザが入力を望んだ
単語でない場合、ユーザは上述のように（例えば、その単語又はその単語の少なくとも幾
つかの文字を発話することで）選択／補正手順に進むことができる。本実施形態は、完全
にアイフリーで迅速なデータ入力及び補正システムを、キー押下動作を追加せずに与える
ことができる。
【０１３１】
　前述のように、本発明の一実施形態によると、本発明の組合せデータ入力システムの単
語予測システムは単語辞書データベースを使用することができる。この場合、単語は、ユ
ーザが発話なしで与えた一連のキー押下に１つの単語のみが対応しうるように配置される
。データベースの別の編成方法及び検索方法を、例えば以下の異なる方法のように考慮す
ることができる。
　－１つのデータベース配置方法によると、システムは２つの異なる単語データベースを
備えることができる。第１の単語データベースでは、単語の各々はユーザが音声なしで与
えた異なる一連のキー押下に対応することができ（例えば、それぞれの単語は異なるキー
押下列に対応する）、第２の単語データベースでは、単語の各々はユーザが与えた一連の
キー押下に対応することができ、この場合ユーザは前述のように対応する音声も与える（
例えば、少なくとも１つの単語は異なるキー押下列に対応することができる）。ユーザが
一連のキー押下を与え、対応する音声を与えない場合、システムはユーザの音声がないこ
とを検知することができる。次いで、システムは対応する単語を第１のデータベース内で
検索することができる。第１のデータベース内には最大で１つの対応する単語が存在する
可能性がある。その単語を入力し、かつユーザが入力したテキストを表示する対応ディス
プレイ上に印字することもできる。その単語がユーザが入力を望むものである場合、ユー
ザは次の単語の入力といった次のタスクに進むことができる。その単語がユーザが入力を
望んだ単語でない場合、ユーザは前述したような補正／選択の手順に進むことができる。
より高速なデータ入力のため、ユーザは単語の入力直後に補正／選択手順に進まなくとも
よい。ユーザはテキストの次の部分（例えば、次の単語）の入力等のような次のタスクに
進むことができ、ユーザは後で前述の補正／選択手順に進むことができる。
【０１３２】
　ユーザが一連のキー押下を与え、対応する音声を与える場合、システムはユーザの音声
を検出することができ、第２のデータベース内で対応する単語を検索することができる。
第２のデータベース内にはユーザのキー押下及び音声に対応する１つ又は複数の単語があ
りうる。例えば、ユーザが単語の少なくとも１つの先頭キャラクタ（例えば、文字）に少
なくとも対応する少なくとも１つのキーを押下し、その少なくとも１つの文字を発話し、
単語の少なくとも幾つか（好ましくはすべて）の残りの文字に対応するキー押下を続ける
とき、１つの検索方法によると、システムはその少なくとも１つの文字を認識することが
でき、第２の単語辞書データベース内で、その少なくとも１つの認識した文字で始まる単
語を検索することができ、この場合、その単語の残りの文字はユーザが与えた残りのキー
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押下に対応する。別の検索方法によると、システムは第２の単語辞書データベース内で、
単語の文字がユーザが与えたキー押下列に対応するような単語を検索することができ、こ
の場合、それらの先頭文字は少なくとも１つの認識した文字に対応する。これらの検索方
法は例として説明したことは理解されよう。当業界の技術者は他の検索方法を考慮ことが
できる。
【０１３３】
　本実施形態の説明を続ける。第２のデータベース内には１つ又は複数の対応する候補語
が存在できる。１つの対応する単語のみが存在する場合、システムはそれを入力すること
ができる。複数の候補語が存在する場合、１つの方法によると、候補の中から予め定義さ
れた単語を入力することができる。別の方法によると、他のものと比べて高い優先度を有
する候補語の１つを自動的に入力することができる（第２の単語データベースの各単語は
、例えばそれらの使用頻度に基づく優先度値を有することができる）。その単語を、ユー
ザが入力したテキストを表示する対応ディスプレイに印字することもできる。その単語が
ユーザが入力を望むものである場合、ユーザは次の単語を入力するなどといった次のタス
クに進むことができる。選択した単語がユーザが入力を望む単語でない場合、別の方法に
よると、ユーザはその単語の残りの文字の少なくとも幾つかを発話することといった、よ
り多くの音声情報を与えることができ、ユーザは前述したもののような補正／選択手順に
進むことができる。ユーザが望むならば、別の方法によると、ユーザは選択キーのような
切替え手段を使用して、ユーザが所望の単語を発見するまで（例えば、それらの使用頻度
に基づいて１つずつユーザに提示した）候補語内をナビゲート可能であることは理解され
よう。
【０１３４】
　前述のように、（例えば、会議中の）より高速なデータ入力のため、ユーザは所望しな
い単語を受け取った直後に補正／選択手順に進まなくともよい。ユーザはテキストの次の
部分（例えば、次の単語）の入力、等のような次のタスクに進むことができ、ユーザは後
で前述の補正／選択手順に進むことができる。
【０１３５】
　別の方法によると、システムは２つの上述のデータベースを含む１つの単語データベー
スを備えうることは理解されよう。
【０１３６】
　－別のデータ配置方法によると、システムは１つの単語データベースを備えることがで
き、その中で単語の各々は例えばその使用頻度に基づく優先度値を有する。ユーザが発話
なしで所望の単語に対応するキー押下を与えるとき、システムはそのキー押下に対応し、
かつ（例えば、もしあれば）同じキーに対応する他の単語に対して最高使用頻度を有する
単語を選択することができる。本方法では、キー押下に加えて、ユーザが単語の１つ又は
複数の先頭文字を発話することのような音声を与える場合、組合せ情報に基づき、かつそ
の組合せ情報に対応する他の単語に対して最優先度を有する対応語を選択することができ
る。その単語が所望の単語でない場合、ユーザは前述の選択／補正方法に進むことができ
る。
【０１３７】
　別の方法によると、システムは１つの単語データベースを備えることができ、その中で
データベースの単語の各々は、自身の音声状況を示す（例えば、音声を必要とする（例え
ば「１」）か必要としない（例えば、「０」）追加の情報（例えば、フラグ）を含むか又
はそれに関連することができる。一連のキー押下を与えるときにシステムが音声を検知し
ない場合、自身の音声インジケータが「音声を必要としない」と示す単語のみを考慮でき
、その逆も真である。１つの方法によると、発話なしでのキー押下の各列に対し、最大で
１個の単語がデータベース内に存在することができる。入力及び選択／補正の手順は前述
したものに類似することができる。
【０１３８】
　前述のように、ユーザが与えたキー押下の列は、句読点文字、数字、コマンド（例えば
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、「Ｔａｂ」、「Ｅｎｔｅｒ」）、空白文字といった１つ又は複数の特殊記号のような単
語末尾信号を含むことができ、単語末尾の文字のようなキャラクタの入力、及び文字の発
話、等を含むことができる。記号は一般に曖昧さなく入力されるので、１つの方法による
と、システムはキー押下列の中で特殊記号に対応するキー押下を検索目的で考慮しなくと
もよい。所望の単語の入力後にシステムは特殊記号を入力することができる。ユーザは、
キー押下を追加せずに次の単語の入力といった次のタスクに進むことができる。
【０１３９】
　また、前述のように、別種の単語末尾信号は次の単語に対応するキー押下を与えている
こと、及び次の単語の（例えば、先頭部分／先頭文字）の音声を発話していることでもあ
りうる。１つの方法によると、システムは単語間に自動的に空白文字を与えることができ
る。
【０１４０】
　本発明の組合せデータ入力システムの異なる補正／選択方法は既に詳述した。
【０１４１】
　前述のように、既に入力した単語を変更するため、ユーザは（例えば、最初に）その単
語をポインティングすることができる。別の単語により単語を置き換える目的でその単語
をポインティングすることは、文字を単語の後又は内部に挿入することのような別の目的
に与えたポインティング動作を妨害しないように定義することができる。例えば、ユーザ
は例えば単語のダブルクリック動作によって単語を選択することができるか、又はユーザ
はカーソルを、空白文字、句読点、等のような特殊文字を包含又は排除する単語の最後の
文字の後に置くことができる。別の方法によると、ユーザは単語内部の任意の位置（先頭
、内部、末尾）にカーソルを置いて、予め定義されたキーを押下及び保持し、別の文字列
（例えば、単語）を選択／入力するために所望の音声を与えることができる。
【０１４２】
　曖昧でない単語の入力に必要な最小限の音声量を与えるため、ユーザは単語の最初の文
字を発話できることが好ましい。その情報（例えば、キー押下及び音声）に一致する単語
が複数ある場合、ユーザはシステムが所望の単語を与えるまで次の文字を発話すること等
ができる。１つの方法によると、ユーザが文字を発話する度に、システムはユーザが既に
与えた情報（例えば、キー押下及び音声）に対応する任意の残りの単語を曖昧さなく入力
するのに必要な（例えば、次の文字の）最大音声数を示すことができる。
【０１４３】
　別の方法によると、文書内で単語を選択するため、ユーザは例えば単語を発話すること
、又は単語の少なくとも１つの先頭文字を発話すること、又は単語の少なくとも１つの先
頭文字／部分を押下／グライド及び発話すること、又は発話なしで単語の１つ又は複数の
（例えば、先頭）文字に対応する１つ又は複数の押下動作を与えること、等を行うことが
できる。システムはユーザが与えた情報を単語又は文書内の単語に対応する情報と比較し
て、その文書内で所望の単語を発見することができる。これは、マウスのようなナビゲー
ト手段の使用を必要とせず、極度に高速かつ正確にすることができる。例えば図９を参照
してキーパッド１３３００を考慮すると、単語「ｄｏｉｎｇ」を単語「ｃｏｉｎｓ」で置
き換えるため、ユーザはその単語を言うか、又はその単語の幾つかの先頭文字（例えば、
「ｄｏ」）を言うことができる。システムはその音声を文書内の単語の先頭文字と比較し
て、単語「ｄｏｉｎｇ」を発見することができる。システムは複数の単語を発見する可能
性がある。ユーザはユーザが発見したい単語に到達するために、単語間をナビゲートする
ことができる。また、例えば図９を参照してキーパッド１３３００を考慮すると、単語「
ｄｏｉｎｇ」を単語「ｃｏｉｎｓ」で置き換えるため、ユーザは例えば、単語の２つの先
頭文字（例えば、「ｄｏ」）に対応するキー１３３０４、１３３０３を押下することがで
きる。システムはキー押下動作と文書内の単語の先頭文字に対応するキー押下を比較して
単語「ｄｏｉｎｇ」を発見することができる。システムは複数の単語を発見する可能性が
ある。ユーザはユーザが発見したい単語に到達するために、単語間をナビゲートすること
ができる。
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【０１４４】
　本発明の一実施形態によると、単語に対応する一連のキー押下を入力する（及び最終的
には、単語の少なくとも一部分の音声を与える）最中（例えば、単語末尾信号を与える前
）に、ユーザが新しいキー押下を与える度にシステムは候補語を提示することができる。
１つの方法によると、ユーザが最後のキー押下を入力したとき、ユーザは前述のように本
発明の受入れ又は補正／選択方法に進むことができる。別の方法によると、新しいキー押
下列を入力する度に、システムはその時点までに入力したキー押下より多い文字を有する
単語を提示することもできる。ユーザは単語に対応する残りのキー押下を与えずに単語を
選択することができる（例えば、単語補完システム）。
【０１４５】
　単語に対応するキー（例えば、及び与えられれば音声情報）の押下中に、単語補完シス
テムはそのキー押下（例えば、及び音声）で始まる単語を考慮（例えば、及び提示）する
ことができる。最優先度を有する単語はユーザが入力したテキスト内部に印字したもので
あることができる（例えば、及び提示した単語末尾にカーソルを置くことができる）。ユ
ーザが新しいキー押下（例えば、及び音声）を入力し続け、そのキー押下（例えば、及び
音声）がなお単語の次の文字に対応する場合、その単語（例えば、及びカーソル）は同じ
位置に留まることができる。次のキー押下（例えば、及び音声）がその単語に対応しない
が、同じ開始（例えば、キー押下）情報を有する別の単語（例えば、又は他の複数の単語
）に対応する場合、それらの中で最優先度を有する単語をユーザが入力したテキスト内部
に印字することができる（例えば、及び提示した単語の末尾にカーソルを置くことができ
る）。キー押下動作（例えば、及び音声）中の任意の時点で、提示／印字した単語がユー
ザが望むものである場合、ユーザは前述の特殊記号のような単語末尾信号を与え、次のタ
スクに進むことができる。
【０１４６】
　本発明の異なる実施形態を説明するためにキーを使用したが、本発明者による異なる特
許出願において以前に何度も述べたように、任意の他の入力手段（例えば、ユーザの指の
対話、電子装置の動作、等）を同じ目的（例えば、キー及び／又はキー対話の再現）に使
用できることに留意しなければならない。
【０１４７】
　上述のように、本発明の単語予測システムにより迅速かつ容易な単語入力システムが可
能となる。一実施形態によると、どの単語にも優先度を割り当てなくてよい。音声を与え
ない押下動作のそれぞれの列に対し、最大で１つの対応する単語が存在しうることが好ま
しい。同じキー押下列を有する他の単語のうち任意のものを、その単語の少なくとも１つ
の（例えば、先頭）文字に対応するユーザの音声により、又はその単語を発話することに
より、互いに区別することができる。単語の各々が互いに対する優先度（例えば、値）を
有する場合でも、本システムを用いることで任意の単語に（例えば、直接）アクセスする
ことができ、それらを迅速に入力できる。
【０１４８】
　上述のように、同じ（その）キー押下列を有する他の候補語を、（前述のように）その
単語に対応するユーザの音声により（例えば、キー押下に加えて、更に音声を与えること
により）、あるいは他の従来手段又はユーザの音声と他の従来手段との混合を与えること
により、互いから区別することができる。ユーザに知らせるため、他の候補語をユーザに
対して、一覧で、又は１つずつ、表示ユニット上に提示することができる。上述のように
、別の実施形態によると、他の候補語をユーザに提示しなくともよい。ユーザが他の単語
の１つを入力したい場合、ユーザは表示ユニットと更に対話せずに（例えば、上述のよう
に）単に対応する音声を与える。
【０１４９】
　前述のように、本発明のデータ入力システムを番号案内のような多数のアプリケーショ
ンで使用することができる。例として、本発明者が出願した国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００
２／２２３８５号明細書のような別のＰＣＴ特許出願で説明されるように、本発明のデー
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タ入力システムの１つ又は複数の適切な実施形態を通して与えた（例えば、テキスト）情
報を、（例えば、単語又はフレーズのデータベースを有する）対応するアプリケーション
により使用して（例えば、予め定義された）タスクを与えることができる。例えば、シス
テムを使用して以下を行うことができる。
　－電話をかけること；
　－番号案内に対して入力を与えること；
　－対話型コールセンタに入力を与えること；
　－ユーザの（例えば、テキスト）入力に基づいて予め定義されたタスクを与えるシステ
ムに情報を与えること；
　－等
【０１５０】
　本発明の一実施形態によると、例として、テキストのようなデータの入力方法を上記ア
プリケーションにおいて考慮できる。この方法は例として、少なくとも以下のステップの
うち少なくとも１つを含むことができる。
　１）ユーザは単語のようなテキスト情報に対応するキー押下を、発話なしで与えること
ができる。
　２）システムがそのテキスト（例えば、単語）を認識する場合、システムはステップ４
に進むことができる。
　認識しない場合、
　３）システムはユーザから例えば以下のような更なる情報を要求することができる。
　○テキスト（例えば、単語）を発話すること、又は
　○ユーザが与えたキー押下に対応する少なくとも幾つかの文字を発話すること。テキス
ト（例えば、単語）を同じキー押下列を有する他のテキスト（例えば、単語）から区別す
るために発話すべき最小数の文字を、システムにより動的に定義することができる。
データベース内の複数のテキスト（例えば、単語）がユーザが与えた情報に対応する場合
、システムは更なる情報を与えるようユーザに問い合わせることができる。例えば、シス
テムを使用して個人又は会社のような電話をかけるべき実体の名前に基づいて電話をかけ
る場合、システムは例えば郵便番号、職場／自宅情報、等のような、電話をかけるべき実
体の住所の少なくとも一部を入力するための更なる情報をユーザに問い合わせることがで
きる。
　４）ユーザの入力の認識に成功した後、システムはそれに応じて次の予め定義されたタ
スクに進むことができる。
【０１５１】
　例として、前述のように、システムを番号案内と併用して、例えば少なくとも電話をか
けるべき名前に基づいて電話をかけること、又はかけるべき電話番号を呼び出し側に自動
的に与えること、等が可能である。
【０１５２】
　本発明の一実施形態によると、ユーザは電話をかけるべき名前を、例えばその名前の文
字に対応するキーの各々を押下すること、及びそれぞれの押下動作と同時に対応する文字
を発話することにより、本発明の文字毎のデータ入力システムを用いて入力することがで
きる。
【０１５３】
　本発明の別の実施形態によると、ユーザは電話をかけるべき名前を、例えばその名前の
文字に対応するキーを押下することにより本発明の文字毎のデータ入力システムを用いて
入力することができ、（システムが必要とするか又はシステムが要求する場合は）その後
にユーザはその名前の少なくとも１つの文字を発話するか、又はその名前を発話すること
ができる。キー情報と音声情報とを異なるラップ時間で与えることは、例えばタッチトー
ンの電話を用いるときのような場合に便利である。タッチトーン電話を用いるときにキー
の押下と発話を同時に行うと、キートーンと対応する音声とが組み合わされ、したがって
認識システムが混乱する。
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【０１５４】
　例えば、ユーザが「ＴｈｅＣｏｍｐａｎｙ」と呼ばれる会社に例えば電話型キーパッド
を用いて電話をかけたい場合、１つの方法によると、ユーザは最初にその名前の文字に対
応するキー押下を与えることができる。そのキー押下列がデータベース内の１つの入力（
例えば、名前）にのみ対応する場合、システムは次の予め定義されたタスクに進むことが
できるか、又はシステムは次の予め定義されたタスクに進む前に確定の問合せをすること
ができる。
【０１５５】
　他方で、例えば、ユーザが「ＴｈｅＭａｒｋｅｒｓ」と呼ばれる会社に例えば電話型キ
ーパッドを用いて電話をかけたい場合、ユーザは最初にその名前の文字に対応するキー押
下を与えることができる。そのキー押下はデータベース内の複数のエントリに対応するか
もしれない。例えば、データベース内の別のエントリは「ＴｈｅＭａｓｋｅｒｓ」と呼ば
れる別の会社の名前でありうる。名前を互いから区別するため、システムはユーザに問合
せて、所望の名前の少なくとも６つの先頭文字（例えば、「ｔｈｅｍａｓ」）を発話する
ことのような音声情報をユーザに与えさせて、ユーザが入力を意図するものはどの名前か
を定義することができる。別の方法によると、システムはユーザにその名前を音声情報と
して発話するよう問合せることができる。
【０１５６】
　情報の処理をローカルに（例えば、電話内部で）実行できるか、システムを（例えば、
番号案内を請け負う）サーバ内にインストールしてリモートに処理させることができるこ
とに留意しなければならない。この場合、キー押下と音声情報をサーバに送信して処理し
、結果又は追加要求をサーバによりユーザに送信することができる。
【０１５７】
　本発明の一実施形態によると、通話を国際的に行うことができる。この目的のため、１
つの方法によると、システムは少なくとも幾つかの国の個人又は会社のような電話をかけ
るべき実体のデータベースを含むことができ、その結果、情報をローカルに処理し、国際
電話を相手に向けることができる。一方で、別の方法によると、システムはユーザが与え
た情報の一部を使用して、ユーザが与えた情報の少なくとも一部を対応する国の電話帳の
サーバに向け、そこで処理させることができる。
【０１５８】
　例えば、ユーザはテキスト「Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｇｈａｓｓａｂｉａｎ　ＮＹ　ＵＳＡ
」を入力することができる。システムは「Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｇｈａｓｓａｂｉａｎ　Ｎ
Ｙ」のような情報を米国の対応する電話帳に向け、そこで処理させることができる。別の
方法によると、システムは「Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｇｈａｓｓａｂｉａｎ」のような情報を
米国のニューヨーク州の対応する電話帳に向け、そこで処理させることができる。テキス
トにおける単語の順序を予め定義することができるか、又はシステムが、テキスト内部の
単語の順序を自由に与えることが十分可能な程度に「知的」であってよい。
【０１５９】
　本発明の一実施形態によると、電話をかけるべき実体の入力前後に「＃」キーの押下の
ような予め定義された信号により、ユーザが与えたキー押下（例えば、及び音声）の目的
（例えば、種類）を定義することができる。例えば、「＃」のような予め定義されたキー
を一連のキー押下の前に押下することで、例えば、「＃」キーの押下後に与えたキー押下
は、電話をかけるべき相手の名前を入力することに対応する可能性があることをシステム
に知らせることができ、その名前の入力後にシステムは自動的にその相手に電話をかける
ことができる。したがって、例えば、「＊」キーのような予め定義されたキーを一連のキ
ー押下の前（例えば、又は後）に押下することで、例えば、「＊」キーの押下後に与えた
キー押下は電話をかけるべき相手の名前を入力することに対応する可能性があることをシ
ステムに知らせることができ、例えば、その名前の入力後にシステムは相手の電話番号（
例えば、又は相手の住所等のような他の情報）を呼び出し側に与えることができる。又は
、逆も真である。なお本発明の一実施形態によると、予め定義された信号を一連のキー押
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下前後に与えないことで、例えば、ユーザが与えたキー押下は電話番号をダイヤルするこ
とに対応することをシステムに知らせることができる。
【０１６０】
　データベース内のエントリは複数の単語（例えば、姓、名、ミドルネーム）を備えうる
ことに留意しなければならない。１つの方法によると、ユーザは、それぞれの単語の入力
を、その単語の対応するキーを押下すること、及び必要ならばその単語の入力用の対応音
声を与えることで実現し、次の単語の入力に進む前に、エントリを１単語ずつ入力するこ
とができる。一方で別の方法によると、ユーザはエントリの単語すべてに対応するキー押
下を最初に与え、次いで単語各々の入力に必要な音声情報を与えることができる。
【０１６１】
　本発明のデータ入力システムにより、声のみに基づく対話型コールセンタを拡張するか
、又は置き換えることができる。例えば、ユーザが会社に電話をかけるとき、会社の自動
音声システムがユーザに提示する選択肢のすべてを聴く（これは大半の場合は時間を浪費
し混乱を招く）のではなく、本発明のデータ入力システムを通して任意のテキストを入力
する能力を有することで、ユーザはコールシステムが提供するステップの少なくとも幾つ
かをスキップし、ユーザが入力を望む情報を直接入力することができる。例えば、会社の
自動コールセンタに電話をかけた後、ユーザは本発明のデータ入力システムを用いて自身
の希望をタイプすることで特定のサポートを求めることができる。また、例えば、誰もい
ない場合は、ユーザは会社が（例えば、後に）連絡できるように自身の名前、及び／又は
住所、及び／又は自身の電話番号、等のような自身の連絡先情報を入力することができる
。
【０１６２】
　本特許出願で与えた実施形態、方法、及び例は、本発明のデータ入力システムの様々な
応用例における使用概念を実証するためだけに用いられることに留意しなければならない
。本発明のデータ入力システムの原理に基づく他の実施形態、方法、及び例、それらの異
なる応用例における使用、等を当業界の技術者は考えうることは理解されよう。
【０１６３】
　上記で説明した実施形態に要求される音声は少なくてもよいが、それら実施形態では対
応するディスプレイに対してユーザが更に集中すること、又は対応するディスプレイとユ
ーザが更に対話することが要求されることに留意しなければならない。他の実施形態にお
いて前述したように、最初に提示した単語がユーザが入力を意図した単語でない場合、ユ
ーザはその単語を（例えば、それをワードプロセッシングウィンドウ内で選択することで
）ポインティングし、その単語の（例えば、少なくとも幾つかの）文字に対応する音声を
与えるか、又はその単語を発話して、ディスプレイへの集中を最小化できることは理解さ
れよう。
【０１６４】
　番号案内、コールセンタ、自動応答センタ、等のようなアプリケーションの機能は当業
界の技術者に公知である。これらアプリケーションを本発明のデータ入力システムと組み
合わせることで、目標を達成するためのシステムとの対話がより高速となり、複雑なテキ
ストの容易かつ迅速な入力が可能となる。
【０１６５】
　システムが提示した所望でない単語の選択／補正に関する異なる手順は前述した。所望
でない単語を別の単語で置き換えるために必要な音声を最小化する別の方法を、以下で説
明する。
【０１６６】
　本発明の一実施形態によると、本発明の（例えば、単語予測を含む）データ入力システ
ムを用いて単語を入力するとき、システムが選択した単語がユーザが入力を望んだもので
ない場合、ユーザは（例えば、所望でない単語をポインティング／選択した後に）その単
語に対応する文字を１つずつ発話し始めることができる。例えば、単語の最初の文字を発
話した後、データベースで（例えば、所望でない単語以外の）複数の他の単語を選択した
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結果がユーザが与えた最初のキー押下と対応し、発話した文字で始まる場合、システムは
選択結果の中で他の単語に対して最優先度を有する単語をユーザに提示することができる
。提示した単語がまだユーザが入力を意図したものでない場合、ユーザは所望の単語の次
の文字を発話することができる。システムは（例えば、選択結果の中から）２つの発話し
た文字で始まる別の単語を提示することができる。複数の文字がその２つの文字で始まる
場合、システムは最優先度を有するものをユーザに提示することができる。１つの方法に
よると、以前に提示した単語も同じ２つの文字で始まる場合、その単語が２つの発話した
文字に対応する単語の中で最優先度を有する場合でも、システムはその単語を無視するこ
とができる。ユーザが所望の単語の次の文字の発話に進むことで、システムは、システム
が提示した単語がユーザが望むものではないことを知る。最後に提示した単語がまだユー
ザが入力を意図したものでない場合、ユーザは所望の単語の次の文字を発話するなどを行
うことができる。
【０１６７】
　例として、図１０は少なくとも４つのキーを有するキーパッド１３４００を示す。キー
パッドの４つのキー１３４０１－１３４０４は言語のアルファベットの文字を表す。値１
－４はそれに応じてそれぞれ、対応するキー１１４０１から１３４０４に割り当てる。一
連のキー押下１３４０１、１３４０１、１３４０２、１３４０２（例えば、値「１１２２
」）に対応する本システムの単語データベースの部分１３４０５も示してある。本例では
、ユーザがキー１３４０１、１３４０１、１３４０２、１３４０２（例えば、キー押下値
「１１２２」）を発話なしで押下する場合、最優先度を有するキー押下に対応する単語を
選択するようにシステムを予め定義することができる。本例では、その単語は単語「ｗｈ
ａｔ」である。キー押下を与えた直後又は後の、提示した単語（例えば、「ｗｈａｔ」）
をポインティングすることによる補正／選択手順の間に、ユーザは文字「ｎ」を（例えば
、キー押下を与えずに）発話することができる。システムは初期のキー押下（１３４０１
、１３４０１、１３４０２、１３４０２）に対応する単語を提示することができる。単語
は、文字「ｎ」で始まり、同一キー押下に対応しかつ同じ文字「ｎ」で始まる他の単語に
対して最優先度を有する。本例では、その単語は単語「ｎｅｘｔ」である。提示した単語
がまだユーザが入力を意図したものでない場合、ユーザは所望の単語の次の文字「ｅ」を
（例えば、キー押下を与えずに）発話できる。１つの方法によると、追加の文字を発話す
ることにより、発話した文字がその単語（例えば、「ｎｅｘｔ」）の次の文字に対応する
場合でも現在提示した単語（例えば、「ｎｅｘｔ」）を無視するようシステムに知らせる
。システムは既に提示した単語（例えば、「ｎｅｘｔ」）を除外することにより、同じ初
期のキー押下を有し、（例えば、先頭）文字の２つが対応するユーザの音声に対応し、同
じキー押下情報を有しかつ（例えば、先頭）文字の２つが対応するユーザの音声に一致す
る他の単語に対して最優先度を有するような、単語を提示することができる。本例では、
その単語は単語「ｎｅａｒ」である。単語「ｎｅａｒ」がまだユーザが入力を意図するも
のでない場合、ユーザは所望の単語の次の文字を発話することに進むことができ、システ
ムは前述の原理に基づいて行動する、等である。本例において、次の文字「ａ」を言うこ
とで、システムは例えばユーザが入力を意図したものである単語「ｎｅａｔ」を提示する
。
【０１６８】
　前述のように、本発明の予測データ入力システムのような本発明のデータ入力システム
を、手書き入力及び／又は認識システム、マルチタップシステム、等のような他のデータ
入力システムと組み合わせることができる。
【０１６９】
　例えば、本発明の単語予測方法を手書き認識システムと組み合わせることができ、その
結果、手書き入力及び認識システムが追加の認識システムとして使用されるか、又は本発
明の音声認識システムにより置き換えられるかのいずれかである。例えば、ユーザは単語
に対応するキー押下を発話なしで与えることにより単語を入力することができる。単語が
キー押下列に対応する唯一の単語でない場合、ユーザは、手書き認識システムを用いてそ
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の単語の少なくとも幾つかの（例えば、先頭）文字を、その単語の入力中又は前述の補正
／選択手順中のような予め定義されたラップ時間で、正確に入力することができる。例え
ば、図１１ａに示すように、タブレットＰＣ１３５００の少なくとも４つのキー１３５０
１から１３５０４を有する（例えば、既に説明したキーパッドの１つに従う）分離キーパ
ッドを用いることで、及びシステムの単語データベース１３５０８の一部を考慮すること
で、単語「ｈａｓ」を入力するためにユーザは発話なしで対応するキー１３５０１、１３
５０２、１３５０４を押下することができる。システムは、同じキー押下列に対応しかつ
最優先度を有する所望でない単語「ｗａｓ」を提示する可能性がある。次いで、図１１ｂ
に示すようにユーザは、例えば所望の単語「ｈａｓ」を同じキー押下列を有する他の単語
から区別するのに必要な数の（例えば、先頭）文字を少なくとも書くことで、（例えば、
その時点／瞬間に、又は後に、単語「ｗａｓ」のポインティング／選択１３５０７により
）所望でない単語を変更することができる。本例では、単語「ｗａｓ」を単語「ｈａｓ」
で置き換えるために唯一の文字「ｈ」１３５０５を与えることで十分であろう。なぜなら
ば、単語「ｈａｓ」はデータベース内において、ユーザが与えた同じキー押下に対応しか
つ文字「ｈ」で始まる他の単語に対して、最優先度を有するからである。本システムはよ
り低速で、より苛立たせるものであるかも知れないが、本システムによりユーザの音声を
用いずにデータ入力及び補正が可能となる。本発明の一実施形態によると、手書き入力及
び認識システムを音声認識システムも使用可能な本発明の単語予測データ入力システムと
ともに実装することができ、その結果、ユーザは例えば（例えば、静かな）環境又は（例
えば、迅速で容易なデータ入力を必要とする）状況に従って、上述の単語予測データ入力
システム（例えば、この単語予測データ入力システムは少数のキーを有するキーパッドの
キーを用いる。この場合、少数のキーには例えば、少なくとも１つの言語の少なくとも文
字がその少なくとも４つのキーに割り当てられるような少数のキーがある。）を有する任
意のデータ入力システムを使用できることは理解されよう。
【０１７０】
　上の例はシステムの単語補正手順を実証する。前述のように、ユーザは単語の入力中に
手書き文字を入力することができることは明らかである。例えば、（例えば、単語「ｗａ
ｓ」及び「ｈａｓ」が同じキー押下列に対応し、単語「ｗａｓ」が最優先度を有すること
をユーザが予め知っている場合）単語「ｈａｓ」を入力するため、ユーザは最初に文字「
ｈ」を書き、次いでその単語の残りの文字「ａｓ」に対応するキーを押下することができ
る。
【０１７１】
　本発明の一実施形態によると、
　－所望でない単語のような所望でないテキストに関する（例えば、内部の）位置をポイ
ンティングし、所望の単語を発話するといった音声を与えるか、又はキー押下を与えずに
（例えば、システムは、ユーザが所望でない単語の入力に対して与えた最初のキー押下を
考慮できる）所望の単語に対応する少なくとも幾つかの文字を発話することで、その所望
でない単語をその所望の単語で置き換えることができる。
　－システムが与えた単語のようなテキストに関する（例えば、内部の）位置をポインテ
ィングし、キー押下列を与えてそのキー押下列に対応する音声のような音声を与えること
、又はそのキー押下列に対応する少なくとも幾つかの文字を発話することにより、又は与
えた単語に関する（例えば、内部の）位置に、対応するテキスト（例えば、単語）を挿入
することができる。
【０１７２】
　本発明の一実施形態によると、文書の単語を（例えば、それらを他の単語で置き換える
ために）ポインティング／選択するためのナビゲーション方法を考慮することができる。
例えば、１つの方法によると、本発明のデータ入力システムの（例えば、４つの）矢印を
使用して文書の単語をナビゲートし、文書の単語をポインティング／選択することができ
る。別の方法によると、選択手段を単語上で前方及び／又は後方に（例えば、キー）移動
させる前進手段及び／又は後進手段を、（例えば、１単語ずつ選択して）同じ目的に使用
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することができる。
【０１７３】
　本発明の一実施形態によると、会議中にメモを取るといった環境でのデータ入力中に、
ユーザは会議後といった後の時間に、単語、長語、又は辞書外の単語といった一連の辞書
外の文字、又は（例えば、複雑な）フレーズ、関数、等（例えば、以降、「入力困難テキ
スト」）といったテキストの一部を入力することを決めることができる。本目的のため、
以下のような様々な方法を考慮することができる。
【０１７４】
　－１つの方法によると、ユーザは、例えば予め定義されたキーを押下し単語のような「
入力困難テキスト」を発話することといった予め定義された信号を与えることで、システ
ムに知らせることができる。システムはその音声を記録して１つ又は複数の記号を文書内
の対応する位置に置くことができ、ユーザがその位置（例えば、１つ又は複数の記号）を
ポインティング／選択するとき、システムは記録した音声をユーザに与え、その結果ユー
ザは自分が話したことを思い出し、それに応じて文書内の「入力困難テキスト」（例えば
、単語）を、
　－「入力困難テキスト」（例えば、単語）の少なくとも幾つかの（例えば、先頭）文字
に対応するキーを押下し、その文字又は「入力困難テキスト」（例えば、単語）を発話す
ること、あるいは
　－その単語を手書き入力及び認識システムにより入力すること、
　－等
により入力する。
【０１７５】
　例えば、ユーザがメモを取るとき、個人の名前（例えば、「Ａｌｅｘａｎｄｒｉｔｅ」
）のような辞書外の単語を、単語の最初の文字に対応するキーのような予め定義されたキ
ーを押下すること、及びその単語を発話することにより、入力することができる。その単
語を認識しないことで、システムは１つ又は複数の（例えば、予め定義された）記号をテ
キスト内の対応する位置に与え、やはりその位置（例えば、対応する１つ又は複数の（例
えば、予め定義された）記号）に対応する音声を記憶することができ、その結果、ユーザ
が対応する１つ又は複数の（例えば、予め定義された）記号をポインティング／選択する
とき、ユーザが自分が話したことを思い出し上述のようにそれに応じてテキストを入力す
るようにシステムはユーザの音声（例えば、記録した音声）をユーザに与える。
【０１７６】
　－別の方法によると、前述のように、ユーザは、「入力困難テキスト」（例えば、単語
）の少なくとも幾つか（例えば、好ましくはすべて）の文字に対応する一連の押下動作を
与え、テキスト（例えば、単語）を発話することができる。システムが単語を認識しない
場合、システムは音声を記録し、ユーザが押下したキー値のような一連の予め定義された
文字といった文字列を文書内の対応位置に与えることができ、ユーザが（例えば、その文
字に対する）位置をポインティング／選択するとき、システムは記録した音声をユーザに
与え、その結果ユーザは自分が話したことを思い出し、それに応じてテキストを
　－キーを再入力せずに１つずつ文字を発話すること（例えば、前述のように、キー値の
ような記録した文字列を考慮することでシステムは初期キー押下を覚えている）、あるい
は
　－単語を手書き入力及び認識システムにより入力すること、
　－等
により入力する。
【０１７７】
　例えば、ユーザがメモを取るとき、個人の名前（例えば、「Ａｌｅｘａｎｄｒｉｔｅ」
）のような辞書外の単語を、その単語の文字に対応するキーを押下すること、及びその単
語を発話することにより、入力することができる。単語を認識しないことで、システムは
ユーザが与えた予め定義されたキー押下値のような、予め定義された記号をテキスト内部
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の対応位置に与え、やはり位置（例えば、対応する（例えば、予め定義された）記号）に
対応する音声を記録することができ、その結果、ユーザがその対応する（例えば、予め定
義された）記号をポインティング／選択するとき、ユーザが自分が話したことを思い出し
上述のようにそれに応じてテキストを入力するように、システムはユーザの音声（例えば
、記録した音声）をユーザに与える。
【０１７８】
　－なお別の方法によると、手書きにより「入力困難テキスト」（例えば、単語）を入力
して即座にデジタル化すること、あるいはグラフティによりそのまま入力して後にそれを
デジタル化した文字（例えば、印字文字）に変換すること、又は文書内にそのまま保持す
ること、のいずれかを行うことができる。
【０１７９】
　例えば、ユーザがメモを取るとき、個人の名前（例えば、「Ａｌｅｘａｎｄｒｉｔｅ」
）のような辞書外の単語を、例えば手書き入力（例えば、及び認識）システムにより入力
することができる。１つの方法によると、システムはテキストをそのまま文書内の対応位
置に与えることができ、その結果、望むならばユーザは後にそれをデジタル化した文字（
例えば、印字文字）に変換することができる。別の方法によると、システムはテキストを
デジタル化した文字（例えば、印字文字）に即座に変換することができる。
【０１８０】
　－オンスクリーンキーボードのような（例えば、曖昧でない文字を与える）他の入力方
法、又は本発明のデータ入力システムの原理に基づくもののような他の入力方法も使用し
て、「入力困難テキスト」（例えば、単語）を入力することができる。
【０１８１】
　テキストの任意部分の単語全体を、手書き入力及び認識システムを用いて入力できるこ
とに留意しなければならない。タイピング手順（例えば、キー押下）に切り替えることで
、システムにテキスト部分の手書き入力手順の終了を知らせることができる。
【０１８２】
　テキスト部分の一部に対するユーザの音声（例えば、声）をデータ入力中に記録するこ
とには少量のメモリが必要だが、それによりユーザは大量の自由度と柔軟性を得られるこ
とにも留意しなければならない。
【０１８３】
　標準的なＰＣキーボードを用いることにより、多数のコンテンツ検索方法が存在する。
本発明のデータ入力システムにより少なくともＰＣキーボードの機能性を再現することが
可能であり、したがってコンテンツ検索方法を再現することが可能である。
【０１８４】
　本発明のデータ入力システムを、コンテンツ検索手順のような一般的な対話型手順、Ｐ
Ｃ、対話型ＴＶ、等と対話するような対話型コンピューティングシステムといった一般的
な対話型手順に使用することができる。例えば、システムをＭｅｄｉａ　Ｃｅｎｔｅｒ　
ＰＣのリモコンと併用して、映画又は曲の検索及び再生、ＴＶチャンネルサーバの質問へ
の回答、ＴＶの他ユーザとの（例えば、ＴＶメッセージングを通した）遠隔対話、等を行
うことができる。
【０１８５】
　本発明の一実施形態によると、コンテンツデータベース内でコンテンツ（例えば、曲名
データベース内部の曲名、映画名データベース内部の映画名、電話帳データベース内部の
人名又は会社名、等）を検索するため、ユーザは本発明のデータ入力システムを使用する
ことができる。コンテンツは１つ又は複数の単語のような１つ又は複数の文字列からなる
ことができる。コンテンツの各々は様々なフィールドからなることができ、フィールドの
各々は１つ又は複数の文字列を含むことができる。例えば、図１２は曲名データベースの
一部１３６００を示す。例えば、曲に対応するそれぞれのレコードは、曲のタイトル１３
６０１、歌手１３６０２、アルバム１３６０３、等のような数個のフィールドを含むこと
ができ、フィールドの各々は１つ又は複数の単語を含むことができる。
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【０１８６】
　本発明のデータ入力システムは、アルファベットの複数の文字が少なくとも１つのキー
に割り当てられる少数のキーを有するので、以降述べるもののようなコンテンツを検索す
るための様々な入力手段を考慮することができる。
【０１８７】
　第１の方法によると、ユーザは、文字に対応するキー押下を与え、必要ならばキー押下
に対応する音声を与える（例えば、キー押下の少なくとも幾つかに対応する文字を発話す
る、又はキー押下が表す所望の単語を発話する）ことで、少なくとも１つのフィールドの
文字すべてを入力することができる。音声をキー押下動作と同時に与えることができるか
、又は音声をキー押下の入力後に与えることができる（例えば、システムは音声をキー押
下の処理後に動的に要求することができる）。本方法はコンテンツを発見するため通常は
より多くのキー押下を要求する可能性がある。
【０１８８】
　第２の方法によると、ユーザは、文字に対応するキー押下を与え、必要ならばキー押下
に対応する音声を与える（例えば、キー押下に対応する文字を発話する、又はキー押下に
関連する単語を発話する）ことで、少なくとも１つのフィールドの文字の一部を入力する
ことができる。音声をキー押下動作と同時に与えることができるか、又は音声をキー押下
の入力後に与えることができる（例えば、システムは音声をキー押下の処理後に動的に要
求することができる）。本方法はコンテンツを発見するために通常はより少ないキー押下
を要求するが、より多くの音声を要求する可能性がある。
【０１８９】
　例えば、ユーザがＭｅｄｉａ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＰＣに関連する音楽再生装置上の曲を聴
きたい場合、ユーザは例えば、曲の少なくともタイトルの少なくとも幾つかの（例えば、
好ましくは先頭）文字に対応するキーを押下することで、本発明のデータ入力システムを
通して曲のタイトルの少なくとも幾つかの文字を入力することができる。ユーザは、曲の
歌手名のような少なくとも別のフィールドの少なくとも幾つかの文字も、例えば歌手の少
なくとも幾つかの（例えば、好ましくは先頭）文字に対応するキーを押下することで、本
発明のデータ入力システムを通して入力できることが望ましい。２つのキー押下列の間に
、予め定義されたキーの押下のような区切り信号を与えることができる。
【０１９０】
　システムはデータベースの曲タイトルの領域内を検索して、所望の曲タイトルに対応す
るユーザが与えたキー押下列（例えば、値）に対応するタイトルを発見することができる
。システムは、所望のタイトルに関連してユーザが与えたキー押下に対応する１つ又は複
数のタイトルを発見することができる。システムがユーザの対応するキー押下に一致する
タイトルを１つだけ発見する場合、システムは、曲を選択してユーザの再生装置に送信し
再生させることのような次のタスクに進むことができる。一実施形態によると、次のタス
クは、ユーザが選択した曲を確認するようユーザに求めること等であることができる。
【０１９１】
　所望のタイトルに関してユーザが与えたキー押下に対応するタイトルが複数ある場合、
システムはタイトルを選択し、ユーザが与えた対応するキー押下（例えば、第２のキー押
下列）に一致する歌手名を選択した歌手フィールド内で検索する。システムがユーザの対
応するキー押下に一致する曲を１つだけ発見する場合、システムは、曲を選択してユーザ
の再生装置に送信し再生させることのような次のタスクに進むことができる。一実施形態
によると、次のタスクは、ユーザが選択した曲を確認するようユーザに求めること等であ
ることができる。
【０１９２】
　所望のタイトルと歌手に関連してユーザが与えたキー押下に対応するタイトルが複数あ
る場合、システムは、例えばユーザがタイトル及び／又は歌手の入力のために与えた少な
くとも幾つかのキー押下に対応する文字を発話し、アルバム名、歌詞の一部、等のような
任意のフィールド又は他のフィールドからなる、より多くの文字に対応するキー押下（例
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えば、及び音声）を与えることといった、より多くの情報を与えるようにユーザに求める
ことができる。
【０１９３】
　上記で説明した例は曲の検索に関するが、検索方法を任意の種類のコンテンツに適用で
きることに留意しなければならない。例えば、映画データベースは、映画のタイトル、映
画の少なくとも１人の俳優、映画監督、等のような様々なフィールドを含むことができる
。別の例によると、番号案内データベースは個人の名、個人の姓、住所、郵便番号、等を
含むことができる。また、上述の検索方法は、本発明の押下／グライド及び発話データ入
力システムと組み合わせた本発明の予測データ入力システムのような本発明のデータ入力
システムの効率性と、様々なアプリケーションで用いるそれらの能力とを示す例示的な方
法に過ぎない。上述のように、当業界の技術者は多種のコンテンツ検索を考えることがで
きる。例えば、別の検索方法によると、本発明の予測データ入力システムに基づいて、ユ
ーザが例えば映画タイトルに対応する一連のキー押下とデータベースの複数の映画名に対
応するキー押下とを与える場合、システムは（例えば、前述のように）映画タイトルの文
字のような多数の（例えば、先頭、中間、又は末尾の）文字を与えるよう求めることとい
った、より多くの情報を求めることができる。別のシステムによると、例えばユーザの音
声を用いること又は文字を（例えば、手で）書くことで、ユーザは文字を入力することが
できる。ユーザが与えた情報が少なくとも２つの映画に対応するとき、システムは映画俳
優の１人の名前の少なくとも（例えば、先頭）部分といった更なる情報を求めることがで
き、この場合、ユーザは例えば映画タイトルの提供に用いる同一手順を与えること等によ
り情報を与えることができる。
【０１９４】
　上述のように、前述のコンテンツ検索を汎用的な検索及び対話に使用することができる
こと、及び映画の検索を例として説明したが、曲の検索、質問への回答、質問、テキスト
の入力、等の検索又は対話手順を任意のコンテンツに適用できることに留意しなければな
らない。
【０１９５】
　以降、図１２を参照して例を与える。図１２において、リモコン１３６０５は電話型キ
ーパッド１３６０７を有する。リモコンはスピーカ１３６０８、マイク１３６０４、ライ
ティングパッド１３６０９、表示ユニット１３６０６、等を有することができる。図１２
には前述の曲データベース１３６００の一部も示してある。
【０１９６】
　一検索方法によると、Ｆｒａｎｋ　Ｓｉｎａｔｒａが歌う曲名「ｗｈｏ」を入力するた
め、ユーザは例えば、単語「ｗｈｏ」に対応するキー１３６０１１、１３６１２、１３６
１３をそれぞれ押下することができる。ユーザは次いで「＃」キー１３６１５の押下のよ
うな区切り信号を与え、歌手名に対応する文字「Ｆ」（例えば、文字列「Ｆｒａｎｋ　Ｓ
ｉｎａｔｒａ」の先頭文字）に対応するキー１３６１４を押下することができる。システ
ムは押下動作を対応フィールドと比較することができる。本例では、ユーザが与えたキー
押下に対応する２つのエントリ（例えば、曲）、すなわち、
　－Ｆｒａｎｋ　Ｓｉｎａｔｒａが歌う「Ｗｈｏ」、及び
　－Ｄａｖｉｄ　Ｂｏｗｉｅが歌う「Ｗｉｎ」
がある。
【０１９７】
　システムは２つの曲の最初の文字が同じ（例えば、同じ文字「Ｗ」）であることを認識
でき、したがってシステムは動的に判断して、どちらの曲をユーザが選択したいのかを認
識するために、タイトルの少なくとも２つの先頭文字を発話するよう求めることができる
。音声の代わりにシステムは、曲名の２番目の文字又は末尾の文字を発話すること、歌手
の姓に対応するキーを押下すること（例えば、及び必要ならば歌手の姓を発話すること）
のような他の情報、又は前述の他の情報をユーザに求めることができることは理解されよ
う。
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【０１９８】
　電話帳内でのコンテンツ検索に関する別の例（例えば、電話番号を問い合わせること、
又は電話をかけること）を、図１３を考慮して実証する。図１３には、電話帳の例示的デ
ータベースの一部を示してある。例えば、ユーザが自動電話帳を呼んで電話１３７０９の
キーパッド１３７０８を用いることで「Ｅｖｅ　Ｍｉｌｌｅｒ」の電話番号を要求したい
場合、ユーザは例えば姓「Ｍｉｌｌｅｒ」の３つの先頭文字「ｍｉｌ」に対応する３つの
キー押下１３７１１、１３７１２、１３７１３を与え、それに続いてシャープキー１３７
１４の押下のような区切り記号を押下し、その人の名「Ｅｖｅ」の２つの先頭文字に対応
する２つのキー押下１３７１５、１３７１６を与えることができる。上述のように、本発
明のデータ入力システムの原理に基づくと、システムは例えば、
　　　Ｍｉｌｋｅｒ　　　Ｅｖｅｌｙｎ　　　（２１２）　１１２　２２２２
　　　Ｍｉｌｌｅｒ　　　Ｅｖｅ　　　　　　（２１２）　１１１　２２２１
　　　Ｎｉｋｋｙ　　　　Ｄｕｄｕ　　　　　（２１２）　３３３　２２２２
のような、キー押下情報に対応する幾つかのエントリがデータベース内にあることを認識
することができる。選択結果を分析することにより、システムは所望の人の少なくとも４
つの先頭文字（例えば、又は少なくとも末尾の２文字）を入力して発話するようユーザに
求めることができる。
【０１９９】
　前述のように、キーを押下しかつ要求された音声を与えるようなユーザのコマンドを待
機する代わりに、ユーザはキーを押下して（例えば、同時、又は対応する押下動作を与え
た直後に）対応する音声を与え、その結果、例えば本発明の文字毎の押下／グライド及び
発話データ入力システムに基づいて文字列を入力することができる。
【０２００】
　本発明の一実施形態によると、情報（例えば、キー押下及び／又は音声）に基づいて選
択したデータベースエントリを対応する電子装置のスクリーン上に与えることができ、そ
の結果、ユーザは所望のエントリを選択するために与えるべき追加情報を決定することに
留意しなければならない。
【０２０１】
　データベースエントリ内のフィールドが複数の単語（例えば、単語間の空白）を含む場
合、ユーザは例えば「＊」キーのような予め定義されたキーを予め定義された回数押下す
ることで空白文字を与えることができる。フィールド内のコンテンツは数字等の任意の記
号に対応しうることに留意しなければならない。また、検索手順を各押下（例えば、及び
発話）動作のような各情報の入力後に動的に実行できることにも留意しなければならない
。また、１つの方法によると、システムが要求するか又はシステムに与えられる（例えば
、追加）情報は、キー押下が与えられなかった単語末尾文字を発話することのような（対
応するキー押下がない）音声のみであってもよい。
【０２０２】
　曲、映画、等の一覧、及び歌手名、俳優名、等のようなそれらの対応する情報の一覧と
いったコンテンツデータベースはユーザのＭｅｄｉａ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＰＣ内部のように
ローカルに利用可能であるか、あるいはケーブルＴＶ又は衛星ＴＶ会社、又はインターネ
ットを通してアクセス可能な会社又は個人のサーバ、等のようなサービスプロバイダのよ
うなものがリモート位置内部で利用可能であることにも留意しなければならない。
【０２０３】
　クレジットカード番号は通常は予め定義された数の数字を有する。数字の各々は０から
９まででよい。ユーザが電話を通して品物を購入するとき、ユーザはタッチトーン電話の
キーを通して自身のクレジットカード番号を入力して品物の代金を支払うことができる。
タッチトーン電話にはキー当たり１つのトーンしかない。（例えば、キーを押下し、記号
を発話することで）電話を通した（例えば、ＰＣキーボードの）任意の記号入力を可能と
する本発明のデータ入力システムを用いることで、英数字を最低限含むある種のクレジッ
トカード番号を考え、クレジットカード番号をより安全にし、タッチトーン電話を通して
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数字の入力を可能とすることができる。
【０２０４】
　本発明の一実施形態によると、本発明の予測データ入力システムをテキスト入力に用い
るとき、対応するキー押下列がシステムの単語データベース内部で複数の単語に対応しう
るような単語を、（例えば、別の色をつける、下線を引く、太字化する等を行って）強調
することができる。例えば、（例えば、後の時点で）システムが提示した所望でない単語
をユーザの所望の単語で置き換えることをユーザが望む場合、所望でない単語を発見する
ため、ユーザは強調した単語のみに集中（例えば、その単語内部を検索）することができ
る。
【０２０５】
　前述のように、少なくともタブレットＰＣのディスプレイのようなデジタイザ上に、句
読点文字のような少なくとも幾つかの特殊文字を、（例えば、対応するキーパッドのソフ
ト／仮想キーを用いて、あるいはキー及び／又はキーとの対話を再現する指及び／又はフ
ィンガーキャップによる）グライド動作を含む対話に割り当てることができる。これらの
事は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で既に詳細に説明されている。例えば、予
め定義された句読点文字を、予め定義された音声情報と組み合わせて対応するキー上のグ
ライド動作、及び／又は最初の予め定義されたキーの押下と保持及び予め定義された音声
情報と組み合わせた対応するキーの押下に割り当てることができる。
【０２０６】
　前述のように、本発明の任意のデータ入力システムを拡張するために言語規則を使用す
ることができる。例えば図１１ａの、データベース部分１３５０８とキーパッドのキー１
３５０１から１３５０４とを考慮すると、発話なしで対応するキーを押下することで「ｔ
ｈｅｒｅ　ｉｓ　ｎｏ　ｗａｙ」のようなフレーズを入力するとき、システムは別のフレ
ーズ「ｔｈｅｒｅ　ｉｓ　ｎｏ　ｗａｓ」（例えば、「ｗａｓ」は「ｈａｓ」より高い優
先度を有する）を入力する可能性がある。言語規則を含むシステムを用いることで、単語
「ｗａｙ」は単語「ｗａｓ」の入力に対して与えたキー押下に対応するデータベースの単
語のうちフレーズ内で意味がある唯一の単語であるので、システムが与える結果を自動的
に「ｔｈｅｒｅ　ｉｓ　ｎｏ　ｗａｙ」に修正することができる。
【０２０７】
　前述のように、システムの単語データベースの単語は単語全体であるか、又は単語全体
の一部（例えば、先頭、中間、末尾）であるかのいずれかであることができる。また、上
述のように、本発明の予測データ入力システムを用いて単語の入力中に与えたそれぞれの
キー（例えば、押下）対話（例えば、及び存在していれば対応する音声）情報の後に、シ
ステムはユーザが与えたキー（例えば、押下）対話（例えば、及び存在すれば対応する音
声）情報に先頭文字（例えば、又は文字全体）が対応する対応語を（例えば、その時点ま
で）考慮することができる。
【０２０８】
　別の原理及び／又は方法によると、キー押下（例えば、及び与えられていれば対応する
音声）情報に対応する文字列を提示することを単語入力中に考慮することができる。
【０２０９】
　本発明の一実施形態によると、ユーザが単語を入力するために与えたキー押下列（例え
ば、及び存在すれば音声）情報の間にユーザが与えたそれぞれのキー押下（例えば、及び
存在すれば対応する音声）情報の後で、システムは全体の単語のうち最優先度を有する単
語をユーザに提示することができる。この場合、単語の各々の文字すべてはユーザが与え
た一連の情報に対応する。システムが上記単語を発見しない場合、システムは単語の中で
最優先度を有する単語をユーザに提示することができる。この場合、単語の予め定義され
た部分（例えば、好ましくは先頭文字）はユーザが与えた一連の情報に対応する。キーパ
ッド１３８００を考慮し、図１４に例としてテーブル１３８０５を示す。テーブル１３８
０５は数個の（例えば、先頭）ステップを実証する。ステップは、本方法に従って単語「
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の入力中にユーザが与えた一連の情報（例えば、本例ではキー
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押下のみ）の先頭部分に対応する文字列を提示する。
【０２１０】
　本発明の別の実施形態によると、ユーザが単語を入力するために与えたキー押下列（例
えば、及び存在すれば音声）情報の間にユーザが与えたそれぞれのキー押下（例えば、及
び存在すれば対応する音声）情報の後で、システムは全体の単語のうち最優先度を有する
単語をユーザに提示することができる。この場合、単語の少なくとも一部（例えば、少な
くとも先頭文字、又は文字全体）はユーザが与えた一連の情報（例えば、キー押下、及び
与えられれば対応する音声）に対応する。キーパッド１３８００を考慮し、図１４に例と
してテーブル１３８０６を示す。テーブル１３８０６は数個の（例えば、先頭）ステップ
を実証する。ステップは、本方法に従って単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の入力中にユ
ーザが与えた一連の情報（例えば、本例ではキー押下のみ）の先頭部分に対応する文字列
を提示する、本方法によると、任意の時点で、ユーザが単語末尾信号（例えば、空白文字
）を与え、提示した文字列が（例えば、より長い文字列を有する）単語の（例えば、先頭
）部分である（例えば、換言すれば文字列が不完全な単語である）場合、システムは、ユ
ーザが与えた（例えば、キー押下、及び与えられれば音声）情報が単語各々の文字すべて
に対応するデータベースの単語を考慮することができ、例えば単語のうち最優先度を有す
る単語を提示することができる。１３８０６の例において、３つのキー押下の後にユーザ
が単語末尾信号（例えば、空白文字）を与えた場合、システムは、文字列「ｉｎｔ」（例
えば、単語「ｉｎｔｏ」の先頭文字）を（例えば、ユーザが与えた情報が単語各々の文字
すべてに対応する単語のうち、最高使用頻度を有する）単語「ｐｕｔ」により置き換える
ことができる。
【０２１１】
　本発明の一実施形態によると、一連の情報を与える間にユーザが１つ又は複数の正確な
文字を入力する場合、
　－１つの方法によると、システムは他の文字をそのまま保持することができ、正しい文
字を他の文字の末尾に追加することができる。
　－別の方法によると、システムは他の文字の入力が与える情報と１つ又は複数の正しい
文字が与える情報とを組み合わせることができ、それらをデータベースの単語と比較して
対応する単語を与える。対応する単語がない場合、システムは他の文字をそのまま保持す
ることができ、正しい文字を他の文字の末尾に追加することができる。
１文字ずつの入力、単語の一部分／単語の入力、予測的な入力、等のような本発明のデー
タ入力方法の任意（例えば、又は組合せ）により文字列を入力可能であることに留意しな
ければならない。上で詳述したように、各々の（例えば、文字毎の）文字入力又は（例え
ば、単語の一部分／単語毎の）単語の一部分／単語入力を、対応するキーとの様々な対話
を与えるような異種の入力信号に割り当てることができる。例えば、１つの方法によると
、キャラクタ／文字の入力を、文字に対応するキーの単一押下動作及び対応する音声の提
供により与えることができ、単語の一部分の入力を対応するキー（例えば、単語の一部分
に対応するキー）のグライド動作及び対応する音声の提供により与えることができる。ま
た例えば、別の方法によると単語の一部分の入力を、２つのキーの押下（例えば、シフト
キー及び単語の一部分に対応するキーの押下）及び対応する音声の提供により与えること
ができる。これらの事は既に詳述した。例として、図１４に示すようにキーパッド１３８
００を考慮すると、単語「ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎｉｚｅ」を入力するため、ユーザは最初
に単語「ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」の先頭文字「ｒｅｖｏｌｕ」に対応するキー押下を含む
情報を（例えば、発話なしで）与えることができる（例えば、少なくとも幾つかのキー押
下を、対応する音声を発話せずに与えることができる）。ユーザは次いで、キー１３８０
２のグライド動作を含む第２の情報を与え、部分「ｔｉｏｎ」の音声を（例えば、「ｓｈ
ｅｎ」と言うことで）与えることができる。システムは第１及び第２の情報を組み合わせ
て、それをデータベースの単語と比較し、単語「ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」を出力すること
ができる。次いでユーザはキー１３８０４のグライド動作と部分「ｉｚｅ」の音声とを含
む第３の情報を与えることができる。システムは第１、第２、及び第３の情報を組み合わ
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せて、それをデータベースの単語と比較する。システムは組み合わせた情報に対応する単
語を発見しないかもしれない。この場合、システムは文字列（例えば、単語）「ｒｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ」をそのまま出力し、部分「ｉｚｅ」をその末尾に付加し、文字列／単語「
ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎｉｚｅ」を与えることができる。本発明の部分毎のデータ入力シス
テムを本発明の予測データ入力システムと統合することで、本発明のデータ入力システム
の速度を加速すること、必要なキー押下及び音声を少なくすること、ユーザの綴りミスを
最小化すること、等が可能となる。
【０２１２】
　上で詳述したように、本発明の別の実施形態によると、文字毎の入力又は単語の一部分
／単語の入力を、同じ入力信号に割り当てることができることに留意しなければならない
。同じ入力信号には例えば、対応するキーに単一押下を与えるような同一対話を与えるこ
とがある。
【０２１３】
　本明細書に記載した本発明者出願の引用で前述したように本発明の一実施形態によると
、単語の一部分を、部分の文字すべてのような複数の文字に対応するキー押下を与えるこ
と、及び部分を発話することにより入力できることに留意しなければならない。例えば、
部分「ｔｉｏｎ」を入力するため、ユーザはキー１３８０２、１３８０４、１３８０３、
１３８０４を押下し、部分を（例えば、「ｓｈｅｎ」と言うことで）言うことができる。
【０２１４】
　本発明の一実施形態によると、ユーザが単語を入力するために本発明の予測データ入力
を用いて情報を入力する間に、システムはデータベースの少なくとも１つの単語に対応す
る情報に対応する文字列が唯一となるまで、システムが提示した文字列を印字しなくとも
よい。これにより、スクリーンのちらつきを削減することができる。１つの方法によると
、それまで例えば対応するキー番号のような他の予め定義された記号をスクリーンに印字
することができる。
【０２１５】
　前述のように、本発明の予測データ入力システムのような本発明のデータ入力システム
を、手書き入力及び／又は認識システム、マルチタップシステム、オンスクリーン（例え
ば、ＱＷＥＲＴＹ）キーボード、等のような他のデータ入力システムと組み合わせて、単
語の少なくとも１つ又は複数の文字を正確に入力することができる。他のデータ入力シス
テムを、本発明のデータ入力システムの任意のデータ入力方法（たとえば、実施形態）及
び／又は置換／補正システムにより使用することができる。例えば、本発明の対応する実
施形態において、単語／単語の一部分の１つ又は複数の文字を入力する代わりに、手書き
入力／認識システムにより、又は文字に対応するキーの押下及び文字を発話することによ
り、ユーザは仮想（例えば、ＱＷＥＲＴＹ）キーボードを用いて単語の１つ又は複数の文
字を入力することができる。これらの事は既に詳述した。
【０２１６】
　前述のように、本発明の補正方法の１つによると、ユーザが所望でない単語をポインテ
ィングし、単語を所望の単語で置き換えるための音声を与えるとき、音声は所望の単語の
１つ又は複数の文字を発話できる。
【０２１７】
　本発明の一実施形態によると、ユーザが所望でない単語をポインティングして、単語を
所望の単語で置き換えるための音声を提供するとき、単語の１つの（例えば、最初又は最
後又は中間として予め定義した）文字を発話することか、又は所望の単語の文字すべてを
発話することの少なくともいずれかのうち１つであるように、音声を予め定義することが
できる。これによりシステムの正確性を大幅に向上させることができる。１つの方法によ
ると、システムは両方の仮定を考慮し、最も一致する単語をそれに従って与えることがで
きる。大抵の場合は単語の最初の文字を与えることが所望でない単語の補正／置換には十
分であるので、ユーザは最初の試みとして所望の単語の１つの（例えば、先頭）文字を発
話できることが好ましい。システムがなおユーザの音声に対応する別の所望でない単語を
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与える場合、例えば再度その所望でない単語をポインティングし、所望の単語の文字すべ
てを発話することで、ユーザは別の補正／置換の試みを行うことができる。前に詳述した
ように、別の方法によると補正／置換手順中に単語を補正／置き換えるために所望の単語
の任意数の文字を発話することができることは理解されよう。
【０２１８】
　データ（例えば、テキスト）入力中に、タイプ（例えば、キー対話）エラーが発生する
可能性がある。本分析の予測データ入力システムを用いるとき、これによりシステムは誤
った単語とみなすか、又は対応する単語を発見しないかのいずれかとなりうる。ユーザは
「バックスペース」キーのような消去手段を用いて、キー（例えば、押下）対話（例えば
、及び与えられているならば対応音声）を消去することができる。一実施形態によると、
それぞれの「バックスペース」動作は最後のキー（例えば、押下）対話（例えば、及び与
えられているならば対応音声）と、対応する１つ又は複数の文字とを削除できることに留
意しなければならない。システムは残りのキー押下（例えば、及び音声）情報に対応する
単語を考慮することができる。１つの方法によると、システムは候補語の対応する文字を
印字することができる。１つの方法によると、ユーザは単語の残りの文字に対応する押下
動作（例えば、及び望むならば対応音声）を与えることができる。残りの初期情報とバッ
クスペース手順後に与えた追加情報とを考慮することで、システムは対応する単語を予測
することができる。
【０２１９】
　複数の文字を削除するキーに割り当てた特殊バックスペースコマンドのような特殊バッ
クスペース手段は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明した。本発明の一実施
形態によると、本発明の特殊バックスペースコマンドを本発明の予測データ入力システム
と併用することができる。１つの方法によると、特殊バックスペース動作を与えること（
例えば、特殊バックスペースコマンドを割り当てたキーの押下動作との対応対話を与える
こと）により、ユーザが入力した（例えば、カーソルの前の）最後の完全又は不完全な単
語を消去することができる。それぞれの追加の特殊バックスペース動作は（例えば、カー
ソルの前の）追加の最後の完全又は不完全な単語を消去することができる。
【０２２０】
　別の方法によると、特殊バックスペース動作を与えることにより、ユーザの対応する発
話（例えば、キー、及び（与えられる場合）音声情報を含む）に対応する（例えば、カー
ソルの前の）最後の文字列を消去することができる。それぞれの追加の特殊バックスペー
ス動作は別のユーザの発話（例えば、キー、及び（与えられる場合）音声情報）に対応す
る（例えば、カーソルの前の）追加の最後の文字列の１つを消去することができる。ユー
ザの発話（例えば、キー、及び（与えられる場合）音声情報を含む）は、２つの予め定義
されたラップ時間の間に情報を与えることに対応できる。発話は、文字、単語の一部のよ
うな文字列、完全な単語に対応するか、又は少なくとも１つの単語と別の単語の少なくと
も一部とを含む文字列に対応することができる。文字列は特殊文字を含むこともできる。
【０２２１】
　前述のように、本発明の単語／単語の一部分データ入力システムを用いる本発明の予測
データ入力システムの１つの方法によると、対応するキーとの対話（例えば、対応音声を
与えること）により対応する文字列を提供／出力することができる。本発明の一実施形態
によると、（例えば、カーソルが文字列の末尾にあるとき）単一の「バックスペース」（
例えば、ユーザ及び／又はシステム設計者の定義に依存して、通常又は特殊な「バックス
ペース」）は文字列を消去することができる。１つの方法によると、文字列の後に空白文
字又は句読点文字のような１つ又は複数の特殊文字があり、カーソルが特殊文字の後にあ
る場合、特殊文字も消去することができる。
【０２２２】
　単語辞書データベースは句読点文字のような任意の特殊文字を備えることができる。例
えば、図１４を考慮すると、（例えば、データベースに存在する）単語「ｄｏｎ’ｔ」を
入力するために、ユーザはキー１３８０４、１３８０３、１３８０４、（例えば、アポス
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トロフィー文字１３８０９を含む）１３８０２、１３８０２を押下し、望むならば／必要
ならば、対応する音声を与えることができる。
【０２２３】
　本発明の一実施形態によると、本発明の予測データ入力システムを通して単語入力の前
又は最中に「ｓｈｉｆｔ」キーを押下することで、単語の対応する（例えば、最初の）文
字を大文字にすることができる。別の方法によると、ユーザはシフトキーを押下（例えば
、及び保持）し、本発明の予測データ入力システムを通して入力されている所望の単語の
（例えば、最初の）文字に対応するキーを押下し、文字を発話することができる。ユーザ
は次いで、（例えば、保持したキーを放して）単語の残りの文字に対応するキー押下を与
えることができる。文字を単語内で大文字にすることができる。別の方法によると、押下
動作の代わりに、対応するキーのグライド動作（例えば、及び対応する音声）を、同じ目
的を与えるように予め定義することができる。明らかに、キー対話を与えるとき、ユーザ
が対応する音声を与えない場合、システムはキー対話を曖昧なキー対話とみなし、予測し
た単語内部の対応する文字を大文字にすることができる。
【０２２４】
　本発明の一実施形態によると、単語内の１つ又は複数の文字を削除又は変更することが
できる。
【０２２５】
　１つの方法によると、システムは修正した単語のキー対話（例えば、及び音声）情報を
考慮し、それをデータベースの単語と比較して、（例えば、詳述したように）対応する単
語を与えることができる。別の方法によると、システムは新しい文字列（例えば、単語）
をそのまま保持することができる。
【０２２６】
　本発明の多数の実施形態においてキーを入力信号を与える入力手段として述べたが、明
らかに、任意の他の入力手段（例えば、タッチスクリーン上の指対話、フィンガーキャッ
プ、等）を入力信号の入力に使用可能であることに留意しなければならない。
【０２２７】
　本発明の一実施形態によると、単語に対応する情報の入力の間（例えば、その任意の時
点）に、ユーザはシステムが提示した対応文字列の１つ又は複数の先頭文字（例えば、キ
ャラクタ）を（例えば、同じ対応するキー対話を有する他の文字で）置き換えることがで
きる。キー対話を与えないか、又は予め定義されたキーのような予め定義された手段を用
いることで、ユーザは１つ又は複数の文字を発話することができる。１つの方法によると
、修正した文字と文字列の残りに対して与えた情報とを考慮し、システムのデータベース
との比較に基づいて、システムは１つ（例えば、又は複数）の新しい候補文字列（例えば
、単語）を考えてユーザに提示することができる。
【０２２８】
　本発明の一実施形態によると、単語のような文字列の１つ（例えば、又は複数）の文字
を（例えば、同じ対応するキー対話を有する他の文字により）修正するために、ユーザは
カーソルを文字に関連する予め定義された位置に置いて、所望の文字に対応する音声を与
えることができる。
【０２２９】
　本発明の一実施形態によると、本発明の予測データ入力システムの補正／置換手順中に
、キーのような予め定義された手段を用いることで、ユーザはシステムに、ユーザが対応
する提示語を補正／置換するために与えた音声（例えば、１つ又は複数の文字を発話する
こと）が、単語の終了ゾーンのような単語の予め定義されたゾーンに関連することを、知
らせることができる。
【０２３０】
　本発明の一実施形態によると、本発明の予測データ入力システムの補正／置換手順中に
、単語の部分（例えば、１つ又は複数の文字）を選択／ポインティングするような予め定
義された手段を用いることで、ユーザはシステムに、ユーザが対応する提示語を補正／置
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き換えるために与えた音声（例えば、１つ又は複数の文字を発話すること）が、単語の一
部分に関連することを、知らせることができる。その部分は単語の任意の部分であること
ができ、（例えば、選択／ポインティング）手段は、単語の一部を選択又はポインティン
グするための任意の手段であることができる。１つの方法によると、ユーザは完全又は不
完全な単語のような文字列（例えば、提示した文字列）内部の位置を（例えば、カーソル
を位置に置くことで）ポインティングすることができ、システムを（例えば、設計したよ
うに）カーソル前後の文字列の文字のすべて又は一部を選択するように予め定義すること
ができる。ユーザは次いで選択部分に対応する所望の音声を与えることができる。１つの
方法によると、システムは、文字列の他の文字の修正文字とキー（例えば、押下）対話情
報（例えば、及びユーザが与えたものがあれば対応音声）を考慮して、それに応じて（例
えば、詳述したように対応する候補を考慮し、それらの１つを提示して）文字列全体を修
正することができる。
【０２３１】
　幾つかのパラグラフにおいては単語の先頭位置については、ユーザが正確な文字の入力
のために与えた対応する情報として言及するが、明らかに単語の任意の部分と対応するユ
ーザの情報とを、本発明の組合せデータ入力システムの原理に基づく単語入力として考慮
できることに再度留意されたい。
【０２３２】
　また、幾つかのパラグラフにおいてキー押下のみをユーザが提供又は考慮する情報とし
て述べるが、明らかに本発明のデータ入力システムに基づくと、情報は与えられていれば
ユーザの対応音声を含みうることに再度留意されたい。
【０２３３】
　（例えば、本発明の予測データ入力システムのような、又はそれを含む）本発明のデー
タ入力システムは幾つかの言語を同時に使用することができる。例えば、複数言語の音声
を本発明のデータ入力システムの（例えば、ローマ）文字、単語、単語の一部分、等に割
り当てることができる。例として、キーパッドのキーに割り当てたローマアルファベット
の文字の各々に、複数言語での文字の音声を割り当てることができる。例えば、文字の各
々に、英語及びフランス語のような２つの言語での文字の音声を割り当てることができる
。例えば、文字「ｚ」をそれに応じて「ｚ　ｉｙ」又は「ｚ　ｅｈ　ｄ」と発音すること
ができる。本発明の多言語データ入力システムは、本発明の（例えば、単語）予測データ
入力システムを含み、多言語の単語（例えば、及び単語の一部分）を含む単語データベー
スを備えることもでき、又は例えば英語、フランス語、等のような多言語の複数の（例え
ば、単語）（例えば、及び単語の一部分）データベースを備えることができる。（例えば
、データ入力の正確性を向上するため）（例えば、テキストのような）データを１つの言
語で入力する一方でシステムが他の言語を考慮しないために、様々な実施形態を考慮する
ことができる。
【０２３４】
　本発明の一実施形態によると、キー又はユーザの（例えば、声による）コマンドのよう
な手段を使用してある言語から別の言語に切り替えることができる。
【０２３５】
　本発明の別の実施形態によると、言語間の切替えをシステムにより自動で行うことがで
きる。１つの方法によると、ユーザが（例えば、文字、単語、等のような）記号を入力す
るとき、対応するキーと対話すること及び対応音声を与えることにより、システムが音声
を言語の１つに対応する音声であるとして認識することができる。システムは次いでユー
ザが記号の音声を別言語で与えるまで、その言語に切り替え、他の言語を考慮しなくてよ
い。例えば、フレーズ「ｍｙ　ｍｏｔｈｅｒ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｍｅａｎｓ　ｍａ
　ｍｅｒｅ　ｉｎ　Ｆｒｅｎｃｈ」を入力するために、例えば本発明の単語予測データ入
力システムを用いることで、最初にユーザは最初の部分「ｍｙ　ｍｏｔｈｅｒ　ｉｎ　Ｅ
ｎｇｌｉｓｈ　ｍｅａｎｓ」を本発明のデータ入力システムの１つにより通常通り入力す
ることができる。ユーザは次いで、単語に対応するキーを押下して単語の少なくとも１つ
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の文字に対応する（例えば、フランス語での）音声を与えること、又は（例えば、データ
入力方法に依存して）フランス語で単語を発話することにより、単語「ｍａ」（例えば、
フランス語の単語）を入力できる。システムは単語がフランス語であることを認識し、そ
れに応じて行動することができる。例えば、単語の入力に用いるデータ入力方法が本発明
の（例えば、単語）予測データ入力方法である場合、システムは単語の入力に本発明のフ
ランス語の単語データベースを使用することができる。システムは、ユーザが別言語で音
声を与えるまで、ユーザがデータをフランス語で入力すると考えることができる。本例で
は、対応するキーを押下することによりユーザは次の単語「ｍｅｒｅ」（例えば、フラン
ス語）を入力できる（例えば、ユーザが予測データ入力方法を用いる場合は音声を与える
必要がなく、システムは単語の入力に本発明のフランス語の単語データベースを使用する
ことができる）。
【０２３６】
　ユーザは次いで、最後の部分「ｉｎ　Ｆｒｅｎｃｈ」を本発明のデータ入力システムの
１つにより入力することができる。単語「ｉｎ」に対応するキー押下を与える間、例えば
単語「ｉｎ」の少なくとも１つの文字に対応する音声を与えること（例えば、単語を言う
こと、又は単語の「ａｙ」のような少なくとも１つの文字を言うこと）のような音声情報
を英語で与えることで、ユーザは自動的に英語に切り替えるようシステムに知らせること
ができる。
【０２３７】
　他の手動又は自動切換え方法を考えうることは理解されよう。例えば、ユーザが入力／
選択した言語の以前の単語に基づいて、ユーザが別言語に切り替えるための（例えば、上
記で説明したもののような）情報を与えない場合、システムは次の単語が言語の単語であ
るとみなすことができる。
【０２３８】
　本発明の予測データ入力システムの一実施形態によると、システムによりキャラクタの
ような記号を、単語の一部分のデータベースであるとみなすか（例えば、単語の入力に対
する一連のキー押下の間に、（例えば、音声あり又は音声なしとして予め定義される）そ
の対応するキー押下が与えられるとき、記号は単語予測手順により予測されるべき単語の
部分であるとみなされる）、又は単語外の記号としてみなされるよう予め定義できるかの
いずれかであるか、あるいは両方として予め定義することができる。
【０２３９】
　同じ記号を、第１のキー又は第２のキーとの任意の予め定義された種類の対話に割り当
てることができ、それぞれ、単語の一部分又は単語外の記号とみなすことができる（例え
ば、又は逆も真である）。
【０２４０】
　同じ記号をキーは同じだが２つの異種の情報に割り当てることができる。この場合、キ
ーとの第１の種類の対話を与えることでシステムは記号を単語の一部分の記号であるとみ
なし、キーとの第２の種類の対話を与えることでシステムは記号を単語外の記号であると
みなす（例えば、逆も真である）。
【０２４１】
　同じ記号をキーと情報の種類は同じだが２つの異種の予め定義された音声情報に割り当
てることができる。この場合、キーとの対話と第１の音声情報とを与えることでシステム
は記号を単語の一部分の記号であるとみなし、キーとの対話と第２の音声情報とを与える
ことでシステムは記号を単語外の記号であるとみなす（例えば、逆も真である）。
【０２４２】
　例えば、記号「－」は単語「ｓｅｍｉ－ｆｉｎａｌ」のようなデータベースの単語の一
部であるか、あるいは公式で使用されるか又は２つの独立した単語間の区切り文字（例え
ば、「ｓｉｎｇｌｅ－ｄｏｕｂｌｅ」）として使用されるような単語外の文字であること
ができる。予め定義されたユーザの行動のような予め定義された対話（例えば、キー対話
の種類、及び／又は音声情報）によりシステムに記号の性質を知らせることができる。例
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えば、単語「ｓｅｍｉ－ｆｉｎａｌ」（例えば、データベース内の単語）を入力するとき
、ユーザは記号「－」に対応する音声を与えずに対応するキーを押下することができる（
例えば、本例では、例えば音声を与えずにキーを１回押下すると、文字「－」はシステム
に対して、キー押下に対応する文字はシステムが予測すべき単語の一部であることを知ら
せることができる）。他方で、例えば、ユーザが記号「－」に対応する音声を発話する場
合、システムは記号を単語外の記号とみなすことができ、記号を前の単語の単語末尾信号
とみなす。例えば、区切り記号を含む２つの単語「ｓｉｎｇｌｅ－ｄｏｕｂｌｅ」を入力
するため、ユーザは単語「ｓｉｎｇｌｅ」に対応するキーを押下し、次いで区切り記号に
対応するキーを押下し、記号を発話することができる。システムは、発話した記号（例え
ば、句読点）が前の単語の一部でないことを理解する。システムは単語「ｓｉｎｇｌｅ」
と区切り文字「－」を入力し、次のキー押下（例えば、及び対応する音声）を次の単語（
例えば、本例では「ｄｏｕｂｌｅ」）の一部であるとみなす。
【０２４３】
　別の例によると、単語「ｓｅｍｉ－ｆｉｎａｌ」（例えば、データベース内の単語）を
入力するときユーザは対応するキーを押下し、それによりユーザが記号「－」に対応する
キーを押下したとき、ユーザは前記記号に対応する予め定義された音声を与えることがで
きる（例えば、本例では、（例えば、音声あり又は音声なしでの）単一押下動作を文字「
－」に対応するキーに与えることで、前記キーの前記キー押下動作に対応する文字は入力
すべき単語の一部であることをシステムに知らせることができる）。文字「－」を割り当
てた（例えば、音声の提供あり又はなしでと予め定義した）前記キー又は別の予め定義さ
れたキーに別の押下動作を予め定義することで、（例えば、予測）システムは前記対話が
与える文字を単語の一部であるとみなさなくてよいことをシステムに知らせることができ
る。
【０２４４】
　上述の原理に基づき、製造者又はユーザにより予め定義された、例えばユーザが与えた
対話の種類に基づいて、本発明のデータ入力システムの記号の各々を単語の一部、又は単
語外、又は両方であるように割り当てることができる。更なる例として、接尾辞「ｔｉｏ
ｎ」のような本発明の単語の一部分を単語の一部とみなし、対応するキーの単一又は二重
押下動作及び単語の一部分に対応する音声の提供といった第１の種類の対話に割り当てる
ことができる。さらに例えば、本発明の同じ単語の一部分（例えば、接尾辞「ｔｉｏｎ」
）を単語外の記号とみなし、対応するキーの単一又は二重グライド動作及び単語の一部分
に対応する音声の提供のような別の種類の対話に割り当てることができる。
【０２４５】
　本発明の予測データ入力システムのような本発明のデータ入力システムに関する本出願
の幾つかのパラグラフでは、単語末尾信号という用語を単語外の文字を説明するために用
いることに留意しなければならない。
【０２４６】
　上述の原理に基づいて、手書き入力及び認識システム、フルキーボード、等のような他
システムが与える（例えば、及び本発明の単語予測システムと併用される）文字のような
記号も、単語の一部分の記号、又は単語外の記号、あるいは両方のいずれかであると予め
定義することができる。
【０２４７】
　前述のように、本発明の予測データ入力システムでは、記号を少なくとも２種類のユー
ザの対話に予め割り当てることができる。この場合、対話の１つにおいて記号は（例えば
、システムの単語辞書の単語と比較して）単語の一部であることができるか、又は記号を
単語外の記号とみなすことができる。例えば、文字「ａ」をキーに割り当て、例えば発話
なしで対応するキーに対応する押下動作を与えることで、単語の一部として入力すること
ができる。他方で、例えば、対応するキーの対応するグライド動作を与えて文字を発話す
ることで、同じ文字「ａ」を単語外の文字をみなし、文字を入力できる。
【０２４８】



(51) JP 5166255 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

　上述の方法の例として、例えば文字「ａ」をキーに割り当て、例えば音声の提供あり、
又はなしで対応キーの単一押下動作のような予め定義された押下動作を与えることで単語
の一部として入力することができる（例えば、前記文字を発話することで前記文字を正確
に入力することができる。また、前記文字を発話しないことで、前記キー押下動作が曖昧
であり、かつキーとの前記予め定義された対話に割り当てた文字「ａ」を含む任意の記号
に対応しうることを、システムに知らせることができる）。他方で、例えば、同じ文字「
ａ」を単語外の文字とみなすことができ、例えば対応するキーとの別の予め定義された対
話（例えば、グライド動作、長時間の押下動作、キーを強く押下すること、第１キーの押
下及び保持動作及び対応キーの押下といった２つのキーの押下、等）を発話あり又は発話
なしで与えることで入力できる（例えば、１つの例によると、前記文字を前記対話及び前
記文字を発話することにより予め正確に入力することができる。別の例によると、前記文
字を、音声がない状態での前記キーの対話を与えて正確に入力されるように前記キーに割
り当てた唯一の文字であると、予め定義することができる。本例では文字の入力を方法の
説明に用いてきたが、音声がない状態での前記キーの対話を与えて入力されるキーに割り
当てた記号は、文字ではなく句読点文字又はコマンド／記号のような記号であることが好
ましい）。
【０２４９】
　説明した例を、文字及び句読点文字のような、本発明のデータ入力システムの任意の種
類の記号に適用できることは理解されよう。
【０２５０】
　前述のように、本発明の予測データ入力システムにおいて、単語末尾信号を使用して、
単語に対応する一連のキー押下（例えば、及び音声情報）の終わりをシステムに知らせる
ことができる。例えば、上述のように、本発明の一実施形態によると、単語末尾信号は単
語外の文字であるか、又は（例えば、予め定義されたキーに対する予め定義された押下動
作のような）文字を与えない信号であることができる。さらに上述のように、本発明の別
実施形態によると、単語末尾信号は（例えば、次の）単語の先頭文字であると定義可能な
文字のようなキャラクタであることができる。これらの事は既に詳述した。
【０２５１】
　本発明の一実施形態によると、（例えば、本発明の予測データ入力システムにおいて）
複数のシフトキーで、様々な種類の情報をデータ入力することができると考えられる。例
えば、最初にシフトキーを押下（例えば、及び保持）して文字に対応する別のキーを押下
することで、大文字を与えることができる。別の方法によると、文字を発話することで、
例えば、
　－文字が大文字であり単語外の文字として予め定義されうること、又は
　－文字が大文字であり（例えば、次の）単語の先頭文字と見なされるよう定義されうる
こと、又は
　－文字が大文字であり現在の単語の一部とみなされうること
　－等
をシステムに知らせることができる。１つの方法によると、例えば、文字を発話しないこ
とで、対応する（例えば、認識した）単語内部の対応する文字が大文字でありうることを
知らせることができる。
【０２５２】
　また例えば、第２のシフトキーは、少なくとも本発明の単語の一部分データ入力システ
ムと併用できると考えられる。例えば、単語の一部分を、第２のシフトキーを押下（例え
ば、及び保持）して単語の一部分に対応する別のキーを押下し、単語の一部分に対応する
予め定義された音声を発話することで与えることができる。また例えば、第２のシフトキ
ーを押下（例えば、保持）し、発話なしで別のキーを押下することは、句読点文字又は関
数のような特殊文字といった他種の記号に対応することができる。
【０２５３】
　タッチスクリーンのようなセンシティブ面を有する装置では、単一又は二重グライド動
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作（例えば、又はタップにグライドを加えた動作）（例えば、キーの）（例えば、及び必
要ならば対応音声）のようなその他又は追加の入力方法を、例えばさらに多くの種類の記
号に対応するデータの入力に備えることができる。例えば、シフトキーの押下（例えば、
及び保持）及び単語の一部分に対応する別のキーの押下の代わりに、その部分を入力する
ために、その部分に対応する対応ゾーン／キーのグライド動作とその部分に対応する予め
定義された音声を発話することを与えることができる。
【０２５４】
　前述のように、本発明の一実施形態によると、本発明の予測データ入力システムは本発
明の文字データ入力システムと本発明の単語の一部分データ入力システムとを含むことが
できる。音声が少ない一部の場合（例えば、少なくとも３つか又は４つの音節といった複
数の音節を単語が有することが望ましい）では、音声を与えることなく対応するキーとの
対話により単語の一部分を入力することができる。ユーザが入力した単語の部分及び他の
部分又は文字に基づいて、システムは対応する単語を認識することができる。
【０２５５】
　本発明の一実施形態によると、本発明の予測データ入力システムの原理に基づいて、各
記号が単語の一部分又は単語外であると予め定義される記号テーブルを考慮することがで
きる。記号の各々を、対応する音声が存在する場合又は音声がない場合（例えば、又は両
方）のいずれかにおいて、対応するキーとの少なくとも１つの予め定義された種類の対話
（例えば、第１キーの押下及び保持動作のようなものと対話すること、及び対応するキー
との予め定義された種類の対話を与えることも、キーとのある種の対話とみなすことがで
きる）に割り当てることができる。記号テーブルを製造者及び／又はユーザにより生成又
は修正することができる。
【０２５６】
　前述のように、本発明の一実施形態によると、面上の４つの異なる位置を叩くことは、
本発明のデータ入力システムが使用する４つのキーに対応することができる。本発明の一
実施形態によると、面上の４つの異なる位置を叩くことで別の対応する音又は振動、等を
与えることができ、システムは音の各々と対応する予め定義された仮想キーとを認識し、
それを本発明のデータ入力システムにより使用することができる。本原理は例えば、（例
えば、本発明のデータ入力システムの原理に基づいて対応する音声と組み合わせた）コン
ピュータの非タッチセンシティブスクリーン上の４つの異なる位置を叩くことによるデー
タ入力に有用でありうる。別の方法によると、（例えば、国際出願ＰＣＴ／ＵＳ／０１／
４９４５０号明細書（「スタイラスコンピュータ」出願）のような本発明者出願の別の特
許出願で前述したように）面上の４つの異なる方向にグライドして４つの異なる音を与え
ることを同じ目的で使用することも可能である。ＰＣＴ特許出願の発明の少なくとも幾つ
かを、本発明の組合せデータ入力システムと組み合わせ／併用することができる。組み合
わせの幾つかは本特許出願で詳述する。
【０２５７】
　前述したように、本発明のデータ入力システムを手書き入力及び認識システムと組み合
わせることができる。やはり前述したように、例えば、本発明の予測データ入力システム
に基づく単語入力中に、単語の文字（例えば、又は単語の一部）のような少なくとも１つ
の正確な文字の各々を入力するためにキー対話を使用及び対応する音声情報を与えること
の代替又は追加として、（例えば、離散的とするために）文字／部分を例えば電子装置の
センシティブ入力面のような対応する入力装置上に（例えば、ユーザにより）書くことが
できる。単語の他の文字に対応する情報は、（例えば、本発明の予測データ入力システム
の原理に基づいて）発話なしで対応キーを押下することであることができる。上記データ
入力システムは（例えば、少なくとも４つのキーを有する）本発明の動的キーパッドのよ
うな、本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明したものといった任意の種類の（例
えば、縮小）キーボードを使用可能であることは理解されよう。
【０２５８】
　（例えば、先行特許出願で説明したように、動的キーパッドシステムは、（タッチセン
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シティブ）面の予め定義していない部分の上の（例えば、仮想）予め定義されたキーパッ
ドモデルとの対話（例えば、押下動作、グライド動作、等）を（例えば、指、スタイラス
ペン、マウス、等により）再現する。面上の位置に与えた対話を認識しかつ位置をキーパ
ッドモデルの対応するキーに関連付ける手順は、互いに関連する予め定義されたキーパッ
ドモデルのキー位置の間の関係と関連した、ユーザが接触した面上の接触位置と他の（例
えば、以前及び／又は次の）異なる位置との間の関係を認識することに基づく。これらの
事は本特許出願で詳述した）。
【０２５９】
　例えば、本発明の（例えば、４つのキーを有する）（例えば、動的）キーパッドを用い
ることで、単語の他の文字の入力に対応して、又はそれを目的として、ユーザは単語の文
字を（例えば、手書き入力／認識システムの入力パネル上、又はデータ入力面に対応する
スクリーン上の任意の位置に）書き、（例えば、前述の）タップ／グライド対話を使用す
ることができる。システムは書き込み動作とタップ動作を容易に区別することができる。
本例では、動的キーパッドを使用して本発明の実施形態の原理を実証したが、上述のよう
に、任意の他のキーパッドを本発明の実施形態と併用することができる。
【０２６０】
　１つの方法によると、書き込み及び／又はタップ動作が同一入力面を使用可能である（
例えば、それらがタッチスクリーン面の任意の位置を使用できる）とき、書き込み／グラ
イド動作は手書き入力に対応することができ、タップ動作はキー押下動作に対応すること
ができる。例として、単語「ｂｏｏｋ」を入力するため、ユーザは文字「ｂ」を（例えば
、対応するスタイラスペン、又はユーザの指により）タブレットＰＣのタッチスクリーン
に書くことで最初の（例えば、正確な）情報を与え、次いで残りの文字「ｏｏｋ」に対応
する、システムと併用した対応キーパッド／キーボードの（例えば、ハード／ソフト／仮
想／動的、等）キーを押下することで第２の（例えば、曖昧な）情報を与えることができ
る。前述のように、ユーザは単語の任意の１つ又は複数の文字を書くことができ、単語の
他の文字に対応するキー押下を与えることができる。別の例によると、単語の先頭文字（
例えば、本例では「ｂｏ」）に対応するキーを押下することで最初の（例えば、曖昧な）
情報を与え、次いで単語の残りの文字（例えば、本例では「ｏｋ」）を電子装置の表面上
に書くことで第２の（例えば、正確な）情報を与えること等によりユーザは単語「ｂｏｏ
ｋ」を入力することができる。
【０２６１】
　本発明のデータ入力システムの任意数のシステム、方法、特徴、等を組み合わせて、対
応する環境で使用可能な特殊データ入力システムを与えうることに再度留意しなければな
らない。
【０２６２】
　前述のように、（例えば、本発明の予測データ入力システムを通した単語入力用の情報
を与えるための）それぞれの異種の入力情報を対応キーとの異種の対話に割り当てること
ができる。例えば、曖昧な文字を小文字で入力することを発話なしでの対応するキーの短
い単一押下動作に割り当てることができ、同一文字を大文字で入力することを発話なしで
のキーの長い押下動作に割り当てることができる。また例えば、正確な文字を小文字で入
力することで対応するキーの短い単一押下動作及び文字の発話に割り当てることができ、
同一の正確な文字を大文字で入力することで対応するキーの長い単一押下動作及び文字の
発話に割り当てることができる。また例えば、単語の一部分の入力を対応するキーの二重
押下又はグライド動作（例えば、及び対応する音声の提供）に割り当てることができる。
また例えば、少なくとも幾つかの句読点又は関数又はコマンドのうち１つの入力で第１の
（例えば修飾／シフト）キーの押下及び保持及び発話あり／発話なしでの対応キーの押下
動作の提供に割り当てることができる、等である。
【０２６３】
　上記で述べた対話及び割当ては実証のみに使用されることは理解されよう。任意の（例
えば、種類の）対話、及び対話に対する（例えば、任意の種類の）記号割当てを、説明し
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た原理に基づいて考慮することができる。
【０２６４】
　本発明の予測データ入力システムに対応するシステムが提示した所望でない単語の補正
に関する様々な方法は前述した。他の補正方法を考慮することもできる。例えば、所望で
ない単語を選択／ポインティングしたとき、１つの方法によると、所望の単語がの所望で
ない単語と同じ（先頭）文字で始まる場合、ユーザは発話なしで予め定義されたキーの押
下といった予め定義された信号を与えることができる。システムは単語グループから、所
望でない単語と同じキー押下に対応し、かつ所望でない単語と同一文字で始まり、さらに
好ましくは単語グループの文字で始まる単語の中で次に高い優先度を有する、別の単語を
提示することができる。また例えば、所望の単語が所望でない単語と同一の（先頭）文字
で始まらない場合、ユーザは所望の単語の先頭文字に対応する音声を与えること（例えば
、又は書くこと）ができる。システムは単語グループから、所望でない単語と同一のキー
押下に対応しかつユーザの音声（例えば、又は手書き文字）に対応する文字で始まり、さ
らに好ましくは単語グループの文字で始まる単語の中で最優先度を有する単語を提示する
ことができる。
【０２６５】
　上述の方法に対応する例として、キーパッド１３９００を考慮し、図１５にテーブル１
３９０９を示す。テーブル１３９０９は、キー押下列１３９０４、１３９０３、１３９０
１（例えば、それらのキー押下値は「４３１」である）に対応する、システムの単語デー
タベースの単語を含む。前述のように、１つの方法によると、キー押下列１３９０４、１
３９０３、１３９０１を発話なしで与えることは、それらの単語の中で最優先度を有する
単語「ｎｏｗ」に対応することができる。単語がテキストの入力中に与えた所望でない単
語である場合、単語を選択／ポインティングしつつ、ユーザが例えば音声を与えずに予め
定義された（例えば、補正）キーを押下するならば、システムは文字「ｎ」で始まる単語
グループ１３９０６に対応する単語「ｎｖｑ」を提示することができる。この場合、単語
は単語グループの中で単語「ｎｏｗ」の次に高い優先度を有する。また例えば、ユーザが
（例えば、補正キーの押下とともに）「ｄ」の発声のような音声を与える場合、システム
は文字「ｄ」で始まる単語グループ１３９０５の単語の中で最優先度を有する単語「ｄｏ
ｅ」を提示することができる。（例えば、発話なしで）補正キーの追加の押下動作により
グループ１３９０５の別の単語（例えば、本例では「ｄｙｅ」）を与えることができ、こ
の場合、単語は単語グループ内で単語「ｄｏｅ」の次に高い優先度を有する。（例えば、
発話なしで）補正キーのさらに別の追加の押下動作によりグループ１３９０５の別の単語
（例えば、本例では「ｄｏｗ」）を与えることができ、この場合、単語は単語グループ内
で単語「ｄｏｅ」と「ｄｙｅ」の次に高い優先度を有する、等である。
【０２６６】
　１つの補正方法によると、ユーザがシステムにより提示された所望でない単語の補正に
進み、例えば補正キーを押下し、所望でない単語と同一の先頭文字を有する所望の単語の
先頭文字を発話する場合、システムは所望でない単語と同一のキー押下に対応しかつ文字
で始まる単語グループの中から単語を提示することができる。この場合、提示した単語は
単語グループの中で所望でない単語の次に高い優先度を有する。
【０２６７】
　別の補正方法によると、ユーザがシステムにより提示された所望でない単語の補正に進
み、例えば補正キーを押下し、所望でない単語と同一の先頭文字を有する所望の単語の先
頭文字を発話する場合、システムは所望でない単語と同一のキー押下に対応し、かつその
文字で始まる単語グループの中から単語を提示することができる。この場合、提示した単
語は単語グループの中で最優先度を有する（例えば、所望でない単語が単語グループの中
で最優先度を有する場合、システムはその単語を再度提示することができる）。
【０２６８】
　１つの補正方法によると、幾つかの場合では補正手順は更に空白文字を与えることがで
きる。例えば、単語に対応する情報（例えば、キー押下、及び必要ならば音声）に対する
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入力の直後、及び空白文字のような単語末尾信号の入力前にユーザが現在提示された単語
の補正を望む場合、ユーザはスペースキー又は補正キーを押下することのような予め定義
された信号を与え、対応する音声を発話する（例えば、所望の単語の先頭文字を発話する
）ことができる。システムはそれに応じて単語を置換し、単語の後に空白文字を与えるこ
とができる。
【０２６９】
　上述の補正方法の代わりにユーザは任意の他の補正方法を使用可能であることは理解さ
れよう。その補正方法には例えば、単語の文字の一部又はすべてを発話することといった
前述したものの１つがある。
【０２７０】
　本発明の一実施形態によると、システムはユーザのテキスト入力習慣を自動的に学習す
ることができ、ユーザによる単語使用頻度に基づいてユーザの使用単語に対応する優先度
を与えることができる。
【０２７１】
　前述のように、文字を入力するためユーザは文字を割り当てたキーを押下し、文字に対
応する音声を与える（例えば、文字を発話する）ことができる。一実施形態によると、例
えば文字が子音の場合、音声は次に少なくとも母音音素が続く子音音素の発音であること
ができる。１つの方法によると、母音音素は言語の少なくとも任意の母音音素であること
ができる。例えば、対応するキーを押下して以下の組合せのうち少なくとも１つを言うこ
とで、文字「ｔ」を入力することができる。
　－「ｔａ」（例えば、単語「ｔａｐ」の先頭の音声に対応する）
　－「ｔｅ」（例えば、単語「ｔｅｓｔ」の先頭の音声に対応する）
　－「ｔｅ」（例えば、単語「ｔｅｅ」の先頭の音声に対応する）
　－「ｔｏ」（例えば、単語「ｔｏｌｄ」の先頭の音声に対応する）
　－「ｔｕ」（例えば、単語「ｔｕｎｅ」の先頭の音声に対応する）
　－「ｔｉ」（例えば、単語「ｒｉｄｅ」の先頭の音声に対応する）
【０２７２】
　本方法を本発明の組合せ（例えば、予測を含む）データ入力システムと併用することが
できる。例えば、単語「ｔｅｓｔ」を入力するため、ユーザは文字「ｔ」に対応するキー
を押下し、（単語の対応する（例えば、最初の）音節の母音に対応する）「ｔｅｈ」 と
言い、発話なしで単語の残りの文字に対応するキーを押下することができる。また例えば
、単語「ｔｏｌｄ」を入力するため、ユーザは文字「ｔ」に対応するキーを押下し、「ｔ
ｏｈ」と言い、発話なしで単語の残りの文字に対応するキーを押下することができる。一
部のユーザに対しては、これは文字を言う（例えば、「ｔｉ」と言う）ことよりもユーザ
フレンドリーでありうる。前述のように、ユーザは子音とそれに続く母音よりも多くのも
のを与えうることは理解されよう。例えば、ユーザは対応する単語の最初の子音、それに
続く母音、及びそれに続く子音を発音することができる。これらの事は、本明細書に記載
した本発明者出願の引用で既に詳述した。
【０２７３】
　前述のように、ユーザの音声の代わりに、他のユーザ対話をユーザのキー対話と組み合
わせ可能であることに留意しなければならない。ユーザの思考に基づく文字入力の実験を
研究室で行っている。例えば、まだ実現されていないが、文字のような記号を入力するた
めにユーザは対応する文字を押下して文字を考えることができる。データ入力の正確性を
強化するように、記号を対応するキーパッドのキーに分散することができる。
【０２７４】
　前述のように、ユーザの音声に対する追加／置換として、文字のような正確なキャラク
タを入力する他のシステムを（例えば、実質的に言語のすべての文字が割り当てられる４
つのキーのような少数のキーを用いる）本発明の予測データ入力システムと併用すること
ができる。やはり上述したように、（文字グループに対応する）曖昧な文字に対応する入
力信号を与えるシステムの入力手段との対話に加えて、本発明のデータ入力システムは、
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（例えば、システムの曖昧な４つのキーに加えてＱＷＥＲＴＹ型キーボードを用いる）仮
想又は物理キーボード、（例えば、正確な文字を入力するための）手書き入力及び認識方
法、等との対話のような、正確な文字の提供に対応する所与の他の入力信号を使用するこ
とができる。
【０２７５】
　図１６ａは例として、（例えば、それぞれのキー上に示すように）言語の文字が割り当
てられる４つのキーを有する多方向キーパッドを示す。例えば、キーの中央で押下するこ
とでキーに割り当てた文字の１つを曖昧に入力することに対応できる。所望の単語に対応
する上記キー押下列を予測データ入力システムにより考慮して、少なくとも１つの対応す
る単語を与えることができる。他方で、キー上の文字（例えば、文字ゾーン）のようなキ
ャラクタの押下動作によりキャラクタを正確に入力することができる。例えば、図１６ａ
のキーパッド１４０００を考慮すると、キー１４００２、１４００１、１４００３、１４
００２の（例えば、中心の）押下動作列は単語「ｔｅｓｔ」、及び「ｂｅｓｔ」に対応す
ることができる。単語「ｂｅｓｔ」は一般に高い使用頻度を有する。したがって、システ
ムは押下動作の結果として単語を提示することができる。本例では、ユーザが単語「ｔｅ
ｓｔ」の入力を望む場合、ユーザは最初にキー１４００２の１４００５の文字「ｔ」（例
えば、そのゾーン）を押下し、キー１４００１、１４００３、１４００２の中心を押下す
ることができる。システムは、キー１４００２、１４００１、１４００３、１４００２の
キー押下列に対応する単語は「ｔ」で始まることを理解する。したがって本例では、シス
テムは単語「ｔｅｓｔ」を提示することができる。
【０２７６】
　図１６ｂは例としてキーパッド１４０１０を示す。キーパッド１４０１０はタッチセン
シティブキーを有し、キーパッド１４０１０のキーの対応するゾーンに触れることで多方
向キーパッド１４０００の機能性を再現する。本例において、別の入力方法によると、キ
ーパッド１４０１０のキーの任意のゾーンに対する押下動作はキー上の曖昧な文字に対応
することができ、例えばキー上の（例えば、キーに印字した）文字に向かうか又はその上
のキーのグライド動作は、キー上の（例えば、正確な）文字に対応することができる。
【０２７７】
　本発明の（例えば、組合せ）データ入力システムの少数のキーに対する記号割り当ての
原理に基づいて、数字、句読点文字、コマンド、関数、等のような任意の特殊文字を、音
声の提供あり又はなしでキー（例えば、又は追加のキー）との予め定義された対話に割り
当てることができる。
【０２７８】
　単一の文字／キャラクタも本発明の予測データ入力システムにおいて互いに対する優先
度を有することができる。例えば、（例えば、英語を考慮することで）文字「ａ」及び「
ｉ」は明らかに、他の英語の文字に対して高い使用頻度／優先度を有することができる。
例えば、図１６ａのキーパッド１４０００を考慮すると、文字「ｍ」、「ａ」、「ｓ」、
及び「ｉ」はそれぞれの対応するキー１４００１、１４００２、１４００３、１４００４
の他の文字に対して最優先度を有することができる。ユーザは、文字への優先度割当てに
よりキー押下のみに基づいて一部の単語を入力する利益を得ることができ、割当てがなけ
れば幾分かの音声を必要とするだろう。例えば、キーパッド１４０００を考慮すると、ユ
ーザが発話なしで対応するキー１４００２、１４００３を押下することで単語「ａｓ」を
入力したい場合、システムは同一のキー押下列に対応するがより高い使用頻度／優先度を
有する単語「ｔｏ」を提示することができる。単語「ａｓ」を発話なしで入力するため、
ユーザは文字「ａ」に対応するキー１４００２を押下し、次いで（例えば、対応するキー
を押下することで）空白文字（のような任意の文字）を与えない単語末尾信号を与え、次
いで文字「ｓ」に対応するキー１４００３を押下することができる。本例では、文字「ａ
」がキー１４００２（例えば、その単一押下動作）に割り当てた文字の中で最優先度を有
する。システムは文字を提示する。単語末尾信号を与えることで、システムは文字を保持
し、次の単語入力用のキー押下が次／別の単語の入力に対応することを知る。本例では、
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文字「ｓ」がキー１４００３（例えば、その単一押下動作）に割り当てた文字の中で最優
先度を有する。発話なしでキー１４００３を押下することで、システムは文字「ｓ」を提
示し、それを文字「ａ」の直後に印字して単語「ａｓ」を与える。
【０２７９】
　手書き入力及び認識システムを本発明の（例えば、予測）データ入力システムと併用す
ることは既に説明した（例えば、システムのキーパッドと対話し、正確な文字を面上に書
くことで、例えば本発明の予測システムがより正確に単語を予測することを支援する）。
本発明の一実施形態によるとユーザは、システムのキーパッドの（例えば、センシティブ
／仮想）キー／ゾーン上の文字のような、文字に対応するキャラクタを書くことができる
。手書き認識システムはユーザの書いた文字を、キー／ゾーンに割り当てた文字の１つと
照合することができる。したがって、処理時間を削減することができ、認識の正確性を向
上させることができる。
【０２８０】
　手書き入力を、面上でスタイラスペン又はユーザの指のような手段を用いて書くことに
より実施することができる。本発明の一実施形態によると、（例えば、タッチセンシティ
ブ面を有する装置の反対側に置いた）本システムのキーパッドの分割版を用いるとき、ユ
ーザは対応する親指でキーを押下し、必要ならば指（例えば、親指、人差し指、等）で面
に書いて、本発明の（例えば、予測）データ入力システムと併用可能な正確な文字を与え
ることができる（例えば、手書き入力／認識システムで単語の少なくとも１つの文字を正
確に入力することからなる第１の種類の情報を与えること、及び単語の残りの文字の少な
くとも幾つかに対応する（例えば、曖昧な）キー押下を与えることからなる少なくとも第
２の種類の情報を与えることにより、予測データ入力システムを通して単語を入力するこ
とは上で詳述した）。
【０２８１】
　前述のように、本発明のデータ入力システムを任意のアプリケーション又は装置と併用
することができる。有名な装置の１つはｉＰＯＤ音楽／メディアプレイヤーである。装置
は、円形タッチセンシティブ面の円形グライド動作によりメニューをスクロールすること
からなるコンテンツ検索手段を有する。コンテンツリストが長い場合、手順は時間を浪費
するものとなる。本発明のデータ入力システムは検索（例えば、及び選択）手順を置き換
えるか、又はそれを高速にするよう支援するかのいずれかを行うことができる。例えば、
ユーザは所望のコンテンツ（例えば、曲、歌手、又はその両方、等）に対応する１つ又は
複数の（例えば、先頭）文字を入力することができる。装置のポップアップメニューはそ
れに応じて（例えば、少数の）コンテンツをユーザに提示することができ、ユーザは装置
の（例えば、円形）コンテンツ検索手段を用いることで縮小リスト内を検索することがで
きる。
【０２８２】
　ユーザの身体動作（例えば、ユーザのキー押下に対応する音声を与えるユーザの唇の動
作）のような動作を本発明のデータ入力システムと併用することは前述した。動作を本発
明の予測データ入力システムと併用して、ユーザが与えるべき声による音声量を削減する
ことができる。
【０２８３】
　本発明の一実施形態によると、単語の入力中、又は本発明の補正手順を与えてユーザの
（例えば、キー押下列、及び／又は音声）情報に対応する単語リスト内の次の単語へユー
ザが切り替えたいことをシステムに知らせる際に、動作感知手段を本発明の（例えば、予
測）データ入力システムと併用することができる。例えば、動作感知手段は、唇の動きの
ようなユーザの身体動作を検知するカメラを含むことができる。例えば、図１６ａのキー
パッド１４０００を考慮すると、キー１４００２、１４００１、１４００３、１４００２
の（例えば、中心上の）キー押下動作列は単語「ｔｅｓｔ」及び「ｂｅｓｔ」に対応する
ことができる。単語「ｂｅｓｔ」は一般により高い使用頻度を有するであろう。したがっ
て、システムは単語を押下動作の結果として提示することができる。本例では例えば、ユ
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ーザが単語「ｔｅｓｔ」を入力したい場合、対応するキーの押下中に、ユーザは（例えば
、声を出さずに）（例えば、文字「ｔ」、又は「ｎｅｘｔ」、等を言うことで）唇の動作
を与えることができる。対応する装置のカメラは動作を検出することができ、システムは
、唇の動作がユーザにより与えられなかった場合にシステムが通常提示するであろうもの
（例えば、「ｂｅｓｔ」）の後にリスト内の（例えば、２番目に高い優先度／使用頻度を
有する）次の単語をユーザが望むことを理解できる。本システムは読唇及び認識システム
とは異なる。本実施形態においてシステムはユーザの発言を認識する必要がなく、動作が
あったことを検知するだけである。他のユーザの対話及び対応する検出手段を同一目的に
使用可能であることは理解されよう。例えば、カメラの代わりに熱感知手段を使用してユ
ーザの発話を検知することができる。別の実施形態によると、ユーザが与える動作の検知
手段は、携帯電話のような対応する装置内に与えた動作感知手段であることができる。唇
の動作の代わりに、対応するキー押下列を与える際にユーザは装置に予め定義された動作
を与えることができる。
【０２８４】
　前述のように、システムの正確性を向上させるため、（例えば、キー上の）他の記号に
関して曖昧に類似する音声を有する幾つかの記号に対して、異なる音声を割り当てること
ができ、記号が他の記号から区別可能である。例えば、文字「ｍ」の音声（例えば、「ｅ
ｍ」と発音する）を文字「ｎ」の音声（例えば、「ｅｎ」と発音する）からより良く区別
するため、文字「ｍ」の標準的な音声の代替又は追加として、「ｍａ」のような別の音声
を文字「ｍ」に割り当て、文字「ｎ」の音声から区別することができる。
【０２８５】
　上で詳述したように、本発明のデータ入力システムは少なくとも６つのキーを有するキ
ーパッドのような、少数のキーを有するキーパッドを使用することができる。この場合、
言語の実質的にすべての文字が６つのキーに割り当てられる。ＱＷＥＲＴＹキーボードの
順序を再現するようにキーに対して文字を割り当てることができる。例えば、図１７に示
すように、縮小キーボード１４１１０の６つのキーのグループ（例えば、３つの行１４１
１７－１４１１９と２つの列１４１１１－１４１１２）を使用して、ＰＣキーボード１４
１００のＱＷＥＲＴＹ配列を再現することができる（例えば、仮想的に、キーボード１４
１００のアルファベット文字を備える行１４１０７－１４１０９及び列１４１０１－１４
１０２を再現する）。例として、左上のキー１４１１３は文字「ＱＷＥＲＴ」を含み、Ｐ
Ｃキーボード１４１００の上列１４１０７の左側１４１０１のキーにある文字に対応する
ことができる。６つのキーからなるグループの他のキーは同一の原理に従い、ＰＣキーボ
ード１４１００の対応する行及び端のキー上の対応する文字を含む。
【０２８６】
　ＱＷＥＲＴＹキーボードの熟練者は通常、キーボード上のそれぞれの文字の位置を正確
に知っている。運動反射によりユーザはＱＷＥＲＴＹキーボード上で迅速にタイプするこ
とができる。上述の６つのキー上でＱＷＥＲＴＹ配置を再現することで、ユーザは少数の
キーを有するキーボード上でタッチタイプ（高速タイピング）を行うことができる。ユー
ザは例えば、両手の親指（左の親指は左の列、右の親指は右の列）を使用してデータを入
力することができる。これにより、高速なデータ入力を可能とするＰＣキーボード上のタ
イピングを思い出させる。前述のように、例えば、キーの列の各々は電子装置の反対側に
あり、本発明のデータ入力システムと併用することができる。
【０２８７】
　上記の例で説明したキーボードの左側及び右側の文字定義は例として示したに過ぎない
ことは理解されよう。定義をユーザの習慣に従って再検討することができる。例えば、文
字「Ｇ」が左側でなく右側に属すると考えることができる。
【０２８８】
　システムの正確性を向上するために、前述のように、カスタマイズした音声を互いに関
して曖昧に類似する音声を有する（例えば、異なるキー又は同一のキー上の）少なくとも
幾つかの文字（例えば、電話型キーパッドの文字「ｍ」及び「ｎ」、又は図１７のキーパ



(59) JP 5166255 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

ッド１４１１０上の文字「ｍ」及び「ｎ」）に割り当て、文字を互いから区別することが
できる。例えば、文字「ｍ」（例えば、呼称「ｅｍ」）に対して「ｍａ」のような別の呼
称（例えば、音声）を割り当て、それを文字「ｎ」（例えば、呼称「ｅｎ」）から区別す
ることができる。
【０２８９】
　図１７の例を引き続き参照すると、同じ原理を適用して、「ｉ，ｙ」、「ｓ、ｆ」、「
ｄ、ｇ」、「ｊ、ｋ」、「ｚ、ｃ」、等のような曖昧に類似する音声を有する他の文字を
互いに区別することができる。
【０２９０】
　キーパッド、キー構成、キーパッドのキーに対する文字割当てのような記号、記号のカ
スタマイズした呼称、等を例として説明し、示したことは理解されよう。当業界の技術者
は他のキーパッド、キー構成、キーパッドのキーに対する文字割当てのような記号、記号
のカスタマイズした呼称、等を考慮できる。例えば、キーパッドをアルファベット順にす
ることができ、文字割当てのような記号を、（例えば、標準的な音声に加えて）複数のカ
スタマイズした音声を文字に割当て可能なようにすることができる。
【０２９１】
　名前で電話をかけることは、本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明した。名前
で電話をかけることは、例えば同姓同名の２人といった曖昧さを生む原因となりうる。本
発明の一実施形態によると、電話をかけるとき、転送／切替えセンタ、オペレータ、サー
ビスプロバイダ、等が（例えば、要求時に）データベースを使用するか又はその場で情報
を取得して、電話の相手に関する情報をユーザ／呼び出し側に与えることができる。例え
ば、ユーザがユーザの名前に基づいて電話をかけるとき、センタは住所、画像、予め定義
されたフレーズ、パスワードの要求、等のような電話の相手に関する情報を与えることが
でき、その結果、ユーザはシステムが正しい相手に電話をかけることを確実にすることが
できる。電話の相手は個人、会社、及び組織、等であることができる。電話の相手に関す
る情報を電話の相手自身及び／又は第３者が、その場で、又は転送センタが使用するデー
タベースを通して与えることができる。例えば、住所に加えて個人は、自分に電話をかけ
た呼び出し側に少なくとも情報の一部を送信できるように自分の画像、好きな曲、又は他
の情報を転送センタに与えることができ、その結果、呼び出し側は情報に基づいて電話の
相手の信頼性を検証し、それに基づいて電話を確認又はキャンセルすることができる。ユ
ーザに与えた情報は声であることができるか、又は情報をユーザの電子装置（例えば、電
話）のディスプレイに表示できることに留意しなければならない。
【０２９２】
　前述のように、少数のキーと単語入力用の音声とを使用する本発明の予測データ入力シ
ステムを用いるとき、音声の使用の代替又は追加として、単語の少なくとも１つの文字を
手書き（及び認識）システム、又は（例えば、メカニカル、仮想、等の）キーボードのよ
うな他のデータ入力手段又は方法を用いて正確に入力することができる。この場合、キー
ボード（例えば、標準的なＱＷＥＲＴＹキーボード）のキー（例えば、一部の場合では複
数のキー）の予め定義された押下動作が一般に単一の文字又は関数に対応する。これらの
事は既に前述した。前述のように、他の入力手段又は方法は異なる形態を有してもよいこ
とは理解されよう。例えば、キーボードは、装置の（例えば、タッチスクリーンの）反対
側で２つの半円部に分離するか又は２つの４分割の円部分に分離した、標準的なＰＣキー
ボード形、円形、等を有するオンスクリーンキーボードであることができる。
【０２９３】
　別の例として、図１８はタッチスクリーンディスプレイを有するタブレットＰＣのよう
な電子装置１４２００を示す。少数のキー（例えば、本例では２つのグループ１４２０５
及び１４２０６に分離したメカニカルキー）を用いる本発明の予測データ入力システムを
装置内部に統合してある。例として、及び前述したように、４つのキー１４２０１、１４
２０２、１４２０３、１４２０４（例えば、それぞれ、キーパッドモデル１４２１０のキ
ー１４２１１、１４２１２、１４２１３、１４２１４を再現する）に対し、４つのキーの
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各々が（例えば、対応する）キーに割り当てた文字グループの任意の文字を曖昧に表すよ
うに、言語の実質的にすべての文字を割り当てることができる（例えば、４つのキーのよ
うな少数のキーに言語の文字を割り当てること、及び本発明の予測データ入力システムで
キーを使用することは既に詳述した）。本例では、少数のメカニカルキーに加えて、（例
えば、前述のように）正確な文字を与える（例えば、２つの部分１４２０７、１４２０８
に分割した）オンスクリーンキーボードを、本発明の（例えば、予測）データ入力システ
ムと利用可能である。例として、単語の入力中に、本発明の予測データ入力システムを通
してオンスクリーンキーボードを使用して１つ又は複数の単語の文字を正確に入力するこ
とができる。例えば、単語「ｄａｙ」を入力するために、ユーザは最初にオンスクリーン
キーボードのキー１４２０９を押下して文字「ｄ」を正確に入力することができる。ユー
ザは次いで文字「ａ」、及び「ｙ」に対応する曖昧なキー１４２０２及び１４２０３を押
下することができる。与えた情報に基づいてシステムは、入力情報に対応する単語の中で
最優先度を有する単語「ｄａｙ」を与える（例えば、本例では、曖昧なキーの列１４２０
４、１４２０２、１４２０３を押下することは、単語「ｄａｙ」より高い優先度を有する
単語「ｉｔｓ」に対応することができる）。
【０２９４】
　上で示した例は実証の目的のみに使用されることに留意しなければならない。前述のよ
うに、（例えば、異なる形態を有する）他の入力手段を使用して正確なキャラクタ（例え
ば、文字）又は関数を入力可能であることは理解されよう。
【０２９５】
　本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明したように、少数の（例えば、メカニカ
ル、仮想、等の）キーを有する外部（例えば、携帯）キーパッドと、マイク、カメラ、マ
ウス、等のような幾つかの他のコンポーネントとを、本発明のデータ入力システムと併用
されるように製造することができる。
【０２９６】
　本発明の一実施形態によると、外部キーパッドは、（例えば、使用中でないときは）対
応装置に取り付け可能又は対応装置内に収容可能なように設計した、取り外し可能／取り
付け可能なキーパッドであることができる。例えば、キーパッドは対応装置の外面に取り
付け可能な平面形状を有するか、又はキーパッドをＰＣＭＣＩＡカードの形を有するよう
設計して装置のＰＣＭＣＩＡスロット内にスライド可能とすることができる。キーパッド
を対応装置に対して、無線又は有線で接続することができる。
【０２９７】
　一実施形態によると、外部キーパッドは再充電可能なバッテリーを含むことができ、キ
ーパッドをその対応装置に取り付ける（例えば、ＰＣＭＣＩＡスロット内にスライドする
か、又はＵＳＢポート内に引っ掛ける、等）際に装置を通してバッテリーを充電すること
ができる。
【０２９８】
　キーパッドは任意の他の形状を有することが可能で、その対応装置に任意の他の手段に
より取り付け可能で、任意の他の手段を使用して再充電可能であることは理解されよう。
例えば、キーパッドはクレジットカードの大きさを有することができる。
【０２９９】
　前述のように、システムの単語辞書内に少なくとも一部が存在する単語を、本発明の組
合せデータ入力システムを通して入力することができる。本発明の一実施形態によると、
単語を入力するため、ユーザは予め定義された分割入力信号（例えば、１つ又は複数の予
め定義されたキーとの予め定義された対話）を、単語の２つの連続部分に対応する入力情
報（例えば、キー押下、及び与えられれば音声）の間に与えることができ、その結果、シ
ステムに単語の先行部入力の最後及び／又は後続部入力の開始を知らせることができる。
この場合、単語の後続部に対応する入力（例えば、キー押下、及び必要／望むならば恐ら
く音声）情報の（例えば、最終的には、本発明の単語予測システムを用いる場合は検索手
順を含む）プロセス中に、システムは単語の後続部より前の部分に対応する入力情報（例
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えば、キー押下及び音声）を考慮しなくてもよい。
【０３００】
　単語は、部分の各々がシステムの単語辞書のエントリ（例えば、単語、単語の一部分の
ような項目）であるような複数の部分の１つを組み合わせたもの、及び／又はシステムの
単語辞書のエントリでない（例えば、システムの単語辞書内部に含まれない）１つ又は複
数の部分であることが可能であることは理解されよう。単語をユーザにより別々の部分に
任意に分割可能であることに留意しなければならない。
【０３０１】
　上記で説明した複合語の可能性の１つに対する例として、単語（例えば、２つの部分「
ｐｃ」と「ｂｏａｒｄ」に分割可能な単語「ｐｃｂｏａｒｄ」）を一連の単一文字の入力
（例えば、本例では、本発明の文字毎のデータ入力システムにより文字「ｐ」と「ｃ」を
入力）の最後に入力するとき、ユーザは分割入力信号を入力して、ユーザがその単語の新
規部分（例えば、本例では本発明の予測データ入力システムにより入力可能な、部分／単
語「ｂｏａｒｄ」）を入力したときにシステムが検索手順において先行部分（例えば、本
例では単一文字の列）を考慮しなくてよいことをシステムに知らせることができる。複合
語（例えば、「ｈａｎｄｈｅｌｄ」）は、システムの単語辞書内に含めることが可能な少
なくとも２つの連続部分（例えば、単語の一部分）（例えば、「ｈａｎｄ」と「ｈｅｌｄ
」）から構成可能であることは理解されよう。この場合、例えば、両方の部分を本発明の
予測データ入力システムにより入力することができ、２つの部分のうち1つ目の部分を入
力する最後に分割入力信号を与えることができる。
【０３０２】
　前述のように、本発明の予測データ入力システムを用いて単語を入力するとき、第１の
検索‐選択手順によると、ユーザの入力情報（例えば、キー押下、及び与えられれば音声
）の提供中に、入力情報のそれぞれの例（例えば、それぞれの連続的なキー押下、及び与
えられれば対応する音声）に対し、システムは単語各々の文字列全体が与えられた入力情
報に対応するようなシステムの単語データベースの単語の中で、最優先度を有する単語を
その例になるまで与える（例えば、ユーザに示す）ことができる。例として、図１９ａの
キーパッド１４３００を考えると、ユーザが（例えば、本例では、音声を与えずに）単語
「ｆｏｒｇｅｔ」の入力を試みる場合、ユーザはキー１４３０２、１４３０３、１４３０
２、１４３０３、１４３０１、１４３０２を押下することができる。テーブル１４３０９
は、例としてシステムの単語データベースを示す。テーブル１４３０５は、例として、シ
ステムの単語データベースの６つの単語１４３０６を示す。これらは、単語「ｆｏｒｇｅ
ｔ」の入力中に発話なしで与えた連続的なキー押下（例えば、１番目のキー押下、１番目
と２番目のキー押下、１番目と２番目と３番目のキー押下、等）を与えることからなる入
力情報の６つの例に対応する。この検索方法、選択方法、及び単語の提示方法は既に詳述
した。
【０３０３】
　前述のように、１つの方法によると、入力情報のそれぞれの例において、その文字のす
べてがユーザの入力情報（例えば、キー押下、及び与えられれば音声）に対応する単語を
本発明の単語予測システムが発見しない場合、システムはその先頭文字が入力情報に対応
する長い単語をデータベースから探し、その先頭文字が入力情報に対応する単語の中で最
優先度を有する単語の（例えば、少なくとも）対応する先頭文字を一般に提示可能である
ことに留意しなければならない。先頭文字が入力情報に対応する長い単語をシステムが発
見しない場合、システムの予め定義されたアーキテクチャに依存して、システムは例えば
予め定義された文字（例えば、最後のキー押下に対応する文字、及び与えられていれば音
声）を、ユーザに提示した（例えば、その単語入力以前に与えられた入力情報の例に対応
する）最後の文字列（例えば、単語）の末尾に追加することができる。
【０３０４】
　また、前述のように、第２の検索‐選択手順によると、ユーザの入力情報（例えば、キ
ー押下、及び与えられれば音声）の提供中に表示ユニットのちらつきを削減するため、入
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力情報のそれぞれの例（例えば、それぞれの連続的なキー押下、及び与えられたものがあ
れば音声）に対し、システムは、少なくとも先頭文字が入力情報（例えば、その例）（例
えば、その時点まで与えられる、単語に対応する入力情報）に対応するシステムデータベ
ースの単語の中で、最優先度を有する単語の少なくとも（例えば、対応する）先頭文字を
与える（例えば、ユーザに示す）ことができる（例えば、そのように設計する場合、シス
テムは単語の残りの文字も示すことができる。残りの文字を先頭文字から分離するため、
システムは例えばそれらをカーソルの後に置くか、又は別の色で印字することにより、目
立つように印字することができる）。例として、図１９ａのキーパッド１４３００を考え
ると、ユーザが（例えば、本例では、音声を与えずに）単語「ｆｏｒｇｅｔ」の入力を試
みる場合、ユーザはキー１４３０２、１４３０３、１４３０２、１４３０３、１４３０１
、１４３０２を押下することができる。テーブル１４３０７は、例として、６つの文字列
１４３０８を示す。これらは、単語「ｆｏｒｇｅｔ」の入力中に（例えば、本例では、発
話なしで）連続的なキー押下（例えば、１番目のキー押下、１番目と２番目のキー押下、
１番目と２番目と３番目のキー押下、等）を与えることからなる入力情報の６つの例に対
応する。この場合、単語の各々は、単語「ｆｏｒｇｅｔ」の入力中に与えた入力情報（例
えば、本例では、発話なしで与えたキー押下列）の同じ対応する例に少なくとも単語の先
頭文字が対応するシステムの単語データベースの単語の中で、最優先度（例えば、最高使
用頻度）を有する。本手順によると、例として、ユーザが第１のキー１４３０２を押下す
るとき、システムはシステムの単語データベース１４３０９の単語の中で、ユーザが与え
た第１のキー押下に対応する文字で始まり最高使用頻度を有する単語「ａｎｄ」の文字「
ａ」を表示することができる。ユーザは次いで、第２のキー１４３０３を押下することが
できる。システムは、ユーザが与えた第１及び第２のキー押下に対応する文字で始まるシ
ステムの単語データベース１４３０９の単語の中で最高使用頻度を有する対応単語「ｔｏ
」の少なくとも先頭文字（例えば、この場合、すべての文字）に対応する文字列「ｔｏ」
を提示することができる。ユーザは次いで、第２のキー１４３０２を押下することができ
る。システムは、ユーザが与えた第１及び第２及び第３のキー押下に対応する文字で始ま
るシステムの単語データベース１４３０９の単語の中で最高使用頻度を有する対応単語「
ｆｏｒ」の少なくとも先頭文字（例えば、この場合、すべての文字）に対応する文字列「
 ｆｏｒ」を提示することができる。ユーザは次いで、第４のキー１４３０２を押下する
ことができる。システムは文字「ｇ」を、既に表示されている文字列「ｆｏｒ」に追加し
（例えば、ディスプレイはちらつかない）、ユーザが与えたキー押下に対応する文字で始
まるシステムの単語データベースにある単語の中で最高使用頻度を有する対応単語「ｆｏ
ｒｇｅｔ」の先頭文字に対応する文字列「 ｆｏｒｇ」を与えることができる。ユーザは
次いで、第５のキー１４３０１を押下することができる。システムは文字「ｅ」を、既に
表示されている文字列「ｆｏｒｇ」に追加し（例えば、ディスプレイはちらつかない）、
ユーザが与えたキー押下に対応する文字で始まるシステムの単語データベースにある単語
の中で最高使用頻度を有する対応単語「ｆｏｒｇｅｔ」（例えば、その先頭文字）に対応
する文字列「 ｆｏｒｇｅ」を与えることができる。ユーザは次いで、第６のキー１４３
０２を押下することができる。システムは文字「ｔ」を、既に表示されている文字列「ｆ
ｏｒｇｅ」に追加し（例えば、ディスプレイはちらつかない）、ユーザが与えたキー押下
に対応するシステムの単語データベースにある単語の中で最高使用頻度を有する対応単語
「ｆｏｒｇｅｔ」を与えることができる。
【０３０５】
　示したように、検索‐選択手順の各々による単語「ｆｏｒｇｅｔ」の入力中に、与えら
れた提示した文字列１４３０６、１４３０８と比較することで、第２の検索‐選択手順を
用いる際は表示ユニットがあまりちらつかないことに気づくであろう。
【０３０６】
　本発明の一実施形態によると、第１及び第２の手順を組み合わせて、両方の手順をユー
ザに与えうる効率的な第３の手順を与えることができる。単語入力に対する入力情報のそ
れぞれの例において、その時点までユーザが与えた入力情報にすべての文字が対応する単
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語の中で最優先度を有する単語と、その時点までユーザが与えた入力情報に先頭文字が対
応する単語の中で最優先度を有する単語との両方を示すことで、ユーザが容易で、素早く
、より正確なデータ入力を与えることを支援できる（例えば、前に説明したように、第１
の手順が対応する単語を発見しない場合、第２の手順が提示した対応する単語の先頭文字
を印字／提示することができる）。
【０３０７】
　例として、図１９ｂは本発明の単語データベース１４３１９を示す。図１９ａのキーパ
ッド１４３０９を考慮すると、単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」を（例えば、本例では発
話なしでキー押下を与えることで）入力するために、単語の最初にある４つの先頭文字に
対応するキーを押下した後、（例えば、ステップ４に示す）第１の手順に基づいて、シス
テムはスクリーン１４３１０上のテキストライン１４３１５に第１の単語１４３１１（例
えば、単語「ｉｎｔｏ」）を挿入することで、提示することができ、好ましくは同時に、
第２の手順に基づいてシステムは、例えば第１の単語（例えば、「ｉｎｔｏ」）の下に印
字することで第２の単語（例えば、単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」）１４３１２を選択
肢として提示することもできる。第１の単語１４３１１の末尾に位置するカーソル１４３
１４に加えて、カーソル１４３１３を自動的に第２の単語１４３１２の対応する位置に置
くことができる。継続するために、ユーザは以下の方法の１つを用いるといった様々な選
択肢を有することができる。
　１）所望の単語（例えば、「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」）の次の文字（例えば、「ｒ」
）に対応するキーを押下すること、又は
　２）予め定義されたキーの予め定義された押下動作のような予め定義された入力信号を
与えて、テキストライン１４３１５内で単語「ｉｎｔｏ」を単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ」で置き換えること、又は
　３）予め定義されたキーの予め定義された押下動作のような予め定義された入力信号を
与えて、第１の手順が提示したＮ個の文字を有する第１の単語（例えば、「ｉｎｔｏ」）
を、第２の手順が提示した第２の単語（例えば、「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」）のＮ＋１
個の先頭文字（例えば、「ｉｎｆｏｒ」）で置き換えること。これにより、文字に対応す
るキーを押下する必要なしに所望の単語の少なくとも先頭の正確な文字を入力することが
可能となる。明らかに、追加されたそれぞれの予め定義された入力信号（例えば、予め定
義されたキーの押下動作）は、第２の単語の後続のキャラクタ／文字と同じ文字をＮ＋１
個の文字に追加することができる。又は、
　４）予め定義されたキーの予め定義された押下動作のような予め定義された入力信号を
与えて、第１の単語（例えば、「ｉｎｔｏ」）を、第２の手順が提示した第２の単語（例
えば、「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」）の最長先頭文字列（例えば、「ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
」）で置き換えること。この場合、文字列は、その文字列に対応する同一キー押下に対応
する本発明の単語データベースの単語すべての先頭文字である。
【０３０８】
　本例では、例えば上述の方法３、又は４の１つを使用することで、ユーザは単語「ｉｎ
ｔｏ」を文字列「ｉｎｆｏｒｍａｔｉ」で置き換えることができる（例えば、ステップ５
を参照）。ユーザは次いで（例えば、ステップ６を参照）、例えば、文字「ｖ」に対応す
るキー１４３０４を押下することができる。本発明の単語予測システムに基づいて、シス
テムは文字「ｖ」を文字列「ｉｎｆｏｒｍａｔｉ」の末尾に追加して第１の選択肢として
「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖ」を与えることができ、明らかに単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ
」（例えば、本例では、第１の選択肢として提示した単語の先頭文字を与える組合せ入力
信号が２つの単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」と「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅｌｙ」に対応
し、この場合は単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」が高い優先度を有する）を第２の手順に
よる第２の選択肢として印字することができる。ユーザは次いで（ステップ７を参照）、
文字「ｅ」に対応するキー１４３０１を押下することができる。本発明の単語予測システ
ムに基づいて、システムは文字「ｅ」を第１の文字列「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖ」に追加し
て、単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」を第１の提示語として与えることができる。本ステ
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ップで、システムは第２の手順により単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅｌｙ」（例えば、第
１の選択肢として単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」を与える組合せ入力信号は、唯一の単
語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅｌｙ」の先頭文字に対応することができる）も与えることが
できる。ユーザは空白文字を与えるといった単語末尾信号を与えて、所望の単語「ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｖｅ」の入力を終えることができる。
【０３０９】
　更なる正確性及びディスプレイの更なるちらつき削減のため、単語の入力中にユーザは
本発明の（例えば、押下‐発話）データ入力システムの原理に基づいて対応する音声情報
を与えることもできることに再度留意しなければならない。例として、及び比較の目的で
、図１９ｃに（例えば、上述のように）発話なしで入力情報（例えば、キー押下）を与え
ることで単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」を入力するステップを示し、図１９ｄに入力情
報（例えば、キー押下）を与えることで同じ単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ」を入力する
ステップを示す。この場合、ステップ３で、文字「ｆ」に対応するキー押下に加えてユー
ザは文字を発話する。入力情報を考えることで、システムは第１の手順により単語「ｕｄ
ｆ」を与えることができ、本ステップで第２の手順により単語「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
」を提示することもできる（例えば、本例では、図１９ｃの例による同じ単語の入力と比
較して、初期ステップで単語情報を第２の手順により提示する）。
【０３１０】
　前述のように、本発明の予測データ入力システムを用いるとき、ユーザは空白文字のよ
うな単語末尾信号の入力中に単語を修正することができる。この目的のため、例えば空白
文字を押下するとき、ユーザは単語の少なくとも１つのキャラクタ（例えば、文字）を発
話することができる。少なくとも１つの発話した文字は、単語の任意の文字であることが
できる。例えば、図１９ａのキーパッド１４３００を用いて単語「ｔｈｉｓ　ｗａｙ」を
入力するため、ユーザは最初にキー１４３０２、１４３０１、１４３０４、１４３０３（
例えば、それぞれ、単語「ｔｈｉｓ」の文字に対応する）を発話なしで押下することがで
きる。システムは単語を入力する（例えば、文字に対応するキー押下を与える）最中に任
意の音声を検知できず、したがって、システムはデータベースの単語の中で最優先度を有
する、（例えば、音声がない状態で与えた）キー押下のみに対応する単語（例えば、「ｔ
ｈｉｓ」）を与えることができる。単語の入力の最後に、ユーザは発話なしで「Ｓｐａｃ
ｅ」キーを押下して単語の後に空白文字を入力することができる。ユーザは次いで、例え
ば文字（例えば、文字列）「ｗａ」に対応するキーを発話なしで押下し、文字「ｙ」に対
応するキーを押下して文字を発話することで、単語「ｗａｙ」の入力に進むことができる
。ユーザが与えたキー押下及び音声情報は、システムの単語データベースの少なくとも２
つの単語「ｍａｙ」及び「ｗａｙ」に対応することができる。システムは、ユーザの入力
情報（例えば、ユーザが単語を入力するために与えたキー押下及び音声）に対応する単語
の中で最優先度を有する単語「ｍａｙ」を出力することができる。別の補正方法は前述し
た。本発明の１つの方法によると、単語の入力の最後において、システムが提示した単語
がユーザが望むものでない場合、（例えば、好ましくは）「Ｓｐａｃｅ」キーの押下のよ
うな予め定義された信号を与える間にユーザは単語の（例えば、少なくとも）１つの文字
を単語に対応する追加入力情報として発話することができる。既に与えた（例えば、好ま
しくはすべての）入力情報と追加情報とを考慮することで、システムは新しい検索プロセ
スを与え、新しい結果を与えることができる。本例では、（例えば、好ましくは）「Ｓｐ
ａｃｅ」キーの押下中に、ユーザは文字「ｗ」を言うことができる。既に与えた情報（例
えば、結果として生じる単語「ｍａｙ」）と（例えば、キー１４３０１に対応する）文字
「ｗ」の音声とを考慮することで、システムは（例えば、単語「ｍａｙ」内の文字「ｍ」
を置き換えることで）単語「ｗａｙ」を与えることができる（例えば、本例では、文字「
ｗ」は文字「ｙ」を置換できない。なぜならば、対応するキーの押下と文字「ｙ」を発話
することにより、文字「ｙ」が既に正確に入力されたからである）。本例では、修正とと
もに、システムは単語の後に空白文字を与えうることは理解されよう。別の例では、単語
「ｎｏ」を入力するために、ユーザが発話なしでキー１４３０４、１４３０３を押下する
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場合、システムは、入力情報に対応しかつ対応する最優先度を有する単語「ｉｓ」を与え
ることができる。ユーザは次いで「Ｓｐａｃｅ」キーを押下して、所望の単語「ｎｏ」の
文字の１つ（例えば、「ｎ」）を言うことができる。システムは、ユーザが与えた組合せ
情報（例えば、初期キー押下、及び追加の音声）に対応する単語「ｎｏ」を与えることが
できる。さらに別の例において、単語「ｏｋ」を入力するため、ユーザは発話なしでキー
押下１４３０３、１４３０３を与えることができる。システムは最優先度を有する単語「
ｓｏ」を与えることができる。ユーザは次いで「Ｓｐａｃｅ」キーを押下し、例えば文字
「ｋ」を言うことができる。本例では、文字は２つ（例えば、両方）のキー押下に対応す
る。システムは、キー押下に対応しかつ単語の各々の少なくとも１つの文字が（例えば、
文字「ｋ」に対応するキー押下に対応する位置に）文字「ｋ」を含む単語辞書を考慮する
ことができ、最優先度を有する単語を与える。本例では、単語「ｏｋ」を与えることがで
きる。
【０３１１】
　本発明の補正手順を単語の入力中（例えば、その途中）に実施可能であることに留意し
なければならない。例えば、単語の入力中（例えば、その途中）に（例えば、予め、補正
信号を与えるか、又は与えずに）ユーザが音声情報を与える場合、音声情報は、音声情報
を与える前に単語の入力に与えた予め定義されたキー押下情報に対応することができる。
１つの方法によると、音声情報を与えた後に与えうるキー押下に対応するように、音声情
報を予め定義可能であることに留意しなければならない。
【０３１２】
　多くの場合では発話なしでキー押下することが所望の単語の入力に対して十分であり、
本発明の単語予測データ入力システムの原理によると、装置のスクリーンはキー押下を与
える間に別の単語を与えうることになお留意されたい。（例えば、特に長い単語に対して
）スクリーンのちらつきを削減するか又は時には削除するために、単語に対応するキー押
下の入力中に、ユーザは単語の少なくとも幾つかの（例えば、好ましくは先頭）キャラク
タ／文字に対応する音声情報を与え、文字を正確に入力することができる。これによりス
クリーンのちらつきを大幅に削減することができる。例えば、図１９ａのキーパッド１４
３００を用いることで、キー押下のみで単語「ｆｏｒ」を入力する最中に、システムは文
字列「ａ」、「ｔｏ」、「ｆｏｒ」を提示することができる。例えば、最初のキー押下動
作中にユーザが文字「ｆ」も話したならば、システムは（例えば、本例ではスクリーンの
ちらつきなしで）文字列「ｆ」、「ｆｏ」、「ｆｏｒ」を提示するであろう。
【０３１３】
　前述のように、（例えば、本発明の）単語予測データ入力システムを通した単語の入力
中に、入力情報（例えば、キー押下動作、及び要求されれば音声情報）の実体において、
システムは単語／文字列を提示することができる。この場合、単語／文字列の先頭文字は
、ユーザが与えた（例えば、ディスプレイがちらつく）単語に対応する入力情報の先行実
体において提示した単語／文字列とは異なる。本発明の一実施形態によると、ユーザが先
行文字列を保持して文字列に追加の文字を追加して所望の単語を与えたい場合、ユーザは
予め定義された入力信号を先行文字列に対応する入力情報の後に与えることができる。例
えば、図１９ａのキーパッド１４３００を考慮すると、単語「ｔｈｅｎ」を入力するため
ユーザが対応するキーの単一押下動作を発話なしで与える場合、システムは単語「ｔｈｅ
ｎ」より高い優先度を有する単語「ｂｅｅｎ」を与えることができる。ユーザが与えた最
初の３つのキー押下により単語「ｔｈｅ」を与えることができる。システムに文字列（例
えば，「ｔｈｅ」）を保持することを知らせるために、次の文字（例えば、「ｎ」）に対
応する入力情報を与える前に、ユーザは予め定義されたキーに予め定義された対話（例え
ば、二重押下動作又はグライド動作、等）を与えることができる。ユーザは次いで、文字
に対応する入力情報を与えることができる（例えば、キー１４３０４を押下する）。本発
明の予測システムは文字列「ｔｈｅ」と文字「ｎ」に対応する入力情報とを考慮する（例
えば、かつ文字列に対応する入力情報を考慮しない）（例えば、本例では、予測システム
は、文字列「ｔｈｅ」で始まり文字「ｉｕｃｄｎｖｊ」の１つで終わる単語の中で最優先
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度を有する単語を検索し、単語「ｔｈｅｎ」を与える）。ユーザは次いで、空白文字のよ
うな単語末尾信号を与えて単語の入力を終わらせることができる。
【０３１４】
　前に詳述したように、単語の文字に対応する入力情報は、単語の先行（例えば、及び／
又は後続）文字に関する情報も含むことができる。例えば、キー１４３０１の単一押下動
作により、システムが現在の単語の入力に対する予測手順において文字「ｅｈｍｑｗｚ」
の１つを考慮するよう、単語予測システムに知らせることができる。他方で、やはり例と
して、キー１４３０１に対する別の対話（例えば、二重押下動作、長い押下動作（例えば
、キーを予め定義されたラップ時間だけ押下及び保持する動作）、別のキー及びそのキー
を同時に押下すること、等）により、単語予測システムに例えば現在の入力情報が後続の
単語に属することを知らせることができる（例えば、明らかに、先行の単語の入力が終わ
ることもシステムに知らせる）。以前の実施形態を継続して参照し、上記で説明した原理
を考慮することで、システムに先行文字列（例えば、「ｔｈｅ」）を保持するよう知らせ
る入力信号を、単語（例えば、「ｔｈｅｎ」）の後続文字（例えば、本例では「ｎ」）に
対応する入力情報を与える間に与えることができる。同じ目的のため、別の方法によると
予め定義された音声入力（例えば、「ｋｅｅｐ」、「ｅｎｄ」、等を言うこと）を、後続
文字に対応するキー対話の間又はそれとともに、与えることができる。例えば、文字「ｎ
」に対応するキーの単一押下動作に加えて、ユーザは「ｋｅｅｐ」と言い、システムが文
字列「ｔｈｅ」を、今入力した追加情報（例えば、文字「ｎ」に対応するキーの単一押下
動作）と組み合わせた所望の単語の先頭文字とみなしうることをシステムに知らせること
もできる。
【０３１５】
　先行又は後続文字に対応する入力信号を、単語入力に与えた入力情報内部に含めること
は、ユーザには紛らわしい可能性があるはずである。したがって、（例えば、詳述したよ
うに）入力信号を別々に与えうることが好ましい。
【０３１６】
　図２３は例として本発明のキーパッド１４７００を示す。この場合、ＰＣキーボードの
実質的にすべての記号（例えば、文字、句読点、コマンド、関数）のような記号をキーパ
ッド１４７００のキーに割り当てる。本発明の予測データ入力システムの少なくとも幾つ
かの原理に基づいてキーパッドを生成する。例えば英語の文字を、以下のようにその４つ
のキー１４７０１、１４７０２、１４７０３、１４７０４に割り当てることができる。す
なわち、
　－曖昧に類似する音声を有する文字を、互いから別々に、異なるキーに割り当てる。及
び／又は
　－本発明の単語予測方法を用いることで単語をキー押下（例えば、及び要求／提供され
れば音声）に基づいて入力するときに最高頻度の単語が別のキー押下列に対応することが
好ましいように、文字を互いから別々に異なるキーに割り当てる。その結果、追加の入力
情報（例えば、正確な文字を入力するための音声、手書き、等）を要求せずに単語の文字
／キャラクタに対応するキーを押下／対話することで、（例えば、テキストの入力中に）
多くの場合は意図した単語を入力することができる。また、同じキー押下列に対応する単
語数が最小化されるように割り当て可能であることが好ましい。
　－テキストの入力時にユーザができるだけ等しく４つのキーと対話できるように、文字
を互いから別々に異なるキーに割り当てる。及び／又は
システムが単語の少なくとも幾つかの文字の入力に（例えば、音声情報に対する追加／代
用として）手書きも使用する場合、手書きの正確性を向上するためシステムは、文字を割
り当てた対応センシティブキー上で手書きを行うことで正確な文字／キャラクタの入力を
可能となる。この場合、曖昧な手書きグラフを有する文字を異なるキーに割り当てること
ができる。
【０３１７】
　上述の原理の少なくとも１つに基づく例示的キーパッド１４７００とキーパッドのキー
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への文字割当てとは例として示しており、原理の少なくとも１つに基づくキーパッドのキ
ーに対する他の文字割当てを考慮できることに留意しなければならない。例えば、図８の
キーパッド１３２００（例えば、部分的に示してある。キーパッドは多くの実施形態で説
明したものより多数のキーパッドを有することができる。ここでは、ローマ字／英語のア
ルファベットの文字を割り当てたキーのみ示してある）も上述の原理に基づいて構成して
ある。
【０３１８】
　本発明の予測データ入力システムの原理に基づいて、例としてキー１４７０２の１つを
参照すると、システムは文字「ａｂｆｒｔｘ－＿」１４７０２１（例えば、文字は小文字
である）を、本発明の単語予測システムを通して単語を構成しうる要素の一部とみなすこ
とができる。任意の文字に対応する入力情報は、キーとの第１の予め定義された種類の対
話（例えば、キーの単一押下動作）を与えていることができる。対応する音声を与えない
（例えば、キーとの）第１の予め定義された種類の対話を与えることは、キャラクタ（例
えば、文字）の１つに曖昧に対応することができ、文字の１つに対応する（例えば、予め
定義された）音声を与えることと組み合わせた（例えば、キーとの）予め定義された対話
を与えると、キャラクタ（例えば、文字）を正確に与えることができる。
【０３１９】
　本例では、キー１４７０２との第２の予め定義された種類の対話（例えば、キーの二重
押下動作、（少なくとも）予め定義されたラップ時間だけ押下及び保持する動作、等）は
大文字１４７０２２での任意の曖昧な文字に対応することができ、文字の１つに対応する
音声を与えることと組み合わせた予め定義された対話を与えると、文字を正確に大文字で
与えることができる。キーパッド１４７００を継続して参照する。本発明の予測データ入
力システムの原理に基づいて、例として、キー１４７０２を参照すると、キー１４７０２
との第３の予め定義された種類の対話（例えば、キーの単一グライド動作、修飾キー１４
７０７の押下、及び好ましくは同時に単一押下動作を与えること、等）は、本発明の単語
予測システムを通して単語（例えば、前述のように、単語外の文字）を構成しうる要素の
一部とシステムがみなすことができない文字（例えば、本例では、文字「－」１４７０２
３）に対応することができる。（例えば、発話あり又は発話なしと予め定義した）第３の
種類の対話を与えると、本発明の文字毎のデータ入力システムにより、本発明の単語予測
手順（例えば、その検索及び選択方法）を経ずに対応する文字を与えることができる。
【０３２０】
　本例では、キー１４７０２との第４の予め定義された種類の対話（例えば、キーの二重
グライド動作、修飾キー１４７０７の押下、及び好ましくは同時に二重押下動作を与える
こと、修飾キー１４７０７を押下して好ましくは同時に少なくとも予め定義されたラップ
時間だけ押下及び保持動作を与えること、等）は、本発明の単語予測システムを通して単
語を構成しうる要素の一部とシステムがみなすことができない（例えば、別の）文字（例
えば、本例では、文字「＿」１４７０２４）に対応することができる。
【０３２１】
　説明したキー１４７０２に対応する原理を、本発明の組合せデータ入力システムと併用
される任意のキーパッドのキーに適用することができる。この場合、キーパッドは少数の
キーを有し、少なくとも幾つかのキーの各々は言語の数個の文字を表す。本例では、説明
したキー１４７０２に対応する原理を（例えば、対応する文字を入力するための）キー１
４７０１、１４７０３、１４７０４に適用することもできる。
【０３２２】
　キー１４７０６に関して、本例では、キー１４７０６との第１の予め定義された種類の
対話（例えば、キーの単一押下動作）は、空白文字を与えることに対応できる。そのキー
との第２の予め定義された種類の対話（例えば、キーの二重押下動作）は、（例えば、Ｐ
Ｃキーボードの）「Ｅｎｔｅｒ」コマンドに対応できる。
【０３２３】
　キー１４７０６との第３の予め定義された種類の対話（例えば、キーの単一グライド動
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作、修飾キー１４７０７の押下、及び好ましくは同時に単一押下動作を与えること、等）
は、（例えば、前に詳述したように）本発明の予測方法を通して単語を入力するために、
入力情報の先行実体の提示した先頭文字列を保つことに対応することができる。キー１４
７０６との第４の予め定義された種類の対話（例えば、キーの二重グライド動作、修飾キ
ー１４７０７の押下、及び好ましくは同時に二重押下動作を与えること、修飾キー１４７
０７を押下して好ましくは同時に少なくとも予め定義されたラップ時間だけ押下及び保持
動作を与えること、等）は、「Ｔａｂ」関数に対応できる。
【０３２４】
　上述のキー１４７０６に対応する原理をキー１４７０５に適用することもできる。例え
ば、発話なしでキー１４７０５との第１の予め定義された種類の対話を与えることは、「
ＢｋＳｐ」コマンドを与えることに対応することができる。また例えば、発話なしでキー
１４７０５との第３の予め定義された種類の対話を与えることは、「ＳｕｂＢｋ」（例え
ば、本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明したような、複数の文字を削除する超
／特殊バックスペースコマンド）に対応することができる。
【０３２５】
　キー１４７０７及び１４７０８の各々は、少なくとも修飾（例えば、「Ｓｈｉｆｔ」）
キーとして少なくとも機能することができる。
【０３２６】
　キー１４７０７に関して、本例では、発話なしでキーとの第１の予め定義された種類の
対話を与えることは、「，」文字を与えることに対応できる。文字「（）＠＃‘＄＆」の
任意を入力するため、ユーザはキー１４７０７との予め定義された第１種類の対話を与え
、文字を発話することができる。
【０３２７】
　発話なしでキー１４７０７との第２の予め定義された種類の対話を与えることは、「Ｓ
ｈｉｆｔ」関数に対応することができる。組合せ文字列「’ｓ」、「’ｄ」、「’ｍ」、
「’ｌｌ」（例えば、前に詳述したように、アポストロフィー文字を含む文字列）の任意
を入力するため、ユーザはキー１４７０７との第２の予め定義された種類の対話を与え、
組合せ文字列に対応する音声情報を与えることができる（例えば、記号割当ての別方法に
よると、文字列の各々を文字列の最初の文字を表すキーに割り当てることができる）。
【０３２８】
　キーパッド１４７００を継続して参照する。本発明の予測データ入力システムの原理に
基づいて、例として、キー１４７０７を参照すると、発話なしでキー１４７０７との第３
の予め定義された種類の対話を与えることは「ＣａｐｓＬｏｃｋ」関数に対応できる。本
例では、発話なしでキー１４７０７との第４の予め定義された種類の対話を与えることは
、文字／記号（例えば、本例では、文字「（」）に対応できる。
【０３２９】
　キー１４７０７に対して説明したキー１４７０６に対応する原理（例えば、キー対話、
及び与えられるときは対応する音声）を、キー１４７０８に適用することができる。例え
ば、発話なしでキー１４７０８との第１の予め定義された種類の対話を与えることは、「
，」文字を与えることに対応できる。（例えば、算術）文字「＜＞０－９＋－／＊＝％＃
」の任意を入力するために、ユーザはキー１４７０７との第１の予め定義された種類の対
話を与え、文字を発話することができる。
【０３３０】
　発話なしでキー１４７０８との第２の予め定義された種類の対話を与えることは、「Ｅ
ＯＷ」関数（例えば、前述のように通常は複合語を与えるために用いる単語末尾信号）に
対応できる。任意の数字列（例えば、対応するそれぞれの音声「百」、「千」、「百万」
を有する「００」、「０００」、「０００，０００」）の任意を入力するために、ユーザ
はキー１４７０８との第２の予め定義された種類の対話を与え、数字列に対応する音声情
報を与えることができる。
【０３３１】
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　キーパッド１４７００を継続して参照する。本発明の予測データ入力システムの原理に
基づいて、例として、キー１４７０８を参照すると、発話なしでキー１４７０８との第３
の予め定義された種類の対話（例えば、ここではキー１４７０８と併用している修飾キー
はキー１４７０７であることができる）を与えることは、「Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ」キー
（例えば、前述のように、本発明の予測データ入力システムが提示した単語を補正するた
めの補正／選択手順の開始を示す、補正キーインジケータ）に対応することができる。F
１からF１２のファンクションの１つを与えるため、ユーザは第３の予め定義された種類
の対話を与え、関数に対応する予め定義された音声情報（例えば、ファンクション番号を
言うこと）を与えることができる。
【０３３２】
　本例では、発話なしでキー１４７０８との第４の予め定義された種類の対話（例えば、
ここでは、キー１４７０８と併用している修飾キーはキー１４７０７であることができる
）を与えることは、文字／記号（例えば、本例では、文字「）」）に対応することができ
る。数字と文字を組み合わせた文字列（例えば、０ｔｈ、１ｓｔ、２ｎｄ、３ｒｄ、４ｔ

ｈ、．．．、９ｔｈ）を与えるため、ユーザは第４の予め定義された種類の対話を与え、
組合せ文字列に対応する音声情報（例えば、「ｚｅｒｏ」、「ｆｉｒｓｔ」、「ｓｅｃｏ
ｎｄ」、「ｔｈｉｒｄ」、「ｆｏｕｒｔｈ」、．．．、「ｎｉｎｅｔｈ」とそれぞれ言う
こと）を与えることができる。
【０３３３】
　キーへの記号割当て及び異種の対話は実証として用いているに過ぎないことに留意しな
ければならない。任意の記号を、本例で割り当てたものとは別の（例えば、キー）対話に
割り当てることができる。また、他の（例えば、キー）対話をキーパッドに対して考慮す
ることができる。
【０３３４】
　これまでに言及したように、音声がない場合又は対応する音声が存在する場合のキーパ
ッドのそれぞれのキーに対する数個の予め定義された種類の対話を、（例えば、別の）対
応する記号（例えば、文字、文字列、句読点文字、関数、等）の入力に使用することがで
きる。これらの原理を考慮し、様々な数のキーを用いること等のような他のパラメータも
考慮することで、多種のキーボードを与えて本発明の（例えば、予測）データ入力システ
ムと併用することができる。例えば、少なくとも１つのＰＣキーボード機能（例えば、Ｃ
ｔｒｌ、Ａｌｔ、Ｄｅｌ）をキー１４７０７に割り当てることができる。この場合、任意
の機能を、対応する対話（例えば、本例では、キー１４７０７に対する第４の予め定義さ
れた種類の対話を与え、キーボード機能に割り当てた対応する予め定義された音声情報を
与えること）を与えることで入力することができる。
【０３３５】
　前述のように、本発明のデータ入力システムを、ｉＰＯＤプレイヤーと併用してコンテ
ンツ（例えば、曲、映画、等）を検索及び／又は選択するもの（例えば、オーディオ、ビ
デオ、等）といった、円形タッチセンシティブ面と併用することができる。（例えば、コ
ンテンツをリストから選択するための）円形面上のグライド動作に加えて、円形面は（例
えば、面の予め定義された部分に対する）タップ動作に応答して、テキストのようなデー
タを入力するための本発明のデータ入力システムと併用されるキーパッドを再現すること
もできる。図２０は例として、上述の円形タッチセンシティブ面を示す。円形面は数個の
予め定義されたゾーンを有することができる。この場合、それぞれのゾーンはシステムの
予め定義された（例えば、仮想）キーパッドのキーに対応することができる。本例では、
ゾーン１４４０１から１４４０６は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明した
、少なくとも本発明の幾つかのキーパッドの原理を再現することができる。例えば、４つ
のキー１４４０１、１４４０２、１４４０３、１４４０４に、言語の実質的にすべての文
字を分散的に割り当てることができる。
【０３３６】
　本発明の一実施形態によると、ゾーン上のタップ動作をテキスト入力に使用して円形面
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上の（例えば、円形）グライド動作を選択の目的に使用できるように、キーパッドを本発
明の組合せデータ／テキスト入力システムと併用することができる。例えば、単語「ｂｅ
ｌｌ」を入力するために、本発明の一実施形態によると、ユーザは音声を与えずに対応す
るキー１４４０２、１４４０４、１４４０３、１４４０３を押下することができる（例え
ば、本発明の予測システムはキー押下のみに基づくことができるか、又はユーザは発話す
ることを望まなくともよい、等）。システムは、入力情報に対応する単語リスト１４４１
２をユーザに示すことができる（例えば、使用頻度の図が表示される）。ユーザは次いで
、（例えば、円形）グライド動作１４４１０／１４４１１を円形面上に与えることができ
、その結果、リスト内をナビゲートして所望の単語を選択することができる。例えば、所
望の単語を選択した後、ユーザは円形キーパッドの中央ゾーン１４４０７のタップ動作を
与え、単語を選択／入力することができる。別の例によると、キー押下に加えて、例えば
第１のキー１４４０２の押下中に、ユーザは対応する文字「ｂ」を発話することができる
。この場合、システムはリスト１４４１３を示すことができる（例えば、使用頻度の図が
表示される）。ユーザは次いで、（例えば、円形）グライド動作１４４１０／１４４１１
を円形面上に与え、リスト内をナビゲートして所望の単語を選択することができる。
【０３３７】
　説明したデータ入力手順をコンテンツ検索及び選択に適用することができる。例えば、
タップ動作（例えば、最終的には、対応する音声を与えること）を使用することで、ユー
ザはコンテンツの部分的又は完全な文字に対応するテキスト形式のコンテンツ情報（例え
ば、コンテンツのタイトル）を入力することができ、（例えば、システムにより）ユーザ
の入力情報に対応するコンテンツリストを（例えば、それらをスクリーン上に印字するこ
とで）与えた後、ユーザは面上のグライド動作を使用してユーザの所望のコンテンツを選
択することができる。
【０３３８】
　本例で示した円形キーパッドは例として与えたに過ぎないことに留意しなければならな
い。当業界の技術者は他種のキーパッドを考えうることは理解されよう。例えば、図２０
ａに示すように、本発明のデータ入力システムと併用した、８つのキーを再現する８つの
予め定義されたゾーンを有する円形キーパッド１４４１０を考慮することができる。
【０３３９】
　図２１に例として示すように本発明の一実施形態によると、分割して少なくとも２つの
部分１４５０１、１４５０２を形成するように、本発明のデータ入力システムと併用した
外部キーパッド１４５００を製造することができる。この場合、その部分の各々を独立／
別々に対応する電子装置１４５０９に取り付け（例えば、及びその部分の各々を好ましく
は独立に、及び好ましくは無線で、接続することができる）、本発明のデータ入力システ
ムと併用することができる。分割した部分を互いに取り付け可能であるように設計して、
統合キーパッド１４５００を形成し、電子装置に付随する外部キーパッドとして使用する
（例えば、及び本発明のデータ入力システムと併用する）ことができる。本例では、（例
えば、例として）４つのキー（例えば、図中のより濃いキー）に、言語の実質的にすべて
の文字を割り当てることができる。統合キーパッドは、本発明のデータ入力システムと併
用される少なくとも１つのマイクを備えることができる。例えば、キーパッドが電子装置
の端の分割部分内にあるとき、マイク１４５０３、１４５０４も電子装置の端に分散され
てユーザの声をより良く取得できるように、分割キーパッドのそれぞれの部分は統合マイ
クを備えることができる。
【０３４０】
　電話型キーパッドは電話に対して一般的なダイヤル手段となっている。したがって、キ
ーパッドを大部分の音声通信装置に含めることができる。本発明の一実施形態によると、
本発明のデータ入力（例えば、予測を含む）システムを使用可能な音声通信装置及び／又
はデータ通信装置は、（例えば、ダイヤル用の）電話型キーパッドと（例えば、データ／
テキスト入力用の）本発明の（例えば、分割）キーパッドとの両方を含むことができる。
公知なように、電話型キーパッドは電話の対応する側の表面の大部分を占め、その側にお
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いて表示ユニットに割り当てた面を減少させる。この問題を克服するため、装置本体外部
に拡張される（例えば、図２２ｂに示すように装置の最大長さの軸方向が好ましい）よう
に、キーパッドを製造することができる。図２２ａは例えば、２つの部分１４６０１、１
４６０２に分割したキーパッドを用いる本発明の（例えば、組合せ）データ入力システム
を含む、音声通信装置及び／又はデータ通信装置１４６００を示す。装置は電話型キーパ
ッド（例えば、ここでは収納位置にあり、示していない。）を含むこともできる。電話型
キーパッドが収納位置にあるとき、又はユーザがテキストのようなデータを本発明のデー
タ入力システムを通して分割キーパッドを用いて入力するとき、表示ユニット１４６０８
は（例えば、好ましくは自動的に）横位置に存在し、スクリーンに印字したテキスト１４
６０９をより良く見せることができる。装置はポインティング手段１４６１３及び選択手
段１４６１４を含んで、（例えば、本発明のデータ入力システムにより）スクリーン上の
コンピュータマウスの機能を再現することもできる。図２２ｂは同一の装置１４６００（
例えば、図２２ａの装置）を示す。この場合、電話型キーパッドの位置１４６１１は装置
本体の外部に拡張している。キーパッドが拡張位置にあるとき、電話型キーパッド１４６
１１を通して与えた電話番号１４６１９のような入力を電話型キーパッドが示すのに適す
るように、装置の表示ユニット１４６０８は（例えば、好ましくは自動的に）方位を（例
えば、描写位置に）変更することができる。
【０３４１】
　音声認識システムに対する代替又は追加として、読唇システムを本発明のデータ入力シ
ステムと併用してユーザの音声を認識できることに再度留意しなければならない。例えば
、読唇システムは本発明の予測データ入力システムと正確に動作することができる。なぜ
ならば、システムが要求する音声は少なく、離れた文字の音声を要求することがほとんど
であるからである。これにより、さらに離散的なデータ入力手順が可能となる。
【０３４２】
　本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明及び示したように、本発明のデータ入力
システム（例えば、予測データ入力システムを含む）と併用されるキーパッドは（例えば
、様々な使用タイプの）様々なキー構成を有することができ、明らかに、キーパッドのキ
ーは様々な形状を有することができる。やはり前述のように、例えば、キーを２つのグル
ープに分割し、対応する電子装置の面の反対側に置くことができる。例えば、図２３のキ
ーパッド１４７００のキー１４７０１から１４７０８（例えば、及びそれらの機能性）を
、図２３ａに示すようにキー（本例では、１４７１１から１４７１８であり、図２３のキ
ー１４７０１から１４７０８にそれぞれ対応するか、又はそれらを再現する）が楕円形（
例えば、又は円形）でありうるように、再現／製造することができる。キーを２つのキー
グループ１４７１１１、１４７１１２に分割することができ、対応する電子装置１４７１
９の面の反対側に取り付け／統合することができる。互いに関連するそれぞれのグループ
のキー構成は、（例えば、電子ゲームコンソールの）方向キーパッドのキー構成を再現す
ることができる。本例では、それぞれのグループにおいて、キーのうち２つ（例えば、文
字を割り当てたものが好ましい）を列位置に置き、グループの３番目のキーを２つのキー
の右側、それらの間に置き、グループの４番目のキーを２つのキーの右側、それらの間に
置く。携帯データ入力システムはユーザの移動中にデータ入力を可能とすることが好まし
い。携帯装置を保持するには、ユーザの指の幾つかを使用することが必要である。したが
って、ユーザの親指をデータ入力に使用できることが理想的である。ここで説明したキー
構成により、単語を書く間にユーザの指がキー上を移動する必要がないように、文字キー
をユーザの親指の下に置くことができる。ユーザの親指を用いることで、本構成によりテ
キストの文字を迅速に入力することができる。
【０３４３】
　オンスクリーンキーパッド／キーボードのような入力手段を本発明のデータ入力システ
ムを通したデータ入力に使用することは、本明細書に記載した本発明者出願の引用で詳述
した。また、ユーザの指、フィンガーキャップ、グローブ、スタイラスペン、等のような
他の入力手段を使用して、本発明のデータ入力システムと併用される（例えば、図２３の
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キーパッド１４７００のような、８つのキーといった少数のキーを有する）キーパッドの
キー及びキーとの対話を再現することは、本発明者が出願した本明細書に記載した異なる
引用で詳述した（例えば、明らかに、入力手段を本発明の予測データ入力システムと併用
することもできる）。例えば、図２４ａに示しかつ前述したように、少なくとも４つ（例
えば、４つから８つ）のキーを有する動的キーパッド（例えば、この場合、本出願及び本
明細書に記載した本発明者出願の引用で説明した原理に基づいて、キーのうち４つに対し
て少なくとも言語の文字が分散的に割り当てられる）を、面に対するユーザの指の対話に
より与えることができる。動的キーパッドのキー及びそれらとの対話を定義するための原
理は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で（例えば、及び本特許出願内で手短に）
詳述した。前述のように、動的キーパッドを本発明のデータ入力システム（例えば、予測
データ入力システムを含む）と併用することができる。例えば、前に詳述したように、ポ
インタ１４８０１（例えば、又はスタイラスペン）のような少なくとも１つのユーザの指
を用いたタブレットＰＣの（例えば、タッチ）スクリーン１４８００のようなセンシティ
ブ面上の指の対話により、ユーザは図２３のキーパッド１４７００の少なくともキー１４
７０１から１４７０４と、キーとの対話（例えば、単一押下動作、二重押下動作、グライ
ド動作、等）を再現することができる。キー（例えば、シフトキー）の押下及び保持、及
び（例えば、同時に）別のキーを押下することも与えることができる。例えば、ユーザは
スクリーン上の（例えば、ユーザのポインタの指１４８０１に対して左側にある）ユーザ
の親指１４８０３による押下及び保持動作を与え、例えば、動的キーパッドの所望のキー
に対するユーザのポインタの指１４８０１との対応する対話（例えば、単一押下動作、二
重押下動作、等）を同時に与えることができる。組合せ対話の各々に対して、本発明の対
応する記号グループを割り当てることができる。また、例えば、ユーザはスクリーン上の
押下及び保持動作を（例えば、ポインタの指１４８０１に対して右側に位置する）人差し
指１４８０２により与えることができ、同時に、例えば動的キーパッドの所望のキー上の
ポインタの指１４８０１との対応する対話（例えば、単一押下動作、二重押下動作、等）
を与えることができる。組合せ対話の各々に対して、本発明の対応する記号グループを割
り当てることができる。システムは（例えば、動的キーパッドの押下動作の左側、又は右
側に位置する）押下及び保持対話の各々に対して別々に応答することができることに留意
しなければならない。ここで示し、説明した予め定義されたキーパッドを再現するユーザ
の指は例として使用されることに留意しなければならない。明らかに、本発明の原理に基
づくと、ユーザは別の指を使用してキーパッド又は他のキーパッドを与えることができる
。
【０３４４】
　（例えば、統合）タッチセンシティブシステム／面を有するフィンガーキャップを着け
た指の（例えば、先端部、平坦部、等との）動作による、押下（例えば、タップ）動作（
例えば、及び／又はグライド動作）のような対話を与えることからなる入力の手段及び方
法を詳述した（例えば、本特許出願で詳述したように、指／フィンガーキャップの先端部
での単一又は二重タップ動作はそれぞれ、予め定義されたキーパッドモデルの第１の予め
定義されたキーに対する単一又は二重押下動作を再現するか、又はそれらに対応する。ま
た例えば、（例えば、その）指／フィンガーキャップの平坦部での単一又は二重タップ動
作はそれぞれ、予め定義されたキーパッドモデルの第２の予め定義されたキーに対する単
一又は二重押下動作を再現するか、又はそれらに対応する。対話の手段及び方法により、
ユーザが入力の対話を行う電子装置のタッチスクリーンといったタッチセンシティブパネ
ルの使用を排除することができる）。上記入力の手段及び方法においては、それぞれの指
が本発明のキーパッドの１つ又は複数の（例えば、好ましくは２つの）キーを再現するこ
とができ、それらを本発明のデータ入力システムと併用することができる。明らかに、入
力の手段及び方法を本発明のデータ入力（例えば、予測を含む）システムと併用すること
ができる。また、先行特許出願で説明したように、及び図２４ｂの例を考えると、それぞ
れが本発明のフィンガーキャップを着けた４つの指１４８１１から１４８１４を使用する
ことで、図２３のキーパッド１４７００のような本発明のキーパッドと、キーパッドのキ
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ーとの対話（単一押下動作、二重押下動作、グライド動作、等）を再現し、本発明の予測
データ入力システムと併用することができる。
【０３４５】
　例えば、フィンガーキャップ１４８１１の平坦部での予め定義された押下動作（例えば
、単一、又は二重、又は長時間、等の押下動作）のような対話を与えることは、キーパッ
ド１４７００のキー１４７０１と対話すること（例えば、キー１４７０１との対話を与え
ること）に対応することができる。また例えば、フィンガーキャップ１４８１１の先端部
での予め定義された押下動作のような対話を与えることは、キーパッド１４７００のキー
１４７０３と対話すること（例えば、キー１４７０３との対話を与えること）に対応する
ことができる。また例えば、フィンガーキャップ１４８１２の平坦部での予め定義された
押下動作のような対話を与えることは、キーパッド１４７００のキー１４７０２と対話す
ること（例えば、キー１４７０２との対話を与えること）に対応することができる。また
例えば、フィンガーキャップ１４８１２の先端部での予め定義された押下動作のような対
話を与えることは、キーパッド１４７００のキー１４７０４と対話すること（例えば、キ
ー１４７０４との対話を与えること）に対応することができる。
【０３４６】
　また例えば、フィンガーキャップ１４８１３の平坦部での予め定義された押下動作のよ
うな対話を与えることは、キーパッド１４７００のキー１４７０５と対話すること（例え
ば、キー１４７０５との対話を与えること）に対応することができる。また例えば、フィ
ンガーキャップ１４８１３の先端部での予め定義された押下動作のような対話を与えるこ
とは、キーパッド１４７００のキー１４７０７と対話すること（例えば、キー１４７０７
との対話を与えること）に対応することができる。また例えば、フィンガーキャップ１４
８１４の平坦部での予め定義された押下動作のような対話を与えることは、キーパッド１
４７００のキー１４７０６と対話すること（例えば、キー１４７０６との対話を与えるこ
と）に対応することができる。最後に、フィンガーキャップ１４８１４の先端部での予め
定義された押下動作のような対話を与えることは、キーパッド１４７００のキー１４７０
８と対話すること（例えば、キー１４７０８との対話を与えること）に対応することがで
きる。
【０３４７】
　キー（例えば、シフト／修飾キー）を押下及び保持すること、及び（例えば、同時に）
別のキーを押下することを再現することができる。例えば、ユーザはユーザの指１４８１
３（例えば、明らかにフィンガーキャップ）の平坦部で面を押下及び保持する動作を与え
ることができ、例えば発話なしでフィンガーキャップ１４８１１の先端部で所望の押下動
作を与えて、（例えば、図２３のキーパッド１４７００を用いるときに、文字の入力に必
要な対話を再現するために）文字「／」を与えることができる。
【０３４８】
　センシティブ面に接触する別の部分の各々に対して別の入力信号を与え（例えば、この
場合、システムは面の接触面積の大きさに基づいてその部分を認識する）、少数のキーを
有しかつ本発明のデータ入力システムと併用される本発明のキーパッドのキーを再現する
ための、タッチセンシティブ面上でユーザの指（例えば、先端、平坦部）の別の部分と対
話することに基づく対話手段は、本明細書に記載した本発明者出願の引用で詳述した。対
話方法を本発明の予測データ入力システムと併用することができる。対話のシステムによ
り、前述の実施形態におけるフィンガーキャップの必要性を排除することができる。例え
ば、ユーザの指の各々は（例えば、タッチセンシティブ面と対話する先端部及び平坦部を
用いることで）、システムの対応するキーパッドモデルの２つのキーを再現することがで
きる。ユーザが（例えば、本実施形態の原理を用いることで）テキストをタイプするとき
、センシティブ面への他ユーザの（例えば、異なる垂直ゾーンへの）指の衝撃位置に関連
するユーザの指の接触衝撃位置に基づいて（例えば、一連のデータ入力中に、様々なユー
ザの指の任意部分による面のタイピング／タップ動作が一般に面の同一又は異なる垂直ゾ
ーン内部で与えられることを考慮することで）、システムは指を認識することができ、対
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話を与えた指の部分（例えば、先端又は平坦部）を考慮することで、システムは対話を本
発明の予め定義されたキーパッドの対応キーに関連付けることができる。
【０３４９】
　前述のように手書き認識システムを使用して単語の１つ又は複数の正確な（例えば、曖
昧でない）文字を入力することができる。この場合、単語の少なくとも１つの他の文字を
（例えば、数個の文字を割り当てたキーを押下／グライドすることで）曖昧に入力し、予
測データ入力システムの認識を高める。上記の例（例えば、図２０から図２４ｂで示し、
説明したもの）では、ハード又はソフトキーを用いるとき、又は指、フィンガーキャップ
、グローブ、等を用いるとき、キー対話を再現するため、キー対話に対応するタップ／グ
ライド動作に加えて、ユーザは文字のようなキャラクタをタッチスクリーンのような対応
するセンシティブ面に書くことができる。１つの方法によると、システムを、手書き動作
とタップ／グライド動作（例えば、キーパッドとの対話／再現‐対話）を区別できるよう
に設計することができる。別の方法によると、タップ動作はキー対話に対応することがで
き、グライド動作は手書きに対応することができる。別方法によると、システムのキーパ
ッドの（例えば、ソフト）キーのタップ／グライド動作はキー対話に対応することができ
、キーパッドのセンシティブ面／タッチスクリーン（例えば、キーパッドのゾーン上又は
外部ゾーン）への書込み（例えばタップ、グライド）は手書き入力に対応することができ
る（例えば、図２０から２０ａのメディアプレイヤーの例では、ゾーン１４４０７を手書
き入力に使用することができる）。
【０３５０】
　与えた例は実証のために過ぎないことは理解されよう。他の指、フィンガーキャップを
有する他の指、異なる数の指又はフィンガーキャップ、スタイラスペン、グローブ、等を
本発明の組合せ（例えば、予測を含む）データ入力システムと併用することができる。
【０３５１】
　異なる実施形態において電話型キーパッド又は、キーの４つに言語の少なくとも実質的
にすべての文字が割り当てられる少なくとも４つのキーを有するキーパッドのような異な
るキーパッドを使用して本発明の様々な実施形態の原理を実証したが、明らかに、キーパ
ッドの少なくとも幾つかのキーが曖昧である任意数のキー、ハード又はソフトキーのよう
な任意の種類のキー、キーパッドのキーに対する任意の予め定義された種類の対話に割り
当てた記号の任意の構成、等を有する任意の他種のキーパッドを、本発明の組合せデータ
入力システムの実施形態と併用できることに留意しなければならない。
【０３５２】
　本発明の組合せデータ入力システムを説明する多くのパラグラフにおいて「キー」を用
いて実施形態を説明したが、予め定義された種類の対話により用いられ、様々な予め定義
された入力信号を与える他の入力手段を考慮して、本発明の実施形態におけるキー及びキ
ー対話の再現／置換を置き換えることができる。例えば、指又はフィンガーキャップの対
話のようなユーザの対話、及び本明細書及び本明細書に記載した本発明者出願の引用で説
明したようなキーとキー対話を再現する対応する対話を、実施形態で使用することができ
る。
【０３５３】
　いくつかのパラグラフでは、用語「押下」はキーとの対話の種類の例であり、対話はキ
ーに対する接触／グライド／ポインティング、等のような任意の他の種類の対話でもよい
ことに留意されたい。
【０３５４】
　多くのパラグラフではキーパッド（例えば、又は少数のキー）を使用して本発明の組合
せデータ入力システムの実施形態を実証したが、キーパッドは幾つかの曖昧なキーを有す
ることが理解されることに留意しなければならない（例えば、曖昧なキーは前述した）。
【０３５５】
　本発明のデータ入力システムの原理を頻繁に繰り返さないため、本出願の多くのパラグ
ラフでは、文字／単語／単語の一部分／関数、等のような１つ又は複数の記号をキー（例
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えば、又はキー以外の入力オブジェクト）に割り当てることができることを述べている。
特に述べない限り、記号は一般にキーとの予め定義された最も簡単な対話に割り当てるよ
う意図され、その対話は（本発明の多くの実施形態で説明したように）キーの単一押下動
作でありうることは理解されよう。
【０３５６】
　本発明の様々な実施形態において（例えば、マイクを有する）音声認識システムがユー
ザの音声を知覚及び認識するよう使用されると述べたかもしれないが、（例えば、カメラ
を有する）読唇システムを音声認識システムに対する代替又は追加として使用し、ユーザ
の音声を知覚及び認識することができる（又は、逆も真である）。
【０３５７】
　また、前述のように、本発明のデータ入力システムの方法の一部又は全部は、テキスト
入力認識システムの言語学的規則を使用することができる。その規則には例えば、一致す
る可能性がある単語の音節数、認識可能な文の単語数、単語のフレーズ内の位置、等があ
る。これらの事は当業界の技術者により公知である。
【０３５８】
　幾つかのパラグラフにおいて用語「部分毎」を、用語「少なくとも単語の一部分」（例
えば、「少なくとも単語の一部分によって」）を簡略化するために用いたことに留意しな
ければならない。
【０３５９】
　簡略化の理由で、多くのパラグラフでは本発明のデータ入力システムを「本発明のデー
タ入力システム」、「本発明の押下／グライドデータ入力システム」、「本発明の押下／
グライド及び発話データ入力システム」、等のようなフレーズで述べたが、多くのパラグ
ラフで詳述したように、上記フレーズはユーザの音声情報と組み合わせた押下／グライド
動作を考慮する本発明のデータ入力システムの原理を指し、この場合、音声情報は対応す
る音声の存在下又はユーザの音声が存在しない状態でのものであること（例えば、単語の
入力中に単語の少なくとも１つの正確な文字をシステムを通して入力するとき、システム
を一般に本発明の組合せデータ入力システムと併用すること、及び単語の入力に与えた少
なくとも１つのキー押下が曖昧であること）に留意されたい。これらの事は既に詳述した
。また、多くのパラグラフにおいて、本発明の押下／グライド及び発話データ入力システ
ムと本発明の１つのような単語予測データ入力システムとを組み合わせた本発明のデータ
入力システムを、本発明の「組合せデータ入力システム」といったフレーズで述べた。
【０３６０】
　本発明のデータ入力システムの多くの実施形態においてタッチセンシティブパッド又は
タッチスクリーンのようなセンシティブ面を例として用いたが、任意の面とのユーザの対
話を検知及び分析する任意の他の技術を使用してソフト（例えば、動的）キーパッドのゾ
ーン／キーを定義及び／又は使用可能であることが理解されることに留意されたい。例え
ば、上述のように、技術は光学的検知技術、又は（例えば、キーパッドの４つのキー／ゾ
ーンに対して言語の少なくとも実質的にすべての文字が割り当てられるような、少数のキ
ー／ゾーンを有する）仮想キーパッドを（通常の）面上に与え、ユーザの指がキーパッド
のキー／ゾーンに接触することを検知するＩＲ技術であることができる。
【０３６１】
　また、１つの方法によると、ユーザが本発明の組合せデータ入力システムの予測システ
ムを用いて単語を入力する間、システムはユーザが与えた入力情報に対応する最も可能性
のある単語をその時点（例えば、単語末尾信号を与える前）まで印字できることに留意し
なければならない。表示した単語は、ユーザが単語に対応する追加のキーを押下する度に
変更できることは理解されよう。
【０３６２】
　例えば、明らかに、本発明の実施形態の原理の全部又は一部及び本発明者の他の発明及
び／又はそれらの機能を独立に使用するか、又は互いに組み合わせることができる。例え
ば、テキストの少なくとも１つの単語／少なくとも単語の一部分を、本発明のデータ入力
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システムの異なる方法又は実施形態を組み合わせることで入力することができる。例えば
、本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明したセンシティブ面のタップ／グライド
動作（例えば、ユーザの指、ペン、グローブ、等により与えたタップ及び／又はグライド
動作。本動作は、例えば、キーパッドの少なくとも４つのキーとの対話のような少数のキ
ーとの対話を再現する。この場合、本明細書に記載した本発明者出願の引用で説明したキ
ーのうち４つのキーのような少数の予め定義されたキーに少なくとも言語の文字が割り当
てられる。本発明のデータ入力システムのグローブも、本明細書に記載した本発明者出願
の引用で説明したキーを再現する、等）を、本発明の予測データ入力システムと併用する
ことができる。
【０３６３】
　多くの例では、単語の入力に与えた入力情報をキー押下に基づくものとして述べたが、
望むならば／可能ならば、（例えば、更なる正確性のため）キー押下に加えて、ユーザは
キー押下の少なくとも幾つかに対応する音声も与えうることが理解されることに留意しな
ければならない。
【０３６４】
　本発明のデータ入力システムの方法を説明する多くのパラグラフにおいて、ユーザが与
えた入力情報は単語の文字に対応しうるとして説明したが、明らかに、システムのアーキ
テクチャに依存して、一部の場合では入力情報は対応する単語の文字列に対応しうる（例
えば、本発明の単語の一部分データ入力システムを参照）ことに留意しなければならない
。明らかに、前に詳述したように、本発明の単語の一部分入力システムと組み合わせた本
発明の文字データ入力システムを、本発明の（例えば、単語）予測データ入力システムと
併用することができる。例えば、単語「ａｃｔｉｏｎ」を入力するため、ユーザは最初に
文字「ａ」及び「ｃ」に対応するキーを押下し、次いで「ｔｉｏｎ」を表すよう予め定義
したキーのグライド動作を与え、その部分を発話する（例えば、「ｓｈｅｎ」と言う）こ
とができる。ユーザが与えた入力情報に基づいて、本発明の予測データ入力システムは例
えば、先頭文字が２つのキー押下に対応し、かつ残りの文字が文字列「ｔｉｏｎ」である
単語を探すことができる。システムは単語「ａｃｔｉｏｎ」を考えることができ、その使
用頻度に依存して、システムは単語をユーザに提示することができる。上の例では、ユー
ザは文字「ａ」又は「ｃ」のうち任意の文字を、その文字を（例えば、対応するキーの押
下中に）発話することで正確に入力し、システム／ユーザは例えば高速／より正確に所望
の単語を与えることを支援することもできる。本発明の予測データ入力システムと組み合
わせた本発明の文字及び単語の一部分データ入力システムを使用することは前に詳述した
。前述のように、上記システムはオンスクリーンフルキーボード又は手書き入力／認識シ
ステムのような少なくとも１つの他のデータ入力システムを含むか、又はそれらとともに
動作して、単語の少なくとも一部に対応しうる文字を正確に入力することもできる。本パ
ラグラフで説明したような本発明の他のデータ入力方法を通して与えた単語に対応する正
確な文字及び追加入力情報を、本発明の予測データ入力システムにより考慮して所望の単
語を与えることができる。
【０３６５】
　また例えば、本発明の組合せデータ入力システムを、示したような拡張可能コンピュー
タと（例えば、本発明の分割キーパッドを用いることにより）併用／対話することができ
る（例えば、記載した国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０４／１２０８２号明細書における図７０ａ
から図７０ｈ及び対応する説明を参照）。
【０３６６】
　システムのアーキテクチャに依存して、言語の単語の一部分を言語の単語辞書データベ
ースに含めるか、又は言語の単語の一部分が別々のデータベースを構成して本発明の組合
せ（例えば、予測を含む）データ入力システムと併用することができるかのいずれかであ
ることに再度留意しなければならない。
【０３６７】
　文字に対応する音声情報は一般的に文字を発話することであることに留意しなければな



(77) JP 5166255 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

らない。
【０３６８】
　単語の少なくとも１つの文字に対応するキー押下は一般的に、（逐次的に）文字に対応
するキー押下列を与えることを意味することにも留意しなければならない。
【０３６９】
　上で詳述したように、キーとの予め定義された対話は別のキーの押下及び保持動作を与
えること、及びキーの押下動作を与えることも指すことに留意しなければならない。
【０３７０】
　本発明の方法／特徴を説明する多くのパラグラフにおいてキー押下を単語の入力に対し
て述べたが、明らかに前記方法／特徴は、前記キー押下情報に加えて対応する音声のよう
な他の入力情報をユーザが与えうることを考慮できることに留意しなければならない。
【０３７１】
　このように、本発明の基本的な新規特徴を本発明の代替実施形態に適用されるように図
示及び説明及び指摘したが、本発明の精神から逸脱することなく、開示した本発明の形態
及び詳細において様々な省略及び置換及び修正を当業界の技術者により加えうることは理
解されるであろう。したがって、添付請求項の範囲で示すようにのみ限定するよう意図し
ている。図面は必ずしも拡大して描かれておらず、実際は単に概念的であることは理解さ
れるべきである。
 
【図面の簡単な説明】
【０３７２】
　図面において、同じ参照文字は幾つかの図に渡って同様な要素を表す。
【図１ａ】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムとともに使用可能な様々な
数のキーを有するキーパッドの例を示す。
【図１ｂ】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムとともに使用可能な様々な
数のキーを有するキーパッドの例を示す。
【図１ｃ】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムとともに使用可能な様々な
数のキーを有するキーパッドの例を示す。
【図２】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、４つのキーを有
する例示的キーパッドと対応する単語データベースとを示す。
【図３】本発明の一実施形態に従って、電子装置のスクリーン上に提示した多数の単語を
示す。
【図４】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムと併用可能なキーパッドの例
を示す。
【図５】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムと併用可能なキーパッドの例
を示す。
【図６ａ】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムと併用可能なキーパッドの
４つのキーに対する文字の割当て例を示す。
【図６ｂ】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムと併用可能なキーパッドの
４つのキーに対する文字の割当て例を示す。
【図７】この種のキーボードを用いて予測データ入力システムの方法を実施するための、
曖昧でない文字キーを有するキーボードを示す。
【図８】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムと併用可能なキーパッドの例
を示す。
【図９】本発明の一実施形態に従う、キーパッドと対応する装置のスクリーンとの例を示
す。
【図１０】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、例示的キーパ
ッドの４つのキーと対応する単語データベースの一部とを示す。
【図１１ａ】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、電子装置上
の例示的分割キーパッドの４つのキーと対応する単語データベースとを示す。
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【図１１ｂ】本発明の一実施形態に従って、手書き及びキー押下を用いるデータ入力シス
テムと併用される、電子装置上の例示的分割キーパッドの４つのキーと対応する単語デー
タベースとを示す。
【図１２】本発明の一実施形態に従って、本発明のデータ入力システムを用いてコンテン
ツを検索するメディアプレイヤーの例を示す。
【図１３】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムを用いる電話の例を示す。
【図１４】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、例示的キーパ
ッドの４つのキーと対応する単語データベースを示す。
【図１５】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、例示的キーパ
ッドの４つのキーと対応する単語データベースの一部とを示す。
【図１６ａ】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用可能な、タッチセン
シティブキーを有するキーパッドの例を示す。
【図１６ｂ】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用可能な、タッチセン
シティブキーを有するキーパッドの例を示す。
【図１７】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用可能な、ＱＷＥＲＴＹ
キーボードの文字をキーパッドのキーの６つに割り当てたキーパッドの例を示す。
【図１８】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、曖昧なキーと
曖昧でないキーとを有する電子装置を示す。
【図１９ａ】本発明の一実施形態に従う、データ入力システムと併用される例示的キーパ
ッドの４つのキー及び対応する単語データベース、及び出力方法を示す。
【図１９ｂ】本発明の一実施形態に従って、データ入力システムと併用される単語データ
ベースとユーザに提示される出力とを示す。
【図１９ｃ】本発明の一実施形態に従ってユーザに提示される出力を示す。
【図１９ｄ】本発明の一実施形態に従ってユーザに提示される出力を示す。
【図２０】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、円形センシテ
ィブキーパッドを有するメディアプレイヤーの例を示す。
【図２０ａ】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用される、円形センシ
ティブキーパッドを有するメディアプレイヤーの例を示す。
【図２１】本発明の一実施形態に従う、データ入力システムを用いる拡張可能な電子装置
の例を示す。
【図２２ａ】本発明の一実施形態に従う、データ入力システムを用いる通信装置の例を示
す。
【図２２ｂ】本発明の一実施形態に従う、データ入力システムを用いる通信装置の例を示
す。
【図２３】本発明の一実施形態に従う、データ入力システムと併用可能な本発明のキーパ
ッドの例を示す。
【図２３ａ】本発明の一実施形態に従う、長円形キー及び異なるキー構成を有するキーパ
ッドの例を示す。キーパッドのキーは電子装置上の２つのグループに分割されて、データ
入力システムと併用される。
【図２４ａ】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用されるキー及びキー
パッドのキー対話を再現する、電子装置と対話するユーザの指を示す。
【図２４ｂ】本発明の一実施形態に従ってデータ入力システムと併用されるキー及びキー
パッドのキー対話を再現する対話を与える、フィンガーキャップを付けたユーザの指を示
す。
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